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午前10時00分開議 

○渡部眞美委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は14名で、全委員が出席をして

おります。 

 ただいまから、平成26年度各会計決算審査特別

委員会を開きます。 

 本日は、審査日程に基づきまして、最初に認定

第１号平成26年度網走市各会計歳入歳出決算につ

いてを議題とし、水産港湾部、建設部及び企業会

計を除く水道部の所管分の細部質疑を行います。 

次に、この認定第１号の細部質疑が終了した

後、認定第２号平成26年度網走市水道事業会計の

利益の処分及び決算についてを議題とし、追加説
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明があるときは説明をしていただき、その後、水

道事業会計の細部質疑を行います。 

 次に、再度、認定第１号平成26年度網走市各会

計歳入歳出決算中、市民部の所管分細部質疑を行

うということで議事を進めますので、御承知願い

ます。 

 それでは、早速、本日の日程であります認定第

１号平成26年度網走市各会計歳入歳出決算中、水

産港湾部、建設部、水道及び市民部の所管に関す

る細部質疑を行います。 

 まず、水産港湾部の所管に関する細部質疑から

入ります。挙手願います。 

○川原田英世委員 おはようございます。僕のほ

うからまず、何点か質問させていただきたいと思

います。 

 この資料の中からまず１点なのですが、網走港

の利用状況に対しての資料があります。見ていた

だければわかるとおり、いずれも目標に対しての

利用率が50％を切っているという状況になります

が、この目標はどのようなものに基づいて立てて

いるのか教えていただきたいと思います。 

○清杉利明港湾課長 当目標値につきましては、

現在の港湾計画が平成21年に改定をしております

が、その改定時におきまして貨物取扱量の目標と

しまして、さまざまな推計のもと目標値を定めて

おります。 

○川原田英世委員 さまざまな数字のもと目標を

立てていると、それでも50％にも満たない状況、

これ総合戦略の中にも入っていたかと思うのです

けれども、総合戦略、もちろん戦略としてこれか

らふやしていくという方向性があの中ではあった

と思うのですが、そこでも目標値はやはり同じよ

うなものを基準に目標を立てられているというこ

とで理解してよろしかったでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 総合戦略におきましても、

ＫＰＩとして目標値を定める予定でおりますけれ

ども、その中におきましては最近の経済状況です

とか、輸出入貨物の取り扱い状況等を加味しまし

て目標値を定める予定であります。 

○川原田英世委員 理解しました。 

 この前の新聞等でも報道があったように、さき

の一般質問の中でも質問されている方がおりまし

たように、貿易港としてこれから先どうなのかと

いうような記事が何回かにわたって報じられてい

ました。 

 一時から見れば相当数減ってきている、これ水

産物に関係するところ、カニとかそういうところ

が大きいのかなと思いますけれども、これから先、

よくなっていくような、これから先、今、取り引

きをしようというような計画があるものというの

は何かあるのでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 最近の情勢でいいますと、

昨年、小麦の集出荷施設が稼働しまして、そこに

おきましては今後、さらに２万トン程度増加する

見込みでおります。 

 そのほか、水産品の輸入につきましては、ロシ

ア情勢等もございますけれども、激減している現

状はございますけれども、新たな水産品の輸入で

すとか、ポートセールスに努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 水産品もそうですし、小麦の今のこともそうで

すし、この前の小麦のほう、お話をお伺いしたら

来る理由がないので持っていくこともできないよ

というようなお話でした。やはり、船こっちに来

て何かをおろして、積んで戻るという理由がなけ

れば、なかなかこっちの思うようにはいかないと

いうか、やはり向こうも商売ですので、そこの出

入りの部分をしっかりとこちらからアプローチし

ていかないことには、なかなかこの目標達成には

厳しいのかなと思います。 

 また、それはやはり内側にも網走港を使ってく

ださいという情報発信も必要ですよね。内側の会

社に対する情報発信と、そして貿易会社に対する

発信と両方しっかりと言っていかなくちゃいけな

い、船使ってくださいねというようなＰＲをしっ

かりと進めていかなくてはならないのかなと、そ

ういうふうに思います。 

 その中で、やはり今、体内に向けて、体内とい

うか市内の企業に向けて船のそういった利用を促

す必要があるのかなと思うのですが、今までそう

いった取り組みはされていましたでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 当市におきましては、網走

港振興協議会という協議会を設けておりまして、

その中には船舶代理店ですとか、貨物の取り扱い

業者等も入っていただいておりまして、そういう

中におきましては要望等もしているところでござ

います。 

○川原田英世委員 はい、わかりました。 

 それ以外の部分にもしっかりと発信すると、ど



－ 62 － 

んどん利用していただけるように取り組みをお願

いします。 

 そして、続いて資料移りまして、成果等報告書

のほうからちょっと質問させていただきたいと思

います。74ページ、水産加工フェスティバル開催

事業とありますが、これ何年目になるのか、まず

教えていただけますでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 水産加工フェスティバ

ル開催事業についての御質問ですが、これはイベ

ントそのものの名称は、そのときそのとき多少違

いはございますが、平成16年度から開催をしてお

りまして、平成26年度で10回目ということでござ

います。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 この実績のところに３月１日とあります、大体、

例年この時期なのかちょっとお聞かせいただきた

いと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 昨年度、平成26年度は

平成27年３月１日にエコーセンターを会場として

水産加工フェアを開催をしてございます。 

 開催時期、あるいは開催場所等についてはいろ

いろ御意見いただいているわけですが、やはりそ

の出店した業者様等のアンケート等をとりますと、

やはり例えば春先から秋口にかけてはそれぞれ繁

忙期ですとか、あるいは12月は歳末商戦等の関係

もございまして、出店する側のそういった時期に

は参加しにくいという御意見もございまして、こ

の時期がよろしいのではないかという大方の意見

で、例年この時期に開催をしている次第でござい

ます。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 ちょうど流氷が来ていて船も出てないそういう

時期ということなのかなと思いますが、これまで

この10年間で出店されている事業数、今、10事業

所１研究会とありますが、この推移というか、ど

ういった状況になってきたのか教えていただけま

すでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 ただいま手元に過去10

年間の出店者数の数字は今ちょっと手元にござい

ませんが、ただ、例年同じようなといったらちょ

っと語弊がありますが、市内の主立った加工業者

さん、あるいは蒲鉾店さんですとか、水産品の小

売店等、大体同じような顔ぶれで内容はともかく

として、出店者の顔ぶれとしてはそう大きく変わ

ってないというふうに認識しています。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 実は、実際に出店されている方とこの時期にお

話させていただいたとき、ちょっとマンネリ化し

ているよねというような意見をいただきました。

あと、来場される方も余り知っていないというの

と、余り実際来てもこういうのをやっていたのだ

ね程度で通り過ぎていくというようなのも伺いま

した。このＰＲはどのようにされたのか、ちょっ

とまずお伺いしたいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 水産加工フェアのＰＲ

の方法でございますが、まず広報メモ、市のホー

ムページ、網走市水産加工振興会のフェイスブッ

ク、折り込みチラシ、あるいは新聞販売店により

ますかわら版等への掲載を行ってございます。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 こういった水産加工フェスティバルということ

ですので、フェスティバルと名前、華やかなイメ

ージなのかなと思うと、いや実はそうではなく、

どうも水産加工品のフェスティバルとなると見出

しがちょっと弱いのかなといつも僕は思いながら

見させていただいていました。 

 この対象者が市民ということですので、内向き

の事業ということもあるのでしょうけれども、も

う少し今おいしい街網走というＰＲもされていま

すから、水産加工品へのイメージ化というか、明

るいイメージを持てるような広告ＰＲの方法とい

うのを期待したいなと思うのですが、今までＰＲ

って全て白黒で写真よりは文字が基本だったのか

なと思うのですけれども、そういう認識でよろし

かったでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 水産物全般でいいます

と、水産漁港課のほうでつくっております水産品

のパンフレットですとか、あるいは今回の企画調

整課のほうで進めておりますＰＲ電子化のやつで

のパワーポイントのやつをつくりましたけれども、

その中でも色刷りできれいな写真を載せてござい

ますが、なかなかこのイベント自体は４５０名ほ

どの市民が集っておりますが、なかなか経費の問

題もありましてカラー写真で華やかにつくりたい

のはやまやまなのですが、なかなかそれも予算上

の問題もございますので、なかなかかなわない部

分もございます。 

 ただ、いずれにしても出店者の皆さんとも相談

しながらさまざまな工夫はしていく必要はあるの

かなというふうには思ってございます。 



－ 63 － 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 水産加工の普及を図るという意味でも非常に重

要だと僕は思っていますが、この意図にあるよう

に事業者の製品改良、開発意欲の向上を図ります

となっている、その意図にちゃんと沿うような形

を目指していただきたいなと思います。 

今後の方向性には市民に定着してきておりと

ありますが、やはりさっき言ったように定着が定

着を超えてマンネリ化というような話があったこ

ともありますし、来場者数も450名前後が多分ず

っと続いてきているのかなと思いますので、市民

に対する普及、また商品の開発するきっかけにな

るような、ここに参加した人たちに試食してもら

って、どういう商品があったら売れると思います

かとか、そういった意見交換をするようなそうい

う仕組みづくりも必要だと思うのですが、そうい

ったところいかがでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 まず、産業イベントと

しては市民に定着している、定着とマンネリは裏

表ですから、御指摘のことにつきましては理解は

しているつもりですが、ただ、定着をしてきてい

るということが一つと、あるいは広く市民に地場

の水産物や加工品をＰＲする機会にはなっている

というふうに思っています。  

 出店者にとっても来場した方々との触れ合いの

中で水産物や加工品の嗜好ですとか、購買動向、

そういったものを感じ取れるようなイベントであ

るべきだというふうに考えていますし、またそう

いった成果もあるだろうというふうには認識をし

ております。 

 さらには消費者に喜ばれる水産加工品を提供で

きるような、私ども主催者や出店者が連携協力し

合って、よりよい製品への改良や開発意欲の向上

を図って水産加工製品などの認知度の向上を図る

といいますか、努めていくことが重要だというふ

うに考えてございます。 

 それともう一つ、ちょっとこの事業とは別にな

りますが、主要成果の次のページになります、75

ページの中段に地場水産物普及調査検討事業とい

うのがございます。この事業とも連動しながら、

これは1,000人の市民の皆様にアンケート調査を

したり、あるいは水産物の小売店の皆さんとアン

ケートをしたり意見交換の場を設けたりというこ

とで展開をした事業なのですが、そういった事業

と連動しながらこの水産加工フェスティバルのあ

り方も検討していく必要があるのかなというふう

には思っています。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 次に、質問をしようとしていたことがそのまま

返ってきたという感じで、まさにこのアンケート

と意見交換、こういう事業と絡めてそのエコ－セ

ンターでやられていることということですから、

またその中でエコーセンターに一室、意見交換の

場をつくったりだとか、このフェスティバルに絡

めていろいろ情報交換できる場所が必要なのかな

と、食品開発に努める方たち、やはり大事なのは

アイデア、消費者の意見だと、その求めているそ

ういう場をいただける場所を求めているというこ

ともありますので、ぜひとも関連して進めていた

だきたいなと思います。 

 次に、その下の事業で水産加工品販売戦略構築

事業のほうに移らせていただきたいと思います。 

 事業内容、実績に関して１、２、３とあります

が、２点目、東京網走会総会会場でのＰＲ、この

ＰＲ方法をどういった方法でされているのか教え

ていただけますでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 東京網走会での水産加

工品のＰＲの方法ということでございますが、年

に一度、東京網走会では総会が開催をされまして、

会員数がおおよそ1,200名というふうに聞いてお

ります。 

 その総会の場で、直接、その総会の場で水産品

のＰＲ活動を行うとともに、年末に向けまして会

員の皆様へ水産品の宅配ができるようなカタログ

を送付をさせていただいて、ＰＲを図っていると

ころでございます。 

○川原田英世委員 その地場水産物ＰＲ、そのチ

ラシというのは地元企業者に出しませんかと呼び

かけて、そこから公募があった部分に対してして

いるということでよろしかったでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 御指摘のとおり、希望

する市内の水産業者様に希望があれば直接送らせ

ていただいて、東京網走会の会員様が販売業者さ

んへ直接申し込んで購入をするというような流れ

になります。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 ここでもやはり東京におられる網走会の方です

ので、これもやはりアンケート等も一緒に添えて

いただきたいなというところだと思いま。 

 そして、その次、下の③の事業、オホーツク網
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走流氷まつりフェアの開催とあるのですが、株式

会社ラムラと連携とありますが、これはラムラだ

けで行われているという認識でよろしかったです

か。 

○脇本美三水産漁港課長 現在のところラムラ様

１社で、こういった首都圏の飲食チェーンとの関

係性というのは新たな関係性も模索したいと思っ

ておりますが、現状ではここ１社ということでご

ざいます。 

○川原田英世委員 現状では１社のみということ

で、これからまたさらにふえていけばというとこ

ろなのでしょうが、この主要食材、イバラガニ、

ワカサギ、ホッケ、長芋、これをまず選定された

理由をお聞かせいただけますか。 

○脇本美三水産漁港課長 網走の水産品はさまざ

ま種々主要な水産物ございますが、これは実施を

していただくラムラさんと相談した結果で、ラム

ラさんの要望も含めてこのようにさせていただい

たというふうに認識しています。 

○川原田英世委員 わかりました。これは、提供

ということなのでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 基本的には飲食店様の

ほうで買い取りをいただくということですが、送

料等については支援をしているという状況です。 

○川原田英世委員 理解しました。送料等をこち

らで負担して、ある程度、通常よりも安く現地に

届くというようなことだと思うのですが、これは

ラムラ以外の企業にもアプローチというかしたけ

れども、ラムラしかやらなかったというか、連携

できなかったということなのでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 ほかの企業はどうなの

だということなのですが、これは今年度に入って

からですが、やや小さな企業、ラムラ様よりちょ

っと小規模な企業からちょっとお話があったりと

か、引き合いというのは全くないわけではないの

ですが、ただ具体的にこういったイベント、取り

組みにつながっている現状はここだけということ

で、新たな関係性の構築については今後とも努力

はしたいなというふうに考えております。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。やは

り、都市部とつながって販売していく、そういっ

たルートができるということは大切と思うのです

が、もちろんこれを始めたことによって、地元の

企業とラムラとが今度つながって、市がかかわら

ずとも独自で流通を始めていくということを前提

でこの事業があるとは思うのですけれども、この

事業の後、そういった関係がしっかりと持てたの

かどうか、そこら辺、把握されていますでしょう

か。 

○脇本美三水産漁港課長 この事業そのもので、

その後の効果等どうだったかということになると、

それは実施をしたラムラ様からも実施報告書等を

いただいておりますので、そういったことでは露

出宣伝というのはあったのかなというふうに思っ

ています。 

 同じようにこれは75ページの上段にございます

流氷明けウニ・カニブランドもそうなのですが、

これも同じラムラ様と連携をしながら都内の主要

な店舗幾つかを使わせていただいて、フェアを実

施しているような状況でございますから、こうい

った取り組みを例年同じようにできるかどうか、

そのときそのときまた検討しなければならないな

と思いますが、そういったことも含めてさまざま

展開をしていきたいと思っております。 

 例えば、流氷明けウニ・カニブランドでいきま

すと、５月14日から２週間程度、実施をさせてい

ただいたのですが、実施をした店舗、２店舗でや

はりさすが東京だなと思うのですが、１万5,000

人ほどのお客さんが来ているですとか、そういう

報告も受けていますので、こういったことは引き

続き努力をして、続けることも大事でしょうが、

新たな関係性構築も含めてさらに網走の水産品が

全国にＰＲできるような取り組みは、さまざま検

討して展開をしていきたいなというふうには考え

ております。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 今、回答にもいただいたように、さらなる消費

拡大を図るために都内での戦略というか、重要だ

と思います。 

 また、ラムラ以外にもやはり扱ってくれるとこ

ろというか、範囲を広げてどんどん取り組んでい

かなくてはいけない、取り組んでいくことがこの

今後の方向性達成させるためには必要なのかなと

いうふうに考えさせていただいているところです。 

 そして、この事業を見るとフェアの開催、フェ

アの開催した上で振興を図ります、地元の企業と

今後はちゃんとおつき合いしてやっていってくだ

さいねというふうになっていると思います。 

 しっかりと、そこの結果を、その後の部分をし

っかりと見定めるというか、しっかりとジャッジ
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していかなければいけないのだろうなと思います

し、毎年、この事業があるから安く入るからいい

のだというような感覚で事業者に、そういうよう

な事業所がふえても困りますから、しっかりとこ

ういう機会を使ってどんどんＰＲしていってもら

えると、そういう事業にしていかなくてはこれか

らならないのだろうなと思いますので、そこの部

分、取り組みをお願いしたいと思います。 

 そして、最後にもう一つ、ナマコの部分の事業

が２件あります。ウニ・ナマコ、一つ確認させて

いただきたいのですけれども、ナマコ中間育成支

援事業、これはナマコを網走沖で中間育成させる、

この海域はこちらのもう一つの事業にあるウニ・

ナマコの移植の海域と同海域で行うという理解で

よかったのでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 ナマコに関しましては、

実は成果報告書にございます中間育成の事業とも

う一つ、浅海域の沿岸の浅い部分、浅海域の漁場

の造成調査事業というのがございまして、ナマコ

に関してはこの二つの事業で進めているのが現状

です。 

 中間育成のほうですが、これは中国圏を中心に

非常に食材としてナマコが注目されだしまして、

網走市でも平成22年度から新たな栽培魚種対象と

して種苗生産の試験を始めました。 

 それで、平成25年までに種苗の生産については

一定程度、技術が確立をしたというふうに考えて

いまして、その後、どうしてもやはり不安定な採

苗と中間育成について試験研究していこうという

ことで進めている事業でございます。 

 これが、中間育成試験で、これは採苗器から沖

出しをしまして、沖出しというかオホーツク海沿

岸にありますホタテの中間育成施設がございます

が、そこに一緒に下げて１センチほど大きくなっ

たものを先ほど言った浅海域の漁場造成事業の中

で移植をするといいますか、まくといいますか、

そういった事業をしているということでございま

す。 

○川原田英世委員 はい、わかりました。 

 軌道に乗ってくれば非常にいい産業の一つにな

っていくのかなと思っています。 

 各水産取り扱いしている企業には毎月のように

ナマコないか、ナマコないかという問い合わせが

来ているというようなお話もありました。まさに

値段もどんどん上がっていっているので、取り組

みを進めていただきたいなと思うのですが、道南

のほうで一部、完全養殖の技術ができて、それを

進めているというような報道もあったのですが、

そっちのほうではなくやはり放流だというほうに

なった、完全養殖ではないそこの理由、もう一つ

お聞かせいただければなと思うのですが。 

○脇本美三水産漁港課長 ナマコの養殖について

は、そういった情報も聞いておりますが、現在、

北海道においては種苗生産については栽培水産試

験場が実施しておりますし、放流技術については

奥尻島で函館水産試験場がそれぞれ調査、研究を

進めていて、まだまだやはり確立をしていないと

いうのが現状だというふうに聞いています。 

 網走においても例えばふ化した幼生数は数千万

ございますが、結局、浅海域に移植できたのは一、

二万の数しかないというような、そういう生残率

を高めることやふ化率を高めるというのがまだま

だ不安定だというふうに聞いておりまして、それ

らの研究にまだまだ時間を要するというふうに考

えております。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 まだまだ確立していないということで、こちら

両方進めていく必要があるのかなと、道南のほう

での成果も見ながらだと思うのですが、網走にも

完全養殖、なかなか設備的なハード部分でのいろ

いろなものが出てきて、それが課題というものも

あると思うのですが、過去に海外のロシアからの

カニの受け入れ等で使っていた水槽だとか、大量

にあるのかな、どこの所有物になっているかわか

らないですが、ハードの部分もしかしたらいろい

ろなところから工面していけば完全養殖という手

段もあるのかなと思いますので、そちらのほうも

検討していただきたいなと思うのですが、いかが

でしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 そういったものを活用

して、多分、陸上における養殖ということなので

しょうが、非常にコストがかかるというふうに認

識をしておりまして、現状では難しいのかなとい

うふうには考えております。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 いろいろな情報、いろいろと挑戦しているとこ

ろがあるものですから、そういったところからも

情報を集めて、これからも取り組みを進めていた

だきたいなと思います。 

 私のほうから以上です。 
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○渡部眞美委員長 次、小田部委員。 

○小田部照委員 おはようございます。志誠会の

小田部です。 

私は成果報告書の78ページ、緑地整備事業に

ついて伺います。 

 まず、このモヨロ地区の緑地浸水ゾーンを整備

しますと取り組み内容にありまして、ちょっと場

所がわからなかったので現場のほう見させていた

だきました。 

 遊歩道のようものができていたのですが、平成

26年度はこの遊歩道あたりの整備事業という認識

でよろしいでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 平成26年度の整備内容でご

ざいますが、植栽工が770平米、それから園路の

舗装工が120平米行っております。また、物件の

移転補償調査を行っている状況でございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 これは継続的に進んでいる事業だと思いますが、

何年ぐらいから始まったものでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 この緑地整備事業につきま

しては、整備自体につきましては平成21年度から

事業を進めております。 

○小田部照委員 では、現在の全体の進捗状況は

どのようなものなのか教えていただけますか。 

○清杉利明港湾課長 これまでの緑地整備事業の

経過等を含めまして御説明申し上げますが、平成

21年度と平成22年度につきましては測量、それか

ら設計等を行っております。 

 整備の工事自体につきましては平成23年度から

開始しておりまして、今までに駐車場、それから

トイレ、モヨロ貝塚館へ向かう歩道橋の整備等を

行ってきておりまして、そのほかに先ほど申し上

げましたとおり緑地整備ということで園路、それ

から舗装工等を実施しております。 

 大体、第１期工事としまして緑地の整備計画の

約半分程度まで進んでいる状況でございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 この中で、平成22年３月にみなとオアシスに認

定とありますが、済みませんがみなとオアシスの

簡単な概要を簡単で結構ですので説明いただけま

すか。 

○清杉利明港湾課長 みなとオアシスにつきまし

ては、川筋地区をエリアとしまして平成22年３月

29日にみなとオアシス網走の認定を受けておりま

す。その中におきまして、この緑地の整備につき

ましても検討していただいております。 

 また、さまざまなイベント等の開催について進

めているところでございます。 

 また、この認定につきましては国土交通省で進

めている事業でございまして、道内におきまして

は稚内に次いで２番目で登録をしております。 

○小田部照委員 済みません、みなとオアシスの

説明をいただきたかったのですが、みなとオアシ

スとはどういう簡単な概要を教えていただきたか

ったのですが。 

○清杉利明港湾課長 このみなとオアシスにつき

ましては、港を活用した周辺地域を含めた港のに

ぎわい空間を進める目的で各港ごとで認定を受け

て進めている事業でございます。 

○小田部照委員 わかりました、ありがとうござ

います。 

 この中で、平成27年度から平成31年まで継続し

て整備を進めるとありますが、平成31年で網走川

の川沿い左岸の事業が終わるという認識でよろし

いでしょうか、完了するという。 

○清杉利明港湾課長 この緑地整備事業につきま

しては社会資本整備総合交付金を活用しまして進

めている事業でございますが、その中におきまし

て平成21年度までの整備計画に基づきまして完了

予定は平成31年度を予定しております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 それでは、平成31年以降の緑地整備事業という

次の展開はどのように考えておられますか。 

○清杉利明港湾課長 現在のところ、最寄地区の

この緑地整備事業で、それ以外のところの整備計

画は持ち合わせておりません。 

○小田部照委員 わかりました。 

 あと、この地区には古くから捕鯨船が置かれて

あるのですが、この事業等の関連ということで持

ち主さんとどのような今後対応されていくのかち

ょっとお尋ねしておきたいなと思ったのですが。 

○清杉利明港湾課長 現在のところ船の所有者と

協議中でございます。 

○小田部照委員 わかりました。捕鯨船は、網走

の捕鯨文化の象徴でもありますので、よく協議し

て進めていっていただきたい事業だと思います。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 何点か伺いたいと思いますが、

さきの川原田委員も質問したナマコの中間育成の
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関係なのですが、平成22年から行われていて、ほ

ぼ育成の方法は確立したというようなお話もあり

ました。 

 今現在、一定の期間がたっているのでナマコ自

体の成長も一定程度あるのだと思うのですが、収

穫になるのはいつごろになるのでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 先ほど平成25年度まで

に確立をしたというのは種苗生産技術、中間育成

でなくて種苗の生産技術ということで御理解いた

だきたいなというふうに思います。 

 それで、非常にナマコというのは実は難しい魚

種でございまして、採苗率の向上や生残率の向上

というのは当然、目指すべきなのですが、一方で

放流効果、どれだけ放流してどれだけ取れるのか

ということについて、個体識別が非常に難しい魚

種だというふうに伺っています。 

 放流種苗と天然種苗の区別がつかないという、

そういう困難性も持っていまして、この事業、中

間育成での結果育ったナマコがどの程度取れてい

くのかということについては、なかなかこれは掌

握が難しいというのが一つございます。 

 それと、どの程度の大きさということでいくと、

収穫の重量でいくと100グラムが一定の目安だと

いうふうに認識をしていますが、それがこの事業

でできたものなのか、そうでないのかというのは

識別が大変難しいというふうに専門家では言われ

ているところでございます。 

○松浦敏司委員 その辺は理解いたしました。 

 貴重な食材ということでありますので、引き続

き取り組む必要があるのかなというふうに思いま

す。 

 次に、網走湖のワカサギふ化施設整備事業とい

うことで、この間、努力をしてきているのだろう

というふうに思いますが、この実績の中でビン式

ワカサギふ化施設の導入ということも書いてあり

ますけれども、ちょっとこれによって一定の効果

が上がっているというふうに思うのですが、いま

いちわからなのですが、もう少しわかるような内

容説明お願いしたいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 網走湖ワカサギふ化施

設整備の事業でございますが、これは地域づくり

総合交付金を活用いたしまして進めた事業でござ

います。 

 網走湖では古くからワカサギの人工ふ化放流事

業に取り組んできまして資源一助になってきたと

いうふうに考えてございます。 

 しかし、既存の施設というのは砂利を敷いた池

に受精卵をまいて、卵の詳細の状態を確認するこ

とができないですとか、雑菌等への対応が非常に

難しくて、ふ化した稚魚の放流もどの程度放流し

たのかという正確に掌握できないというような状

況が過去には続いていたということでございます。 

 そしてまた、受精卵もこうした状況の中でかな

りの部分が死んでしまいまして生残率が10％、よ

くても30％程度というふうに推定がされておりま

した。 

 今回、平成26年度に導入したビン式人工ふ化器、

流水式人口ふ化装置というふうに言うものだそう

ですが、これはガラスの筒が８器ついていまして、

そこに受精卵を入れて適度な水を巡回しながら受

精卵を育てていくということです。 

 この装置の効果として、先ほど申し上げました

とおり、従来の生残率が10ないし30％ということ

でありました。このビン式の人工ふ化装置を導入

することによって60％程度を目指そうということ

で取り組んでみましたが、初めてのこともあって、

平成26年度については45％程度の生残率であった

ということでございます。 

 １年目としては上々なのかなというふうに考え

ています。あと、水温ですとか水の状況ですとか、

さまざまな条件を工夫することによって、60ない

し80％程度まで引き上げることが可能なのではな

いかというふうに聞いておりまして、今後に期待

できるのかなと思います。 

 また、従来施設で必要な砂利を敷いた川のよう

なものでやっていたときには、生残率も悪かった

こともあって、約４億粒の受精卵が必要だとされ

ていましたが、この新しい装置によって生残率が

向上したことによりまして、約半分、２億粒程度

で従来と同程度の稚魚の放流は可能となったとい

うところでございます。 

○松浦敏司委員 よくわかりました。 

 網走湖、湖全体そうですけれども、上流からの

土砂の流入によって網走湖もワカサギが自然産卵

する環境が相当悪化したというようなことも聞い

ておりますが、当然、自然の産卵などもしている

とは思うのですけれども、その地域というのはど

んな状況になっているのか、その辺はわかります

か。 

○脇本美三水産漁港課長 環境の点では、例えば
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無酸素層のことですとか、網走開発建設部さんに

も御協力いただきながらいろいろな対策をしてい

ます。 

 ただ、やはり網走湖に注ぐ川、主に網走川、女

満別川ございますが、こういったところから流入

する土砂が堆積をして、従来の漁場が浅化、浅く

なったりですとか、あるいはワカサギの遡上がで

きなくなったりだとかという状況にはなっている

というふうには聞いておりまして、該当する西漁

協さん初め、私どももいろいろな形で関係機関に

働きかけているところでございます。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

 そういう中において、今回のこの新しいビン式

ワカサギふ化施設という点では、ある意味、相当

期待できる事業かなというふうに思いますので、

しっかりと取り組んでいただきたいというふうに

思います。 

 次に、濤沸湖ワカサギ資源調査研究というのも

ございます。この濤沸湖も非常に年々土砂の流入

によって湖が相当、私が網走に来た40年前からす

ると相当陸地がふえているというような状況にあ

ります。 

 そういう中でのワカサギの資源調査ということ

でありますが、この辺、ちょっと具体的に実績等、

お話いただければと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 濤沸湖のワカサギの資

源調査研究事業でございますが、事業の内容とか

目的とかということになりますが、全国各地の湖

でワカサギ釣りが盛んに行われておりますけれど

も、実はその多くはワカサギの受精卵で輸入によ

って支えられているという現状がございまして、

受精卵の需用は高くて安定的に高値で取り引きを

されているという状況でございます。 

 網走におきましては、網走湖と濤沸湖が全国有

数の受精卵供給地となっておりまして、濤沸湖に

おきましては年間10億粒程度の販売実績がありま

して、濤沸湖の重要な水生資源の一つとなってい

るところでございます。 

 しかし、濤沸湖のワカサギは先ほどちょっと触

れました網走湖の場合と比較しますと稚魚の生活

史ですとか、生態に関するデータが非常に乏しい、

知見に乏しい状況でありまして、資源管理手法の

検討とその確立にいたっていないというのが現状

です。 

 近年では春の採卵用親魚、新魚の不漁ですとか、

秋魚の禁漁措置がとられるなどの状況も出ている

ところでございます。 

 濤沸湖のワカサギ資源を有効に、かつ安定的に

利用していくためにこういった生活史ですとか生

態を解明をして、科学データの知見を図って、蓄

積を図って管理手法の確立をしようというのがこ

の事業の目的でして、具体的な何か成果があった

かと言われると、これはデータの蓄積、知見の蓄

積ということが主な目的でございますから、春と

秋にワカサギの重量ですとか、尾数ですとか、採

卵数、生残率、それぞれの調査をして、それぞれ

のデータをとって今後の水産活動に生かしていく

というのが本事業の主な目的でございます。 

○松浦敏司委員 よく理解できました。次に移り

ます。 

 成果表の77ページの海岸施設整備事業というこ

とで、予算として8,403万円、これが決算として

は5,731万9,000円ということで、平成26年度で完

了したということであります。 

 実は、これは私、昨年の一般質問でも行ったの

ですが、でき上がったのだけれども既に一部コン

クリートがはがれているとか、配水管の鉄筋部分

が露出しているというような状況もあったので、

その改善のための調査をするというお話もござい

ましたが、その辺はどのようなふうになっている

か伺います。 

○清杉利明港湾課長 当市におきましては、港湾

施設全般につきまして維持管理計画を策定をしま

して、その中で一般点検、また詳細点検等を計画

的に実施しております。 

 その結果につきましては、機能等を損ねるとい

う判断には至っておりませんので、引き続き日常

点検を含めまして点検をしていきたいというふう

に思っております。 

○松浦敏司委員 とりあえずはわかりましたが、

相当見栄えもよくない部分もあるので、それは今

後、違う場でまた議論をしていきたいというふう

に思います。 

 次に、網走港整備特別会計について伺います。 

 先ほど、川原田委員のほうからもお話があった

かと思いますが、この36ページの網走港の利用状

況、目標に対しての利用率というのは資料が出さ

れておりますけれども、この中で先ほどの議論の

中で多分、内貿の関係だと思うのですが２万トン

ほど今後ふえる見込みというようなお話も伺った
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ところです。 

 しかし、いずれにしてもこの計画の中では平成

30年代の前半には外貿で20万6,000トン、内貿で

も64万6,000トンという目標ということでありま

すが、現時点の状況からしてなかなかこの目標に

達成するのは相当困難かなというような考えも私

は持っているわけですが、平成30年代前半までに

到達させる状況にあるのかどうか、その辺お考え

を伺います。 

○清杉利明港湾課長 特にその計画改定時から、

特にロシアからの輸入等につきましては経済状況

も、また政治状況もございまして、貨物の取り扱

いが激減をしております。 

 特に原木につきましては、現在のところ皆無と

なっている状況でございますけれども、そのほか

また大手の石油関連業者が撤退をしたこともあり

まして、石油製品の輸入も減っているところでご

ざいますけれども、そのようなことから当市とし

ましても目標の達成についてはなかなか難しいと

いうふうには考えておりますが、今後ともポート

セールス、情報収集に努めて貨物の拡大につきま

しては努力していきたいというふうに考えており

ます。 

○松浦敏司委員 諦めずに努力は大事だと思いま

すが、平成30年代前半というとあと７年しかない

ということでありますから、相当厳しい状況だと

いうふうに思います。 

 それで、この計画の中で見ますと外貿の平成26

年度の実績は昨年よりわずかにふえているのです

が、いわゆる９万トン強、利用率でいえば45.1と、

内貿でいえば28万4,000トンというような利用率

で44％と、合わせて利用率は44.2％という利用状

況になっておりまして、そういう意味でも相当厳

しい状況だなというふうに思います。 

 この間、目標の数字というのは多分三度ほど、

上方修正もありましたけれども、ほとんどは下方

修正という中でこの間、推移をしてきたというふ

うに思います。そういう下方修正をしたけれども、

しかし到達線は、利用状況は44.2％ということで

ありまして、やはりそもそもこの計画そのものが

相当過大な計画だったというふうに言わざるを得

ないというふうに思います。 

 それで、次に、この網走港の背後地にある造成

地についてでありますけれども、用地売却がこの

平成26年度は何件あって、面積はどのくらいで金

額はどのくらいか、一応確認したいと思います。 

○清杉利明港湾課長 平成26年度におきます土地

の売却につきましては１件で、面積では330平米、

また売却代金としましては623万7,000円となって

おります。 

 ただ、平成25年度の売却におきましては、分割

納入の方もいらっしゃいますので、収入の件数と

しましては３件で1,710万5,840円となってござい

ます。 

○松浦敏司委員 いずれにしても平成26年度とい

う点では売却は１件ということでありました。 

 今現在、未売却地の面積というのは一応伺いた

いと思いますが、どのぐらい残っていますか。 

○清杉利明港湾課長 平成27年４月１日現在の状

況でございますが、未売却地につきましては12万

2,989平米となってございます。 

○松浦敏司委員 決算書を見てみますと、平成26

年度の繰上充用金といういわば赤字となるわけで

すが、14億1,600万円ほどになっております。 

 この未売却地、今言われた12万3,989平米、こ

れが全部売れたと仮定すれば、金額的にはどのく

らいになりますか。 

○清杉利明港湾課長 この未売却地を、現在は大

面積で購入した方には最大で30％の割引をしてお

りますけれども、全て30％割引で売却した場合の

金額ということでお答えしますが、その場合には

約16億2,700万円ほどになります。 

○松浦敏司委員 わかりました。一応全て売れれ

ば赤字14億一千数百万を上回る金額にはなるとい

うことで、数字上はそうなると。 

 しかし、大変厳しい状況には変わりないという

ことで、これまでも私ども指摘していますけれど

も、今のこのゼロ金利政策の中では何とか維持で

きているけれども、これが金利が上がれば相当厳

しい会計になるだろうと言わざるを得ないという

ふうに思います。 

○渡部眞美委員長 松浦委員の質疑の途中ですが、

ここで暫時休憩をいたします。 

午前11時03分休憩 

午前11時13分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 松浦委員の質疑を続行いたします。 

○松浦敏司委員 続いて、能取漁港整備特別会計

について伺います。 
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 決算書の中で、会計の収入の中に使用料として

当初予算1,062万円、収入済額が1,433万3,459円

となっておりますが、これは何の使用料なのか伺

います。 

○脇本美三水産漁港課長 使用料の1,433万3,459

円の部分でございますが、これは公害防止施設、

汚水処理施設の使用料でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、一般会計からも毎年繰り入れをしている

のですが、その繰り入れが幾らなのか、そしてそ

の目的は何のために繰り入れているのか伺います。 

○脇本美三水産漁港課長 平成26年度の一般会計

からの繰り入れにつきましては2,549万5,000円と

いうことでございますが、目的ということでござ

いますが、これは地方公共団体の財政の健全化に

関する法律、いわゆる健全化法によります能取漁

港整備特別会計の資金不足の比率を20％以内に抑

えるということが大きな目的でございまして、今

回、平成26年度に一般会計から特別会計に繰り出

した結果、この資金不足率については15.7％とな

っているところでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、平成26年度のこの能取の会計の土地の売

却というのは何件あって、幾らだったのか伺いま

す。 

○脇本美三水産漁港課長 工業団地の土地の売却

でございますが、平成26年度については売却実績

はございません。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 そこで伺いますけれども、今現在の売却可能面

積は幾らなのか、そしてその面積が売却できたら

金額としては幾らになるのか、その結果、多分債

務超過になるのだろうと思いますが、その辺につ

いて伺います。 

○脇本美三水産漁港課長 まず、未売却用地の面

積でございますが、17万5,901平米ということで

ございまして、これに平米当たりの単価3,500円

を掛けますと６億1,565万円ほどになるものでご

ざいます。 

 これをこの売却が全て進んだ場合に収支の状況

ということになりますが、平成26年度の決算時で

赤字額が６億6,623万7,697円ということでござい

ますので、全て売れた場合と比較すると5,059万

円ほどの赤字が残るという計算になります。 

○松浦敏司委員 長年の懸案事項の一つではあっ

たのですが、最高時ではおおよそ57億近くまでに

なった赤字がさまざまな皆さんの努力や関係者の

皆さんの努力、そして市民の血税なども使ってこ

の間、ここまで赤字を縮小することができたとい

うことなのだろうというふうに思います。 

 今の状況の中でソーラーパネルなどによって一

般会計から市有財産特別会計に買っていただくと

いうような条件もあってかというふうに思います

が、少しずつそういうふうに改善の方向に行って

いるというふうには思いますけれども、しかし相

当大変な事業といいますか、会計だったというよ

うな認識を持っているところであります。 

 私の質問は終わります。 

○渡部眞美委員長 古都委員。 

○古都宣裕委員 早速質問に入ります。成果等報

告書の74ページ、先ほども質問に出たのですけれ

ども、水産加工フェスティバルということで内容

についてはいろいろ、種々わかったのですけれど

も、先ほどやりとりの中であったようにマンネリ

化も指摘されているということで、来場者数が

450名ということなのですけれども、例えばほか

のイベントと一緒に開催することによってＰＲの

幅というのは広がると思うのですけれども、流氷

まつりでいうと５日間で12万5,000人で、単純計

算でその中で１日出すだけでも、この450人の大

体五、六十倍の人に対してＰＲのできるのではな

いかなと思います。 

 内容的に言えば、ちょっとずれるという話であ

れば春カニ合戦だとか、いろいろなイベントもや

っている中で、この中に重複して出店していらっ

しゃる方もいらっしゃると思います。 

 そういった部分を考えると、そういったところ

に同じようなこの水産加工フェスティバルに賛同

してくださる人たちを集めて一つのブース、もし

くはＰＲということで固めることによって、同じ

く市民だとか、市外の方にもＰＲできる部分で効

果が一層より高まるのではないかなと思うのです

けれども、いかがでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 御指摘の他のイベント

とのコラボといいますか、そういった取り組みは

どうかということでございますが、確かに集客の

効率性を考えれば春、夏、秋に行われるさまざま

なほかのイベントとの併催といいますか、共催と

いいますか、そういったところにかかわっていく

という、そういった検討の余地はあるかというふ
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うには思います。 

 今、お話がありましたとおり、出店する事業者

さんもそういった夏場のイベントに参加している

方もいらっしゃるでしょうし、そういった活動さ

れている方もたくさんいるというふうには承知を

しています。 

 この水産加工フェスティバルにつきましては閑

散期の取り組みをどうするかというところにまず

考えが及んでいまして、先ほどちょっと申しまし

たが、11月ぐらいまでは繁忙期ですし、歳末商戦

12月があると、流氷の時期にでは何かないかとい

うようなところから始まっているという経過もご

ざいます。 

 出店者のアンケートもとりましたが、時期です

とか、このイベントの単独開催について現状のま

まを望むというのが多数を占めているアンケート

結果もございまして、会場についても駐車場等の

こともありまして、エコーセンターでいいのでは

ないかというアンケート結果になっておりますの

で、その辺を考え合わせますと現状の開催方式と

いうことで今のところは考えております。 

○古都宣裕委員 アンケートのとり方によっても

回答が変わると思いますし、選択方式で選択肢が

狭められている中であれば、その中で自分の考え

に合うものを選んでいく形で、そういう形ではも

ちろんないとは思うのですけれども、やり方によ

っては網走のＰＲというのはもっともっとできる

のではないかなということで御指摘させていただ

きます。 

 次に、大型客船受入事業をお伺いします。成果

等報告書77ページになります。 

 大型客船受入事業で平成26年度ということで、

これはサン・プリンセスのことだと思うのですけ

れども、それの経済効果というのは調べたのでし

ょうか、その辺お伺いいたします。 

○清杉利明港湾課長 平成26年度におきましては、

７月３日から９月18日までに12回、サン・プリン

セスが入港しておりますが、そのときの経済効果

につきましては、北海道運輸局が北海道全体、道

内には５港入港しておりますけれども、その中で

算出をしております。 

 その直接的な経済効果としては、その中で12億

円というふうに聞いております。 

 内訳につきましては、公表されておりませんけ

れども、網走市の収入、入港料、岸壁使用料、そ

れから給水施設使用料としましては 12回で約

1,600万円の収入となっております。 

 また、そのほかに港湾関連の船舶代理店、それ

とかタグボートの収入など、またツアーバス代な

どを加味して算出されているものと考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 今の答弁ですと、網走市として

の経済波及効果というのは試算されていないとい

うことでよろしいでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 市としましても、把握でき

る分については市の収入を含めまして算出をして

おりますけれども、大体、このうちの約4,500万

円程度かというふうに考えております。 

○古都宣裕委員 それでは、今回、このサン・プ

リンセスに当たって、この12回の入港に当たって

いろいろボランティア等も使ってやった経緯も存

じているのですけれども、その反省点とか今後に

生かすべきところというのはどのようにデータを

とったのでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 今までにこのような大型の

客船の入港がなかったこともあり、当日につきま

しては港内及び道の駅におきまして観光案内の場

所を設けておりますが、カウンターですとか、案

内場所の場所数ですとか、その対応の方法ですと

か、そういう点につきましては検討の余地がある

のではないかというふうに検討課題としておりま

す。 

 また、その点については平成27年度におきまし

てはダイヤモンド・プリンセスが入港していただ

いておりますけれども、観光案内所の場所数をふ

やすなどの対応をしてきているところでございま

す。 

○古都宣裕委員 対応の余地もあるということで、

その反省点等々がまだまとまってないのではない

かなという印象を受けるのですけれども、今、お

話にありましたダイヤモンド・プリンセスもこと

し入港しましたけれども、昨年、今の時点で来年、

大型船が来ないことがもう決まっているのですけ

れども、昨年の時でこのサン・プリンセスをやっ

ている地点でダイヤモンド・プリンセスはもう決

まっていたはずなのですけれども、その点を考え

るとサン・プリンセスの反省点を生かす機会がほ

ぼなかったのではないかなと私は思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 その検討といいますか、課



－ 72 － 

題の分析といいますか、その点については昨年度

のサン・プリンセスの入港後に検討したものでご

ざいますので、平成27年度におきましてはその対

応につきましては間に合っていたのではないかと

いうふうに考えておりますし、そのときの課題と

しましてはＷｉ－Ｆｉの設置というものの課題も

ございましたので、その点については道の駅に機

能の強化したＷｉ－Ｆｉを設置したり、対応して

おりました。 

○古都宣裕委員 今お話の部分は現地で来て、実

際入ってみたときに、その場所、場所でふぐあい

が起きた部分に対して場当たり的に対応したもの

であって、以前、質問でやったときもちゃんとし

た紙媒体か何かでデータを蓄積して、もし次のボ

ランティアですとか、そういった職員さんも配置

がえとかあるでしょうし、そういった中で次の方

に引き継げるような体制になっているのですかと

いうときに、そういった部分がなってなかったの

ですけれども、それはその後対応されたような形

になったのでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 対応状況につきましては記

録として残しておりまして、そのボランティアの

部分につきましても今年度につきましては事前に

ボランティアの方への説明会を開催するなどして

対応しております。 

○古都宣裕委員 残念ながら実際にサン・プリン

セスやダイヤモンド・プリンセスのクルーの方と

お話を伺うと、やはり小樽とか港から直接、繁華

街から近いところに比べると入ったときにはやは

り盛り上げムード、歓迎ムードが余り感じられな

いといった部分の話も正直伺われました。 

 そういった部分はちょっと繁華街から離れて 

いる部分で厳しい部分もあるのかなと思いながら、

そういった観点も見るとだんだん大型客船という

のが受け入れが難しくなってしまうので、何とか

来てもらえるうちに早目に対応していくことが必

要だと思いますけれども、どのようにお考えでし

ょうか。 

○清杉利明港湾課長 その点につきましては、課

題等につきましても船舶旅行代理店等ともポート

セールスしまして、課題等の状況もお聞きしてい

る中で、それぞれ入港に際しましては、その前に

船舶代理店等も含めまして協議をした中で対応し

ております。 

○古都宣裕委員 データの積み重ね、蓄積と課題

の分析、対応というのが大変必要になってくると

思うので、それもしっかりやっていただくようお

願いいたします。 

 次に、最後の１点なのですけれども、海岸施設

整備事業で護岸工事だと思うのですけれども、こ

れが平成26年度で完了いたしましたが、正直ここ

が以前お話に行ったこともあるのですけれども、

冬の間の除雪がたまって、それが解けた後、護岸

のところにごみがすごいたまっていると、それの

管理の体制が、護岸工事をやっている間は工事の

業者さんに悪いけれども、少し掃除できる部分は

お願いしていたという経緯があったというふうに

伺っているのですけれども、今後その部分という

のは正直歩いていてもロープの切れ端が落ちてい

たりですとか、すごい除雪した後の砂利がたまっ

ていたりとかという場所が点々としたりしている

のですけれども、今後の対応としてはどのような

ことを考えているのでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 海岸地区におきましては町

内会などのボランティアの方におかれまして清掃

活動もしていただいているところでございますが、

市としましても日常点検を含めましてその施設の

管理状況につきましては点検の上、ごみがひどい

というようなことであれば清掃等についても対応

していきたいというふうに考えております。 

○古都宣裕委員 あそこは本来、港の浸水被害発

生しないようにという部分での施設なのですけれ

ども、季節、景色もいいという部分で最近マラソ

ンブームということであそこを走っている人も多

々見受けられます。 

 そういった部分も考えてやはりきれいな町とい

うイメージを保つためにも、そういった管理の部

分もしっかりしていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○渡部眞美委員長 次、金兵委員。 

○金兵智則委員 それでは、私からまず水産物ブ

ランド化事業についてお伺いしたいというふうに

思います。  

 水産物ブランド化事業、先ほど川原田委員のほ

うからもありました水産加工品販売戦略構築事業

ですとか、「流氷明けウニ・カニ」ブランド推進

事業など４事業あって、水産物ブランド化事業と

いうことで大きな事業になっていますけれども、

この事業は地元で水揚げされる水産物を何とか地

産地消というか、もっと普及をさせていこうとい
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う事業でブランド化を目指しながら地元でも普及

させていこうというような事業だと思います。 

 先ほど御答弁の中に地場水産物普及調査検討事

業というのもありました。これの中でアンケート

調査をしたということでありましたけれども、そ

のアンケートの結果について内容お伺いしたいと

いうふうに思います。 

○脇本美三水産漁港課長 地場水産物普及調査検

討事業の中におけるアンケートの結果はどうだっ

たかという御質問でございますが、先ほどもちょ

っと申し上げましたが、1,000人の市民を対象に

アンケート調査を実施いたしまして、310名から

回答を回収しました。そのうち３名の方が回答を

書かれていなかったということで、実質的には

307名の方が具体的な回答をいただいたというこ

とでございます。 

 それで、アンケートの主立ったものをお話しし

ますと、普段どんな食事を好んで食べますかとい

うことについて、やはり肉類、水産物でほぼ７割

を占めて、それに続いて野菜類というようなこと

になってございます。 

 水産物を食べる頻度でございますが３日に一度

程度が約３割、２日に一度程度が約26％というよ

うな状況になってございます。 

 それで、水産物を余り食べないという方に対し

て聞いた中では、どうして水産物を余り食べない

のですかという質問をしたところ、一番多かった

のは調理が面倒だと、これが大体21.4％ありまし

て、それと値段が高いというのが16％程度です。 

 どこで買いますかということでいいますと、市

内の大手のスーパー、これが圧倒的で87％程度ご

ざいまして、その理由としては他の食材も一緒に

買えるということや駐車場の条件がいいというの

がございます。 

 それから、水産物を取り扱います小売店の方々

へのアンケートも実施しております。これは、市

内水産物小売店13社を対象にしまして９社に回答

をいただきました。 

 まず、従業員数ですが、これは１名から３名が

４割弱、37.5％、４名から６名が50％、10名以上

というのが12.5％、残りはその他ということでご

ざいます。 

 主な取り扱い商品ということでいきますと、生

鮮魚介類が66.7％、干物11.1％、その他水産加工

品ということでございます。 

 網走の水産物、網走で取れた水産物へのこだわ

り、販売するに当たってそれのこだわりはどうだ

ということをお聞きしたところ、網走産の水産物

にこだわっているという方が77.8％ということで

大半を占める状況でございます。 

 では、客層はどうかということですが、やはり

地元の小売業ということもありまして、昔からの

常連客が一番多いですよというのが33.3％、それ

から観光客が多いですねというのが20％程度ござ

いました。 

お客さんの年齢層ですが、これは50代が33.3

％、60代も同じ、70代が19％程度ということで、

50代以上のお客様が85％以上を占めるという状況

になっています。 

 それから、ここが重要なところだと思いますが、

お店を今後継いでいただける方、後継者がいるの

かということですが、半数以上の55.6％が後継者

に困っていると、今のところいないというのが、

そういう状況になっております。いると答えたの

が33.3％、３分の１程度でございます。 

 それから、釧路にございます和商市場のような

お魚センター的なそういうものが仮に網走ででき

るとしたら、出店する意志はあるのかというとこ

ろをお尋ねしたところ、しないというのが66.7％、

３分の２の方がそういったところに出店する意志

はないということを言っております。 

 その理由ですが、やはり先ほど言った後継者に

不安があるということ、それから人手が足りない、

今の店舗の経営でいっぱいいっぱいだというよう

なことが言われているところでございます。 

 ちょっと長くなりましたけれども、アンケート

結果の概要は以上のようなとおりでございます。 

○金兵智則委員 アンケート結果の詳しい内容あ

りがとうございました。 

 消費者の動向、そして小売店の動向ということ

でアンケート調査をされたのだなということを理

解させていただきます。 

 このアンケートなのですけれども、先ほど来あ

りました魚離れが進んでいるということで、何と

か地元の水産品を地元で消費する率を高めていこ

うということと、小売店の振興を図っていことい

う目的でアンケートをやられたのだなというふう

に思います。 

 今、御説明いただきましたアンケート結果を踏

まえて今後どうしていくのか、どのような検討が
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なされたのかお伺いしたいというふうに思います。 

○脇本美三水産漁港課長 こういったアンケート

の結果を踏まえて、こうすればこうなるのだとい

うような特効薬的な対策というのはなかなか難し

いわけでございますけれども、こうった町の魚屋

さんといいますか、鮮魚小売店の役割ですとか、

振興方策、それから市民に地場水産物をどう普及

させていくかという、そういったことの一つの材

料として今後の事業展開の中で参考にさせていた

だくということで今のところはお答えしておきた

いと思います。 

○金兵智則委員 この事業、たしか26年度１年限

りの事業だったと思います。 

 これを踏まえて、今後の事業展開というのが考

えられていたのかなというふうに私自身は思って

おりましたので、何かお考えあられるのかなとい

うふうに思っていたのですけれども、今後、これ

を参考にしながらということで今後の推移、見守

りたいなというふうに思いますけれども、ブラン

ド化ということを目指していく中でさまざまな都

市圏ですとかやられているということは先ほども

御説明いただきました。 

 また、市内の方々の消費者動向もこのアンケー

トでわかりました。両方とも並行してといいます

か、どっちにもまんべんなくやられていかなけれ

ばいけないのかなというふうに思います。 

 都市圏、道外のほうに関しては先ほど御説明も

ありましたので、市内のほうで市民の皆さんもブ

ランド化にすると市民の口に入らないというよう

な現状もあります。きちっとやはりそこら辺はす

み分けをしてやっていかないといけないなという

ふうに思いますけれども、最後お考えをお伺いし

たいなというふうに思います。 

○脇本美三水産漁港課長 今、いただいた御意見

については大変貴重な意見として承りたいなと思

っておりますし、水産物の小売業者さんといいま

すか、買い受け人の皆さんとの意見交換もしてき

たところですし、今後も機会あるごとにそういっ

た意見交換もしていきたいと思っております。 

 意見交換の内容としては、やはり例えば小売り

ですから、仕入れがどうしても小さいロットにな

らざるを得ないと、ところがそういう小さいロッ

トではなかなか仕入れができないとか、いろいろ

な意見も出されていますから、そういった当たり

は今後も小売店、あるいは買い受け人との皆さん

との意見交換は継続をして、他の事業との連携も

含めて模索をしていきたいなというふうに思って

おります。 

○金兵智則委員 次に移ります。次、港湾海岸漂

着物等処理事業、これも26年度単体の事業だった

かというふうに思います。概要についてお伺いし

たいというふうに思います。 

○清杉利明港湾課長 港湾海岸漂着物等処理事業

についてでございますが、処理につきましては業

務委託をしまして10月20日から11月７日の間に海

岸町海岸に漂着している流木、木くず等、またそ

れまでに港湾内に侵入してきた流木等を集積して

おりましたので、それとあわせまして約13トン、

74.1立米を処理をしております。 

○金兵智則委員 13トン、多いというふうに理解

をしたいなというふうに思いますけれども、これ

平成26年度にはあって、その前後にはなかった事

業かなというふうに思いますけれども、これは何

年かに１回というような考えでよかったのでしょ

うか。 

○清杉利明港湾課長 ある程度、流木等が集まっ

たり、また大しけ等で海岸等に流木が多数打ち上

がったりした場合に、これにつきましては補助事

業でございますので、申請のもと認められればそ

れを活用して処理をしていくことになります。 

○金兵智則委員 申請の上と、了解を得られれば

行える事業だということですね。 

 今のお話を聞いていると、どんと集まったので

やりますというような事業内容だったものですか

ら、それであるならばたまる前に毎年、少しずつ

でもやったらいいのではないかというふうに単純

に考えたものですから、御質問させていただきま

した。 

 私からは以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○平賀貴幸委員 何点か質問させていただきます。 

 最初に、決算書の223ページです。主要成果の

ほうには載っていないのですけれども、新製品等

研究開発事業というものが掲載されております。 

 どのような事業が取り組まれたのか、概要につ

いて、その成果等含めて伺いたいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 新製品等研究開発事業

でございますが、まず一つにはカラフトマスの特

性、脂ののりがいいとか、肉質が柔らかいですと

か、そういったものを生かしたフィレなどの加工
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食品製品の開発、首都圏・道央圏への製品ＰＲや

販路拡大ということでの取り組みが一つございま

す。 

 それから、水産加工において余り利用されてい

ない、例えばホタテの貝ひもですとか、それから

ブリ、そういったものを利用した加工など、新製

品、新技術等の研究開発の取り組みということで

ございます。 

 ただ、ちょっとカラフトマス、昨年ちょっと量

が余りなくて、原料供給はなかなかうまくいかな

くて、製品化になかなか至っていないということ

もございますが、そういった事業の内容としては、

そういう内容になってございます。 

○平賀貴幸委員 そうすると、研究そのものはあ

る程度、進むのだけれども、その事業としての販

売に結びついたというものについては、26年度で

は成果としてはめぼしいものはなかったという形

で捉えてよろしいでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 過去におきましては魚

醤油ですとか、マスの山漬けですとか、ホタテの

貝ひも、山わさびの魚醤油漬け、マストバ、サケ

トバといった、この事業を活用して製品化してき

たものは過去にもございますが、26年度について

は先ほど言った原料事情もございます。 

 それからカラフトマスが不漁でしたので、今度

はサケで山漬けをちょっとやってみようというこ

とで挑戦もしたのですが、これは来年度に繰り越

して製品化の確立を目指すといったような内容で、

ことしは特にこれを新製品として商品化できまし

たというのは、特にございませんでした。 

 ただ、マス飯の寿司ですね、これが首都圏でも

需用がありそうだということで、もうちょっと研

究して進めたいなということで報告を受けており

ます。 

○平賀貴幸委員 可能性の芽吹きがあったという

ことで、好意的にそこは受けとめていきたいと思

いますので、引き続き取り組んでいただきたいの

ですが、一方でやはり網走の水産加工ということ

ですから、すり身を中心とした製品をどう販売を

伸ばしていくのかという課題もあるのだと思いま

す。その点について、この新製品の研究開発事業

で何か取り組まれたことは、前年度はないと思い

ますが、過去を含めて何かあったでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 この事業の中でいわゆ

る練り物の新たな製品化というのはございません

が、別の事業で水産加工食品開発チャレンジ支援

事業というのがございまして、この中で26年度は

なかったのですが、過去においてはそういった練

り物ですとか、それから鶏肉を使ったホッケのす

り身ですとか、そういったものの製品開発にチャ

レンジをしている事業者に支援をしてきたという

経過はあります。 

 ただ、なかなか製品として量産も含めて製品化

をしたというのは、なかなかまだ難しい状況だと

いうふうに聞いています。 

○平賀貴幸委員 状況については理解をいたしま

した。 

 最近、そのすり身について少し見ていくと、そ

のすり身を麺状に加工した製品が相当売れ始めて

いて、テレビを含め取り上げる機会も実はふえて

いるような状況があります。 

 そういったものを、機会を捉えて業者さんとも

情報交換をしながらやっていくほうがいいのでは

ないかなというふうに思うのですけれども、その

辺、もう少し掘り下げていってはと思いますが、

いかがでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 そういったものが、私

どもちょっと情報収集能力に足りなかった部分も

あるのかなというふうに思いますが、そういった

情報収集をしながらさまざま業界団体さん、ある

いは業者さん含めていろいろ意見交換をしながら、

こういうのいいよねというのがあれば、ぜひ何ら

かの形で取り組みを進めていきたいなというふう

には考えています。 

○平賀貴幸委員 栄養的にもとてもいいもので、

かつ糖質が少ないということで注目されているの

です。 

 そういった製品を扱っているスーパーさん、網

走市内でも実はいっぱいあるところは１店舗しか

ないのですけれども、そこも麺製品がなかなか買

えないぐらい実は売れているという状況が、自分

で買い物してて見ているのでわかるのですけれど

もありまして、そういったところに着目されてい

ますので、ぜひ取り組んでいただければというふ

うに思います。 

 次に、その同じページの下段のほうにあるおさ

かな普及事業についても、これもずっと続けられ

ているものですけれども、26年度はどのようなこ

とが行われたのか伺いたいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 おさかな普及事業につ
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いての御質問ですが、平成26年度は主におさかな

リーフレットの増刷をしたというのが中心的な内

容に、これは5,000部でございますが、四季の魚

介類の紹介ですとか、カニ・ホタテ・水産加工品

・シジミといったものの紹介をするおさかなリー

フリットというのがございますが、これを5,000

部増刷したというのがメーンになってございます。 

○平賀貴幸委員 リーフレットの増刷ですという

ことですから、これから活用を今年度されていく

ということでしょうから、そこは理解をいたしま

した。 

 次の質問です。同じページの下段に内水面漁業

振興事業ということで幾つか事業があります。特

に、藻琴湖と網走湖について伺いますけれども、

過去にそれぞれシジミについて問題がそれぞれ違

う形で発生したところです。さまざま対策がとら

れたと思いますけれども、26年度ではどのような

対策を進めてきたのか、伺いたいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 まず、藻琴湖のシジミ

の資源安定化ということですが、寒シジミという

ことで網走の特徴的な産物であります藻琴湖のシ

ジミですが、河川の水量が減少したり、土砂の流

入による浅化ですとか、環境が大きく変わってき

まして、実は藻琴湖におけるシジミの再生産が停

滞をしている状況でございます。 

 昭和42年をピークに減り続けている漁獲量でご

ざいます。現状では、藻琴湖にシジミを移植をし

ないと藻琴湖におけるシジミ漁がままならないと

いう状況になってございまして、したがいまして

網走川や網走湖からシジミを移植をして、藻琴の

寒シジミの漁獲を維持していこうというのが事業

の内容になってございます。 

 それから、網走湖の関係でございますが、御存

じのとおり平成25年シジミ異臭問題もありまして、

西漁協さんも大変な思いをしながら英断をして生

産、漁獲を中止をするですとか、そういったこと

で大変な皆さん思いをしたのが記憶にあろうかと

思いますが、こういったシジミのカビ臭問題の月

１回、２回、シジミの検体、それから網走川、網

走湖の水の状況、それぞれカビ臭の原因物質のモ

ニタリングをずっとこの間続けていまして、現在

のところ安心して安全な網走湖のシジミが食べら

れるという状況に現在なっております。そういう

状況です。 

○平賀貴幸委員 状況について改めて理解させて

いただきました。 

 一方で、網走湖のシジミのほうに少し移ります

が、以前も網走市内での消費をやはり延ばしてい

くということが長期的に見て、信頼性の回復含め

て安定消費につながるので、そういった取り組み

をぜひということをお話しした経緯があります。 

 一定程度、前向きな答弁はそのときたしかあっ

たような記憶はあるのですけれども、水産加工フ

ェスティバルなどさまざまな機会含めて、ＰＲ、

どのような形で網走市内での実際に食べられる量

がふえるような取り組みをされていたのか、26年

度の取り組み伺いたいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 市内で行われます各種

イベント、七福神まつりですとか、あるいは私ど

もが主催している水産フェスティバル、そういっ

たイベントを活用して市民の皆さんに御提供した

り、あるいは販売をしたりということでＰＲをし

てきたところでございます。 

○平賀貴幸委員 シジミに限らずですけれども、

できるだけ意識した形で今後もＰＲを続けていた

だければというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 次は、能取漁港特別会計とそれから網走港特別

会計について伺いますが、それぞれの会計、今、

松浦委員からの質疑の中で１件、その販売先があ

ったということを伺いましたけれども、その販売

先がどういうところだったのかということと、実

際にポートセールスはどういったところに26年度

は進めていったのか、状況について伺いたいと思

います。 

○清杉利明港湾課長 平成26年度の売却１件につ

きましては、漁業関係者のほうに売却をしており

ます。 

 ポートセールスにつきましては、企業等につい

てはなかなか進んでいないところでございますが、

近年は漁業関係者のほうを中心に、ポートセール

スに努めているところでございます。 

 続けてお答えしますが、ポートセールスにつき

ましては貨物の取り扱い会社、それから客船会社、

それから船舶代理店、それから石炭の輸入をして

いただいておりますけれども製糖工場の本社など

にお伺いをしております。 

○平賀貴幸委員 関連業種と言われるようなとこ

ろを中心にやられているのだということを理解を

いたしました。 
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 一方で、別の課の事業ですがデータセンターの

誘致というのがあって取り組まれているのですけ

れども、そこは取り組むのであれやはり港湾とし

ての整備も当然、必要なのですけれども、その本

の検討や取り組み状況というのはどうなっている

のでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 特に港湾サイドとしまして

は、特には行っておりませんが、企業誘致等の中

で相談等がございましたら、その際にはポートセ

ールスを実施していきたいというふうには考えて

おります。 

○平賀貴幸委員 そこはちょっともう少し積極的

な姿勢を、やはり港湾としても持っていただく必

要が私はあるのだと思います。 

 道内のデータセンター、さくらインターネット

にしても港湾地区なのです。どうしても水の確保

とかさまざまな条件があって、港湾地区になりや

すいというところがあるのだと思いますので、当

然、データセンターを誘致するのであれば、港湾

地区でどんな課題があって、何が必要かという検

討が必要だと思うのですけれども、その辺の取り

組みはこれから進めていかれる考えはお持ちでし

ょうか。 

○清杉利明港湾課長 今後は情報収集等に努めま

して、必要とあれば検討していきたいというふう

には思います。 

○平賀貴幸委員 関連産業と言われるところがな

かなか難しいような状況、漁業は除いてかもしれ

ませんが、あればなおさらそういったところを担

当課と連携しながら進めていく必要あると思いま

すので、積極的に連携を進めるという意味での情

報収集を進めていただければというふうに思いま

すので、引き続きそこは取り組んでいただければ

と思います。 

○渡部眞美委員長 平賀委員の質疑の途中ですが、

ここで昼食のため休憩をいたします。 

 再開は、午後１時といたします。 

午前11時59分休憩 

午後１時00分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 平賀委員の質疑を続行いたします。 

○平賀貴幸委員 続いて、ポートセールスの関係

で何点か伺いますが、やはり港湾施設に誘致する

ということを考えると、発電施設というのも当然、

一つ念頭に置かなければいけないのかなというふ

うに思います。 

 実際に市長の公約でも載っておりますし、さま

ざまな検討をされていると思います。近くだと紋

別で木質バイオマスによる発電所ができていると

いうこともあります。 

 そういった観点でのポートセールスの取り組み

は、どのようになっているのか伺いたいと思いま

す。 

○清杉利明港湾課長 エネルギー関連での企業誘

致ということでございますけれども、そういうよ

うな相談がございましたら担当部署とも連携を図

りながら、積極的にＰＲ等に努めていきたいとい

うふうには考えております。 

○平賀貴幸委員 これもその担当課と積極的に連

携をしながら、港湾としても積極的にやはり進め

ていく必要があるものだと思います。 

 一方で発電施設を誘致するとなると、どうして

も排水の問題が出てくるのです。そうすると漁業

のほうの影響もどう対処するのかだとか、漁業者

に対して説明も出てきますので、合わせてその辺

の状況を含めて対処をそこは進めていく必要があ

ると思いますので、取り組みをしていただきたい

と思います。 

 最後にもう１点、ポートセールスで伺いますが、

御承知のとおり2015年に網走沖でメタンハイドレ

ートが試掘されるというふうな報道がなされてい

って、国のほうでそういう検討進んでいるのだと

思いますけれども、網走市としてもポートセール

スの観点でもここにやはり着目して何かしらの対

応を進めるべきだということは、以前から御提言

申し上げているところなのですけれども、この辺

について平成26年度でどのような取り組みがなさ

れたか伺いたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部長 メタンハイドレートの

取り組みでございますけれども、メタンハイドレ

ートに限らず再生可能なエネルギーの活用をどう

していくのかということは、企画調整課のほうが

中心になってさまざま情報収集をしておりますけ

れども、現在のところお聞きしている段階ですけ

れども、北見工大の見解としても採取の方法、そ

れから液化にする技術など、さまざま課題が多い

ということを聞いていまして、将来的な資源とし

ては非常に可能性の高いものというふうにお伺い

していますけれども、当市としては現在のところ
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太陽光、あるいはバイオマスなどの現在入手可能

なエネルギー原料をベースに検討していきたいと

いうふうに考えています。 

○平賀貴幸委員 企画のほうの担当になるという

ことなので、質問のほうはある程度で終えたいと

思いますけれども、そうは言ってもポートセール

スという観点で考えると港の活用、もし試掘を含

めて開始されるようなことがあれば、網走港がそ

の基地として使われるのかどうかという観点もと

ても重要だと思うのです。 

 そういった点で、国に対する情報収集含めてさ

まざまな取り組みは当然、必要になると思うので

すけれども、その点についてはどうでしょうか。 

○河野宣昭水産港湾部長 メタンハイドレート関

連の調査船の基地ということで、網走港が使えな

いかどうかということを国に対して一度アクショ

ンといいますか、そういった要請行動は起こした

経緯はございまして、ただ、国のほうとしまして

は網走港だけにとどめて使うという考えは今のと

ころないという考えでは伺っております。 

 ただ、そういった調査船が入ること想定されま

すので、今後ともその事業が推進いかんでは使わ

れる可能性もあるかと思いますので、今後とも国

のそういう情報収集に努めていきたいというふう

に考えております。 

○平賀貴幸委員 ぜひそこは継続的に働きかけ含

めてやはり続けることが多分、大切なのだと思い

ます。 

 まだまだ時間もかかる事業だとは思いますけれ

ども、実際に今、採算ベースに乗って商業ベース

になったときに、網走の沖では資源だけが取られ

ていって、特に我が町としてのかかわりがないと

いう状態になっては、さすがに残念なことだとい

うふうに思いますので、ぜひこの点についても取

り組みを進めていただきたいと思います。  

 いずれにしましても、その網走港、能取漁港、

この二つの特別会計については赤字がまだ多い会

計でありますから、積極的なポートセールスをも

っと進めていただく必要があるというふうに思い

ますので、以前は市長が先頭に立ってポートセー

ルスを行うべきだという質疑がなされた時代もあ

ったというふうに思います。積極的な対応を求め

て質問を終わります。 

○渡部眞美委員長 次、近藤委員。 

○近藤憲治委員 それでは質問させていただきま

す。 

 水産業費の漁政事業の中にあります捕鯨対策事

業負担金に関連をしてお伺いをいたします。 

 捕鯨については我が国の歴史と伝統を伝える文

化であるという存在だと同時に、今後の国際的な

食料事情を考えた上でも一つ重要なファクターに

なってくるというふうに私は考えているところな

のですけれども、当市も歴史的に捕鯨が営まれて

きている関係で、ことし鯨フォーラムの誘致に成

功いたしました。開催は本年度なのですけれども、

平成26年度、さらにそれ以前の段階から誘致活動

を積極的に進めてきた経過があるというふうに認

識をしております。 

 市の原課の皆さんが過去の開催地に赴きまして

誘致をしたり、私どもも一緒に過去のフォーラム

に参加をして網走での開催を要請してきた経緯が

ある中での誘致実現ということでありまして、私

ども大変、喜んでいるところでありますけれども、

まず主として、この鯨フォーラム誘致活動、継続

して取り組んできた経過と、そして誘致実現に至

ったプロセス、手応えについてどのように受けと

めているかお伺いをいたします。 

○脇本美三水産漁港課長 まず、捕鯨対策事業に

ついて、予算の内容をまずお話しいたしますと、

当市と捕鯨業者２社で網走くじら協議会というの

を構成しておりまして、そこの運営費の一部を負

担するということで予算上は措置がされています。 

 それで、鯨フォーラムの誘致に向けてのさまざ

まな取り組み、26年度は長崎の全国鯨フォーラム

に参加をするなどしてきましたし、また鯨フォー

ラムに特化したものではありませんが、北海道知

事へ商業捕鯨再開に向けた要望書を提出をしたり

ですとか、そういった取り組み、一方で直接フォ

ーラムの誘致ということにはならないかもしれま

せんが、鯨食文化の普及事業というようなことも、

例えば東京農大の新入生の保護者の歓迎会でクジ

ラ肉を提供したりですとか、学校給食で活用した

りですとか、そういった一つ一つの取り組みの一

つのあらわれとして鯨フォーラムの誘致が実現を

したというふうに考えております。 

○近藤憲治委員 今回の鯨フォーラムの開催を契

機に、また当市でのクジラの存在感を増す契機に

なるというふうに考えていますので、今後も当市

のアイデンティティーの一つとして捕鯨文化、そ

して将来的にはオホーツク海でもクジラをもっと
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もっと取れるようになっていくような環境の醸成

に努めていっていただきたいというふうに考えて

いますけれども、長期的な方向感としては共有で

きるというふうに認識してよろしいでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 オホーツク海での操業

捕鯨を実現をするという方向感については、一致

できるというふうに考えております。 

○近藤憲治委員 その確認ができれば十分でござ

います。 

 それでは次に移ります。漁業振興費の中で、沿

岸漁業振興事業でさけ・オホーツクサーモン資源

安定化事業補助金というものを計上されておりま

す。これも継続的に取り組んでおられるものだと

思うのですけれども、ここ最近、オホーツクサー

モン、つまりカラフトマスに限って申しますと、

通常であれば豊漁年と不漁年を繰り返すと言われ

ていたものが、継続的に不漁年続きのような様相

を呈していると。これは漁業界でもそうですし、

水産加工業界でもそうですけれども、やはり非常

に心配をする声もあると。 

 一方で、観光振興の面でもオホーツク網走ザン

ギ丼などでカラフトマスをオホーツクサーモンと

して地域の特産品として売ってきた経過もあって、

やはりその資源が減少してしまうと、なかなかこ

れまで取り組んできたものが継続できなくなって

しまうという危惧もあると、こういった状況も含

めて現状どういうふうに受けとめておられるか伺

います。 

○脇本美三水産漁港課長 さけ・オホーツクサー

モンの資源安定化の事業でございますけれども、

サケ、あるいはカラフトマスにつきましては毎年、

一定数の稚魚の放流をしているわけでございます。 

 平成26年度におきましては、サケについては約

１億尾、カラフトマスについては約5,600万尾の

稚魚の放流をしているということでさけ・ます増

殖事業協会から伺っているところでございます。 

 しかし、今、御指摘があったようにそういった

一定数の放流を実施しているにもかかわらず、資

源の変動が非常に激しいという現状がございます。 

 その原因が今のところまだまだ突きとめられて

いないという状況にありまして、そのため放流稚

魚がオホーツク海へ降海した後の沿岸の海域にお

いて沿岸環境を定期的に観測をしたり、稚魚の生

活種を把握しながらサケ、あるいはカラフトマス

の稚魚の分布、成長、食性等を調査をしていると

ころでございます。 

 それにより、今後のサケは３年、４年、５年と

いうサイクルで帰ってきますので、その３年後、

あるいは４年後、５年後に現状の調査の結果が生

きてくるということを期待をして、さまざまな沿

岸環境の調査ですとか、標識魚の海域調査ですと

か、そういった調査を行っているところでござい

ます。 

 平成26年度の今、御指摘のあったカラフトマス

の不漁ですが、これも平成26年度は秋サケでいい

ますと４年振りに全道で3,500万尾足らずで終わ

ってしまったということもございますし、カラフ

トマスでいいましても主郡となる４年魚等が昨年

と65％程度、今、秋サケですが少なかったと。 

 しかし、一方で魚体のサイズはそう小さくはな

いというふうに聞いていまして、これは環境によ

る成長不漁による４年魚の不漁ではないのではな

いかという分析が今されているようであります。 

 ただ、ではどうしてそうなったかというところ

にはまだまだ行き着いていないというふうに聞い

ています。 

 平成26年の来遊郡の放流時の海洋環境、これは

３年前の調査の結果では宗谷暖流の勢力が弱かっ

たということですが、餌となるプランクトンの量

は並みから高水準だったというふうに聞いていま

して、当時の環境としては余り悪い状況ではなか

ったというふうに報告は受けているのですが、し

かし現状こうなっている、なかなか特にカラフト

マスが取れないという状況については、さらに研

究が必要だというふうに認識しています。 

○近藤憲治委員 これ、まず原因の究明、その後

に対応というサイクルになるかと思いますので、

しっかりと原因の究明に取り組んでいただきたい

というふうに思います。 

 それでは次に、大型クルーズ客船の誘致活動に

ついてであります。 

 サン・プリンセス12回の来港、そしてことしは

ダイヤモンド・プリンセス１回の来港ということ

でありました。 

 サン・プリンセスの来港自体は、非常に地域に

大きなインパクトをもたらしたというふうに考え

ております。商店街に外国人観光客が溢れて、結

果的には通常は市民向けの商売しかしていないよ

うな商店主さんたちも、外国人に何を買ってもら

えるのだろうかというのを考えるようになったと
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いうような大きな変化もあったなというふうに私

自身は受けとめているのところなのですけれども、

一方で12回来航していただいたサン・プリンセス

は翌年には全く来なくなったという変化もあって、

これは当然、クルーズ船の運行会社の判断である

というところだと思うのですけれども、この寄港

地として選んでいただけるような施策をこれから

も取り組んでいく必要があるのだけれども、その

前提でなぜ12回帰港してくれたサン・プリンセス

が翌年には来なくなったのかという部分で、これ

はいろいろと報道等でも言われていますけれども、

原課としてはどのような認識で受けとめておられ

ますでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 客船会社のほうからの聞き

取りにおきましては、サン・プリンセスにつきま

しては、平成27年度からにつきましては中国を中

心とした東アジアのクルーズに特化していきたい

ということで、平成27年度以降はサン・プリンセ

スについては網走のほうには寄港できないという

ことで聞いております。 

○近藤憲治委員 これ当然、クルーズ船の運行会

社は経営判断もありますので、そこに対してもっ

ときてくださいという働きかけはするのだけれど

も、それでも来てもらえなかったというのはいた

し方がない部分だというふうには思います。 

 一方で、今後のクルーズ船の誘致でもう一つ持

っていただきたい視点がございます。どちらかと

いうと、今までは大型客船が来て地域に大きなイ

ンパクトを与えるというのが非常に注目をされて

いましたけれども、ここ最近にきていわゆる富裕

層を少人数乗せた、つまり100人単位ぐらいで運

んでくる小型の豪華クルーズ客船を誘致するとい

う動きも長崎や神戸、横浜で起き始めています。 

 そういった点でいいますと、網走も小規模の富

裕層のインバウンドを丁寧にもてなすきっかけづ

くりとして、そういった小型の豪華クルーズ客船

の誘致という視点を持つことも必要な時期が来て

いるのではないかと思うのですけれども、いかが

でしょうか。 

○清杉利明港湾課長 ただいまの御意見につきま

しては、港湾課としましてもそのとおりだという

ふうには思っております。 

 ですので、さまざまな客船会社のほうに今まで

寄港していただいている客船会社、ほかにもさま

ざまな客船会社にポートセールスを進めていきた

いといふうには考えております。 

○近藤憲治委員 終わります。 

○渡部眞美委員長 次。それでは、次の質問者い

ないようですので、以上で、認定第１号中、水産

港湾部の所管に関する細部質疑を終了いたしまし

た。 

 理事者入れかえのため、暫時休憩をいたします。 

午後１時18分休憩 

午後１時21分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 それでは、引き続き、本日の日程であります認

定第１号中、建設部の所管に関する細部質疑に入

ります。 

 挙手願います。 

○金兵智則委員 それでは、質問を開始させてい

ただきます。 

 まず一つ目、道路照明設置事業というのがあり

ます。これは道路の市道の脇にある道路照明の設

置なのかなというふうに思いますけれども、平成

26年予算額432万円だったと理解しているのです

けれども、決算額41万7,960円と、随分少ないな

というふうに感じるころでありますけれども、中

身についてお伺いしたいというふうに思います。 

○高橋勉土木管理課長 道路照明設置事業の関係

の御質問でございますが、予算額に対しまして決

算額が少ないとの御指摘でございますが、道路照

明とひとくくりにしておりますけれども、こちら

については防犯灯等も含んだ事業で、毎年、一定

程度の予算額を配置し、順次道路照明及び防犯灯

の更新を行っていったものでございますが、26年

度につきましては執行が明らかに少なかったと、

この部分ですが、こちらにつきましては平成27年

度に防犯灯のＬＥＤ化事業、現在、進行中の事業

で市内の防犯灯約2,000基近いものを一斉に更新

するという方針が決まりましたので、ここの事業

執行を行わず27年度に集約して補助金をいただき

ながら事業を執行したという中身でございます。 

○金兵智則委員 恐らくそのＬＥＤ化との絡みな

のかなということで私自身も思っておりましたの

で、これについては理解をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 続きまして、天都山都市公園整備事業について

お伺いをしたいというふうに思います。 

 さきの一般質問でも流氷館への質問の絡みの中
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で、この都市公園、この流氷館のところの公園整

備事業についてお伺いをさせていただいた経緯も

ございます。 

 この平成26年ではここの公園の基本設計をする

ということだったと、基本計画を策定するという

ことだったというふうに理解をしておりますけれ

ども、この間の一般質問の答弁でも方向性として

は雄大な景色の中でゆったりと過ごしていただく

ような公園を考えておられるということでありま

したけれども、もう少し詳しくどのような中身な

のかお伺いをしたいというふうに思います。 

○立花学都市開発課長 天都山公園整備事業につ

いての御質問ですけれども、旧流氷館跡地の整備

につきまして遊具等については特に設置をする予

定はございません。 

 具体的な憩いの場という形の中では休憩できる

ようなベンチ、あとはパーゴラといいまして日よ

けというのでしょうか、そのような施設を設置し

てそこで憩いの場として休憩できるような施設づ

くりを考えていきたいというふうに計画では現在

のところなっております。 

○金兵智則委員 天都山地域として道立オホーツ

ク公園の公園遊具などが改築というか、整備され

てきている絡みもあって、そことかぶるようなも

のにしてもというお考えもあったのかというふう

に思いますけれども、そこで休憩できるスペース、

日よけの屋根というか、そういったところをつく

りつつ、そういうふうな公園にしていくというこ

とでありますけれども、ざっくり市民の方を対象

とされているのだと思いますけれども、そういっ

た中でどんなような方に多く来ていただきたいと

いうお考えがあるのかお伺いしたいというふうに

思います。 

○立花学都市開発課長 施設づくりといたしまし

ては、流氷館、天都山展望台には観光客の方がた

くさん来られるということもございますので、観

光客の方に憩いの場という形でそこの公園を使っ

ていただくということは第一に考えますけれども、

市民の方も非常にロケーションのいい場所でござ

いますので、親子連れであるとか、子供たちがそ

こで休憩できるようなご飯を食べたり、遠足で遊

べるような空間も含めた形で広く使っていただけ

るようなコンセプトで考えていきたいというふう

に考えております。 

○金兵智則委員 第一には観光客の方向けが基本

の中にありまして、市民の方もそこを使っていた

だいてお弁当を食べたり、ゆっくりしていただけ

たらいいなというようなお考えのもと公園の整備

をされていくということなのだと思いますけれど

も、また私自身も何度か言わせていただいていま

すけれども、流氷館の周りの整備ということであ

りますので、やはり流氷館のほうに人が来ていた

だく、市民の方により積極的に来ていただくため

にこの公園整備って一役買うのではないかなとい

うふうに私自身は思っておりました。それが、そ

のような整備が悪いと言っているわけではないの

ですけれども、それでは市民の方が集まってくる

のかなというふうにはちょっと疑問に思うところ

であります。 

 それの中で、私も以前に一度言わせていただい

ていたのですけれども、子ども・子育ての新制度

が始まったときにアンケート調査をとられて、そ

の中で公園に関するお答えが結構多かったと、私

もそのアンケート見せていただいて感じました。

それを一つの参考にしていただいてはどうですか

ということも言わせていただいたときには、その

アンケート自体はちょっと知らなかったので後で

確認をしてみますというような答弁があったかと

思いますけれども、その辺、どのようになったか

お伺いしたいというふうに思います。 

○石川裕将建設部長 さきに今おっしゃったアン

ケート調査の結果ということでしたけれども、そ

の後子育て支援課のほうに確認をしましてアンケ

ートの中身を確認させていただきましたところ、

身近なところにもっと遊び場が欲しいという意見

がありました。 

 天都山につきましても遠足等の利用もあるわけ

ですから、子ども・子育て世帯にも使っていただ

くような例えば遊具のようなものというのも一時

考えたのですけれども、御承知のとおりオホーツ

ク公園があれだけの施設ができていますので、お

っしゃるとおり同じような施設をつくってもしよ

うがないということで、どちらかというとやはり

年齢の高いほうのターゲットに絞ったといいます

か、そういう考え方は今はメーンで進めておりま

す。 

 ただ、もちろん幼稚園の遠足ですとか、そうい

う御利用ありますので、そこはくつろげるような

芝生ですとか、そういう休めるところについても

考えていきたいというふうに今のところ考えてい
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ます。 

○金兵智則委員 私も小学校時代に遠足で天都山

行かせてもらったことありました。今の小学生が

行っているのかどうかまでちょっと把握していな

いのですけれども、となると昔も今も変わらず遠

足はあるのですよね、それに付加価値としてプラ

スアルファー市民を呼ぶためにどうするかという

ことを多分考えなければいけないのではなかった

のかなというふうに思います。 

 今の部長の答弁の中には年齢の高い方というこ

とですので、そこまでちょっと高齢者の方々が散

歩で来てくれるのかという疑問も感じるところで

はありますけれども、もう少しいろいろと市民の

方も集めるということで考えていっていただきた

かったなというふうに思います。 

 これから整備が始まっていくのだと思いますけ

れども、いろいろ今後もまた推移の中でお話をさ

せていただけたらなというふうに思います。 

 次の質問に移ります。続きまして、省エネ住宅

新築促進事業、事業主要施策の成果報告書でいう

と79ページにございます。 

 この事業の目的なり実績なりここに書いていた

だいておりますのであれですけれども、予算額

900万円に対して決算額136万3,000円、これが６

棟つくられた補助金額なのかなというふうに思い

ますけれども、これについて担当課としてどのよ

うな評価をされているのかお伺いしたいというふ

う思います。 

○小原功建築課長 予算現額900万円に対しまし

ての決算額136万3,000円ということでございまし

て、そもそも予算を計上した段階では平成25年度

になるのですけれども、このころちょうど消費税

の駆け込みというのは今となってはそれが大変大

きな部分であったのかなと思いますけれども、国

では経済性効果の向上とかといった面で、いろい

ろな対策をされていまして、件数でいいますと平

成24年度に59件だったものが予算算定量の25年度

は86件にも上ったものですから、率でいいますと

146％、これが平成26年度、この省エネ住宅新築

促進事業を始めた年でありますけれども、このと

きには駆け込み需要だったのか、その反動で逆に

66％落として新築住宅自体が57件、それでそのう

ち市内における住宅が27件しかなかったというこ

とで、該当する住宅がそもそも少なかったという

ことになります。 

 この事業については、市内業者が建てるという

ことが前提にありますので、27件、また国も対策

の中の一環としまして長期優良住宅を建てた場合

には100万円の補助とする制度もこのときちょう

どあわせてできたものですから、その制度を使わ

れた方は、その国の基準、要綱によって自治体が

補助するものは併用はだめだとなったわけであり

まして、結果的にはこのような件数になっており

ます。 

 今年度につきましては、その国の長期優良住宅

についても100万円の補助をもらっても自治体が

国の補助を入っていなければ使ってもいいという

ことになりましたものですから、今時点で18件の

申し込みがあるところでございます。 

○金兵智則委員 予算組したときにはこれより多

くなるだろうという予測のもとやったのですけれ

ども、いろいろな絡みでがくんと落ちてしまった

結果、この開きがあったということで今年度とい

うことは、多分、平成27年度はまた復活してきて

いるというような今の御答弁だったのかなという

ふうに思います。 

 省エネポイントですか、国でやられている省エ

ネポイントというのもたしか平成28年３月31日ま

で、今年度いっぱいに着工したものに関しては何

かつくという、省エネポイントというものがある

というようなこともホームページでやっていまし

た。 

 ことしはまだ復活してきているということであ

りますので、その推移はまた見たいなというふう

に思います。 

 最後にもう１点だけお伺いしたいというふうに

思います。 

 平成26年度予算の中に家賃収納向上対策事業と

いうことで61万9,000円の予算計上があったかと

思うのですけれども、これが決算書の中にはない

ということで、この事業行われなかったというこ

となのかなというふうに思いますけれども、その

理解でよかったでしょうか。 

○小原功建築課長 明け渡し訴訟を受けた場合の

裁判費用なものですから、幸いして26年度は該当

する方はいらっしゃらなったのでゼロ計上という

ことでございます。 

○金兵智則委員 この事業に該当する方がいなか

ったので計上されていないということだったので

すけれども、使用料、手数料の収入状況なんかを
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見たときに、住宅使用料、それから駐車場使用料

なんかの収納率が下がってきているというのもあ

ったものですから、この辺の事業は使わなくても

よかったのかなというところなのですけれども、

この収納率が下がってきているということについ

てどのようなことがあるのかお伺いしたいという

ふうに思います。 

○小原功建築課長 収納率についてでございます

けれども、確かに前年度から落としてしまいまし

て、ただ５カ年で平均で見ると横並びぐらいの状

態ではあるのです。 

 その中の実態といたしましては、減免を受けら

れるような方がふえているという状況であったり

とか、年金受給者がふえてきたという実態もござ

いまして、また雇用形態の関係でいきますと、な

かなか通年型ということではなくて、パートだと

かという方もいらっしゃるものですから、そうい

った状況で納める方、大変厳しい状況である中で

分納でもということでも受けてはおりますけれど

も、厳しい状況がある中でのそういった収納率を

下げた原因だと考えております。 

○金兵智則委員 ５年平均だと大体横並びという

か、平均になるよということですけれども、収納

率は上げていかなければいけないのかなというふ

うに思います。 

 今の御答弁の中に分割、厳しい状況の中でも分

割にしてもらいながら収納率の向上に努めている

よという答弁だったと思うのですけれども、今後、

収納率上げていく、そのほかに何か取り組みがあ

れば最後にお伺いしたいというふうに思います。 

○小原功建築課長 引き続き継続して、まずはそ

の滞納した月数ですね、それが１カ月、２カ月と、

そういう低い状況のうちに電話なり接触するなど

をしてお願いしていく部分が一番の部分かと思っ

ておりますので、そういった部分を引き続き継続

してまいりたいと思っております。 

○金兵智則委員 御答弁理解させていただきます。 

 家賃収納向上対策事業って裁判にかかわる費用

だったかなと、裁判にかけるための費用だったの

かなというふうに思いますが、これを使われない

ほうがいいのかなと思いますので、継続した努力、

取り組みを期待したいというふうに思います。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 私のほうからも何点か伺いたい

と思います。 

 まず、住宅リフォーム貸付保証料補助事業とい

うことで、制度が始まって相当年数がたっており

まして、ピーク時の利用の状況からすると、平成

26年度の利用というのは相当減少しているかなと

いうふうにも感じているところですが、その辺ど

のようにお考えか伺いたいと思います。 

○小原功建築課長 こちらのほうも件数について

はここに掲載のとおり25年度から８件落としてい

るということでございますけれども、27件になっ

ております。 

 こちらのほうも５年間平均で見ると32.6件が平

均数字ということになっておりまして、委員御指

摘のように平成14年度から始めた事業でありまし

て、当初60件台で平成18、19年と50件台となって、

だんだん件数が減ってきてはおりますけれども、

この５年間の平均をならせば１回上がったり、下

がったりというのは、この過去の実績を見るとそ

ういう推移で動いているものですから、去年の落

ちたのはまた駆け込み需用の影響があったのかと

思っておりまして、今年度についてはまた同じよ

うな実績で推移しているものですから、今後もこ

のような推移で継続して事業を進めてまいりたい

と考えております。 

○松浦敏司委員 先ほどの議論を聞いていても、

やはり消費税が３％アップしたのが相当、影響を

与えているのだろうなというふうに思うところで

す。 

 それで、こういった住宅リフォームというのは、

こういった関連の業者、相当、仕事の範囲が広が

るというようなことで、経済的な波及効果も相当

あるというふうにも言われていますが、その辺で

の原課としては経済波及効果というのはどの程度

あるのか、その辺は調べているのでしょうか。 

○小原功建築課長 詳細にわたっての調べではな

いのですけれども、この平成14年から進めてきた

事業の中で融資金額というのが合計しますと13億

2,000万、今あるところです。 

 こちらについては、融資額はこの金額なのです

けれども、契約額というのはもう少し大きな額で

あります。融資した人が500万円までということ

になっているものですから、その額で見ますと、

この平均で見た場合には40％から50％増の経済効

果があるという数字が出ております。 

○松浦敏司委員 ぜひ、これはもっと詳しく調べ
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たほうがいいと思うのです。電気関係とか水道関

係とか、さまざまな建設関係というのは関連する

仕事があるという点では、それをしっかり調査し

て、この住宅リフォーム融資制度がどれだけ網走

市内の業者、そして住民にとって有効に働いてい

るかという点でも明らかにするためにも、この点

ではぜひ今後、しっかり波及効果について調査を

してほしいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○小原功建築課長 ただいま委員おっしゃられた

ように、細かい部分についてもどこまで市との影

響があるか、効果があるかということについてこ

れから検討するようにいたします。 

○松浦敏司委員 わかりました。それはよろしく

お願いしたいと思います。 

 次に、中心市街地の借上公営住宅の家賃補助の

関係で、公営住宅そのものは多分年に４回ほど公

募しているのだろうというふうに思うのですけれ

ども、ここは中心市街地借上住宅ということなの

で、他の公営住宅とは若干違うのは、ロスがあっ

てもその分は見込んで、しっかりとその分も含め

て市として補助しているということなのだろうと

いうふうに思うのですが、このロスはできるだけ

ないほうがいいに決まっているのですけれども、

そのロスというのは一定程度あるとは思うのです

が、その辺はどんなふうに把握しているでしょう

か。 

○小原功建築課長 成果等報告書の中にございま

す予算計画、ページ数79ページの予算現額7,205

万4,000円に対して、決算額同額ということで、

この金額というのは建設当初、オーナーさん４件

との家賃について取り決めを行った額でございま

して、委員おっしゃるとおりこの額がもとになっ

て、この額は20年間続くという額になるのですけ

れども、確かにその退去された時期によっては今、

年間４回とおっしゃいましたけれども５回やって

いるのですけれども、その中で空きについてはす

ぐ募集をかけるということにとっております。 

 実際、その空きが出た場合には、市はその空き

については契約ごとでありますので、それについ

てはお支払いするということにはなりますけれど

も、その去年の実績ベースでいっても新しい住宅、

ほとんど出てないというのが今、持ち得ている情

報ではあるのですけれども。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 ただ、いずれにしても年５回だとすれば２カ月、

例えば抽選会が終わった後、直後に退去せざるを

得ない状況があってした場合は、結果としては１

カ月ないし２カ月近く部屋が空くということにな

るのだろうと思うのです。 

 ただ、街中ですので相当人気の高い住宅地なの

で、応募も多いということだと思うのですが、そ

のロスをできるだけ少なく済ませるような形のほ

うがいいというふうに思うので、その辺での今後、

どうやってロスをなくしていくかという点での取

り組みについてどんなふうにお考えか伺いたいと

思います。 

○小原功建築課長 今現在、私どもで先ほどお話

ししたとおり年５回という形で、ある程度、集ま

った中での公募ということをとらせていただいて

おりますけれども、借上住宅に限っては空いたら

委員おっしゃるとおり無駄な空き期間になります

ので、空いた時点で、または空くのがわかった時

点で募集をかけるということもこれから検討して

いこうと考えます。 

○松浦敏司委員 とりあえずわかりました。 

 できるだけロスのない形がいいかなというふう

に思うところです。これについては終わります。 

 次に、市道と生活道路の整備の関係で伺いたい

と思います。 

 目的として市民ということで、車輌や歩行者等

の安全な通行と円滑な交通環境を確保とともに、

都市機能や居住環境の向上を図りますということ

でありますが、市内各所で結構、道路や歩道など

の傷みが結構あるというふうに思っているのです

が、これはもう一つのところで道路ストック総点

検というのを同時にやられているのですけれども、

これとの関係で結局、どこを優先して、どんなふ

うに道路、あるいは歩道を整備していくかという

ことが問題になるのだろうというふうに思うので

すけれども、これは当然、予算との関係があって、

なかなか簡単にはいかないのだとは思うのですが、

その辺、今現在、どのような形でこの道路整備と

いうのが行われてきているのか伺いたいと思いま

す。 

○立花学都市開発課長 市道整備につきましての

現在の進め方についての御質問でございますけれ

ども、昨年、81ページの道路ストック総点検事業

の中で、市道路面性状調査、道路状況のひび割れ

であるとか、平坦性についての調査を行っていま

す。 
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 この道路ストック総点検事業につきましては、

幹線道路の、国の補助金を入れながら整備したの

ですけれども、単独費も用いまして昨年度、全線

市道の舗装化されているところについては路面性

状調査を行っております。 

 その評価をもとに、老朽化されている路線の優

先順位を現在、各路線ごとに当てはめておりまし

て、ただ頻度ですね、道路の幹線道路であるとか、

通学道路であるとか、その道路の位置づけによっ

て、さらに総合的な評価をした上で今後、その修

繕、改修等については計画したいというふうに考

えているところでございます。 

○松浦敏司委員 その辺はわかりました。 

 多分、いろいろな町内や住民から道路や歩道の

整備というのが、要望が出ているのだろうという

ふうに思います。 

 そういう点では私も感じるのは、やはり優先し

なければならないのは子供たちの通学路の安全確

保、ここがやはり大事だというふうに思うのです。 

 そういう点では今、総点検、道路ストック総点

検というのが行われていて、そういった通学路の

歩道の環境も相当修繕をしなければならないとこ

ろもあると思うのですが、その辺はどんなふうな

状況になりましたか、伺います。 

○立花学都市開発課長 主要施策の82ページに小

学校通学路整備事業(単独事業)という形で26年度

におきましても通学路の歩道整備につきましては

整備を行っているところでございます。 

 現在、通学路交通安全プログラムということで、

学校、それから地域の方、その通学路での交通安

全上、非常に危険があるというような場所につき

まして、早急な整備が、対策が必要だという場所

につきましては、現在、社会資本総合交付金の中

で交付金を用いながら整備ができるというメニュ

ーができているものですから、できるだけ早く通

学路の整備につきましては単独事業、補助事業を

用いながら整備を進めたいというふうに考えてい

るところです。 

○松浦敏司委員 住民が生活しているところの生

活道路と言われるところは、やはり安全で利用で

きると。そして子供たちも安全に通学ができると

いうことがやはり一番大事なことだというふうに

は思うのですが、その地域の路盤といいますか、

粘土地の多いところであれば、それはそれでなか

なか大変な状況もあります。 

 現実に、私の住んでいるところも粘土地で相当、

荒れているようなところもありますけれども、や

はり子供たちが通学をしていく上でやはりもうち

ょっと整備しないとだめだというような声も上が

っておりますので、ぜひその辺はしっかりと取り

組んでいただきたいということで、私のほうの質

問は終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○古都宣裕委員 私のほうからも何点か質問させ

ていただきます。 

 今、松浦委員が質問されていたところ、まず一

緒なのですけれども、小学校通学路整備事業とい

うことでお伺いしたいのですけれども、まずこれ

はたしか通学路安全対策事業内のことだと思うの

ですけれども、その中でこれは通学路安全対策と

いう視点で見るとどういった項目をチェックしな

がら見ているのでしょうか。 

○立花学都市開発課長 通学路整備事業について

のお話かと思うのですけれども、現在、通学路、

学校側のほうとしては通学路という指定の道路と

しては用いていないということで、市道のその整

備の中で歩道がまだ整備がされていない路線が大

変多くあります。 

 うちの通学路法指定の中で一番通学される道路

としての頻度が多いというところの路線をピック

アップした中で、歩道整備をメーンに通学路の整

備を行っていると。 

 また、幹線道路等の歩道が既に整備された場所

につきまして、車の逸脱で歩道を歩いている通学

児童に交通事故等危険があるという箇所につきま

しては防護柵の設置をしているところでございま

す。 

○古都宣裕委員 基本的には傷んでいる箇所とか

歩道がついていない、子供が通学に対して危険だ

と思われる場所の整備だとは思うのですけれども、

うちの決算のほうを見ても大項目としては通学路

安全対策事業という中の事業だと思うのですけれ

ども、それから見ると子供の通学路にはもちろん

国道も道道も使っているところもあると思います

し、ただそれを見ると多分、国のほうも道のほう

もただ道路の維持補修という視点でしか見ていな

いので、例えば手すりだとかそういった欄干の部

分とか、ボルトが抜けているようなところも正直

多々見受けられるので、そういった部分、もし子

供が指を突っ込んでしまったりしたら危険だとい
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う部分で、そういったところもチェックしながら

やっていって、また市道でない部分であれば、そ

れを要請していくのもこの事業に入るのではない

かなと思いますので、その部分指摘いたします。 

 そして、除雪事業なのですけれども、次、成果

等83ページ、決算書だと233ページなのですけれ

ども、毎年、補正を組んで追加になるのですけれ

ども、天候の状況で仕方がない部分というのは重

々承知しているのですけれども、またことしの始

めも毎週末のように吹雪いて大変な目に遭ったと

いう形の中で、やはり一番、市民の方で言われて

いるのが除雪が遅いとかというのですけれども、

それよりも何よりも排雪で、年１回の排雪という

ことで雪を捨てる場所が途中でなくなってしまう

という事態が発生している中で、やはり年２回排

雪することも考えていかなければいけないのでは

ないかなと思うのですけれども、その辺はいかが

でしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 排雪の関係の御指摘でご

ざいますが、今の御指摘の部分は市民の方からも

何とか雪の捨て場所、本来的にはという話になり

ますが、道路に雪は捨てないでくださいという立

場がございますけれども、現実的には玄関前の雪

を道路に出さざるを得ないという部分はあるのだ

というふうのは理解しています。 

 ただ、排雪を年２回という部分になりましたら、

近年、予算的にも決算的にも除雪にかかわる予算

につきましては増加傾向にございます。 

 この中で排雪を再度２回実施するという部分に

ついては、先ほど言いましたように予算的、ある

いは排雪期間が最低でも市内全域を行っています

状況からいきますと、30日以上は実日数がかかる

という部分で、排雪２回目実施しようにも現行の

体制では、これは民間の事業者さんも含んでです

けれども、その体制では排雪２回目始めようにも、

その前に冬が終わってしまうというような状況も

ございますので、天候により市民の皆さんには御

迷惑をおかけしていることは重々周知しておりま

すけれども、現状の体制では２回の排雪について

は難しいものがあるかなと考えております。 

○古都宣裕委員 状況等は十分よく理解いたしま

した。 

 ただ、市民の皆様からもたくさん言われている

とおりもありますし、場所によってはきれいに除

雪されても褒められることはなく、少し雪残しが

あったら大変苦情がたくさん来るという状況もあ

る中で、季節に左右されながら随時対応していっ

ていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○平賀貴幸委員 何点か質問させていただきます。 

 最初に、決算書の241ページにあります賃貸住

宅建設資金貸付事業ですけれども、この事業の対

象となる賃貸住宅の範囲や実績について教えてい

ただければと思います。 

○小原功建築課長 賃貸住宅建設資金貸付事業に

ついてでございますが、この事業は昭和63年から

平成７年にかけて民間のアパートを建設される場

合のその建設資金として融資をしたものでござい

ます。 

 26年度は償還の最終年度ということになって、

この206万2,528円が決算額となっているところで

ございます。 

 農大生のためのアパート建設ということで、市

の制度として平成７年まで事業を行っていたもの

となっております。 

○平賀貴幸委員 過去の事業の最終的には支出が

このときに発生をするという形で理解していいと

いうことですね。そこはわかりました。 

 今の事業では、見かけたことが余りなかったの

で伺ったのですけれども、そういう認識であれば、

過去の事業の最終年度ということでわかりました。 

 それで、今後のことを伺いますけれども、市営

住宅の整備なども一方で進めている中で、民間の

住宅の整備というのは、その住宅のリフォーム等

では進めているのですけれども、そういう賃貸の

住宅の整備については今後、何か支援をするとい

う考え方については今の時点で行政等はお持ちな

のでしょうか。 

○小原功建築課長 今のところ、賃貸住宅に対し

ての制度というのは、今のところは検討はいたし

ておりません。 

○平賀貴幸委員 そこでちょっと確認なのですけ

れども、成果報告書の79ページの住宅リフォーム

貸付金の事業なのですけれども、これは市内の自

己用住宅ということで、自分で住むところ限定の

ものなのですが、この事業がその賃貸住宅につい

て対象になる、今の時点で多分ならないのだと思

うのですけれども、そこを確認したいと思います。 

○小原功建築課長 自己所有の専用住宅というこ

とで対象としております。 
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○平賀貴幸委員 アパートについてはいろいろな

考え方があるので理解はできる、支援の必要はそ

こはないかなと思うのですが、実はその空き家対

策という観点で考えると、この事業の拡充という

のもやはり必要な時期なのかなという意識がござ

います。 

 一軒家を誰かに貸し付けるというときに自己資

金でしか回収できないという今、状況に基本的に

はなっているのだとは思うのですけれども、この

事業について一定程度拡充をしながら空き家がで

きるだけ減るような形で対策として、これは経済

対策の側面含めてなのですけれども、進めてはと

思いますがいかがでしょう。 

○小原功建築課長 確かに住みかえだとか、移住

者向けにその空き家の活用だとかといったことが

ございまして、そういった場合にこういったリフ

ォーム、改修してお住まいになられるという支援

は必要なのかなという部分がございます。 

 その中で、今、検討を進めているところでござ

いますけれども、この融資制度等の部分としてリ

フォーム資金貸付としてそういった方に対しての

支援をするのかどうかということを含めて今、検

討している段階でございますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○石川裕将建設部長 ちょっと今の補足させてい

ただきますけれども、さっきの一般質問等でもあ

りましたけれども、現在、総合戦略の中で総合的

な住宅政策ということで考えてございまして、一

つは空き家対策でありますけれども、もう一つは

高齢者、空き家対策ともリンクするのですけれど

も、子育て世帯に対する助成ですとか、それと高

齢者向けの住宅の対策、これらを総合的にどうす

るかということを考えていく中で、賃貸住宅につ

いてのリフォームとか、新築に対する助成になる

のか、どういう形になるかわかりませんけれども、

そういう全部の高齢者、それから子育て、それか

ら空き家対策というのを総合的に考えた中で、住

宅政策の中でそういうことも考えていきたいとい

うことでございます。 

○平賀貴委員 理解をいたしました。 

 今後は、そこの事業の推移を見守らせていただ

きたいと思いますが、ぜひ総合的な住宅の政策が

行われて、人が住むことに困らないこととあわせ

て、経済対策にもなるものですので、積極的に進

めていただければと思います。 

 次の質問に移ります。次は、道路の関係につい

て１点だけ伺いますが、道路ストックの事業含め

てさまざまな形で道路の補修は行われています。 

 そういったところを見ると民有地と接している

その舗装道路の問題というのがときどき見受けら

れます。これは、営業用の用地と接地していたり、

あるいは普通に住まいとして利用されているとこ

ろと接しているところあるのですけれども、どう

してもその補修の関係があって、道路に境目がで

きてしまうと、どうしても民有地と一体化してい

るような道路も中にはありますので、そこに境目

ができると、そこから水が入ってしまって、結局

整備した道路に亀裂が入りやすくなるという問題

が幾つかの箇所で見られます。 

 原課のほうでも直接ここの場所がということで

相談させていただいたような経緯もあったりはす

るのですけれども、その後、調査してみると意外

にそういうときはやはり多いのだなという意識を

持っております。 

 そうすると、道路のほうの整備を進めていくと

きに隣接する民有地の舗装の状況もあわせて調査

をしながら、一体的な改修を地権者の負担もあり

ますので一方的にはできませんので、総合的にや

っていったほうが結局、道路は長持ちするのでは

ないかなと思うのですがいかがでしょうか。 

○立花学都市開発課長 道路整備にかかわる宅地

側とのすりつけの箇所の整備についてでございま

すけれども、道路整備につきましてはある程度、

網走は雪が降る寒い期間もございますので、凍上

を考えた置換厚をある程度深く掘って砂利、火山

灰等を置きかえするのですけれども、確かに住宅

側の置きかえにつきましては、そこまで考えてい

ないという場所もございます。 

 ですので、今、委員がおっしゃるとおり道路側

の整備と宅地側の置換厚が違うことから道路上が

盛り上がったりしてしまうという事例については、

これまであったかと思います。 

 ただ、全面的に市の道路整備に伴って宅地側の

整備につきまして、市道側で行うということにつ

いては、なかなか難しいかなということもござい

ますので、道路を整備する際に宅地側のすりつけ

を若干、広めに整備するというのはこれまでとい

いますか、最近はそういうような形の工事を行っ

ているというのが現状であります。 

○平賀貴幸委員 その辺は、実際の状況を見なが
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らという対応になるのだと思います。 

 民有地のほうが余りにも傷んでいる状況で整備

をしてても、結果的に本来の市の道路のほうがそ

れが原因で傷むのような事態もあったりするので、

そこら辺は民有地の地権者と相談をしながら進め

ていくという対応のほうが結果的に予算の削減に

つながると思いますので、状況を見ながら進めて

いただきたいと思います。 

 最後に、除雪について１点だけ伺いますが、先

ほど古都委員から２回の排雪がなかなか難しいと

いうお話がございました。 

 そういうことであれば、一つこれは御提案にな

るのかもしれませんが、さまざまな地域で町内会

ごとだったり、あるいは近所の何件かでみずから

お金を払って排雪をされている方々もいらっしゃ

います。 

 予算として限られている状況で、排雪の回数を

ふやすのが難しいのであれば、そういった自主的

なものについては一定程度の支援をするなど、何

らかの方法があるのではないかと思うのですけれ

ども、何か見解ありましたら伺いたいと思います。 

○高橋勉土木管理課長 以前、本会議の中でも町

内会等への排雪の助成のお話が出たやに記憶して

おりますけれども、その際、私みずからちょっと

全道の重立った市について調査させていただいた

のですが、やはり網走市のように市で管理する市

道、あるいはそれも含めまして住宅地にある市道、

幹線道路、それから一部、生活道路も含めて排雪

を自治体でやっているところは限られた自治体で

あるということがわかりました。 

 町内会、あるいはその地域の集落的なもので、

共同でやっている排雪についてのただいまの補助

等を考えてはどうかという御提案だと思いますが、

生活道路、住宅街の道路まで排雪をしていない自

治体ではそういった部分の排雪に助成をしている

という実態はございますが、網走市のように排雪

が本格的になりますのは１月の下旬から３月の上

旬ぐらいまでの期間でやっておりますけれども、

一通りの排雪は住宅地も含めて民間事業者の協力

を大に受けまして実施しているつもりであります

ので、ただいまの御要望のあった部分につきまし

ては、現実的にどうなのかという部分も含めて今

後、研究してまいりたいと思っています。 

○平賀貴幸委員 予算の兼ね合いもありますから、

その辺は状況を見ながらということになると思い

ます。 

 除雪費がかさんでいって市の財政にも一定の影

響を与えるような状況になってきていますが、一

方でその市民の生活にも同じように影響が大きく

なっている状況でありますので、状況を見ながら

対処していただければと思います。 

 以上で終わります。 

○渡部眞美委員長 ここで休憩をとりたいと思い

ますが、次、質問の予定者はいらっしゃいますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、以上で、認定第１号中、建

設部の所管に関する細部質疑を終了いたしました。 

理事者入れかえのため、暫時休憩いたします。 

午後２時10分休憩 

午後２時19分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 認定第１号中、水道部所管に関する細部質疑に

入ります。 

 なお、認定第２号水道事業会計の利益の処分及

び決算につきましては、後ほど審査しますので御

承知願います。 

 それでは、質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 下水道特別会計ですが、一般会

計からの繰り入れが５億3,360万円ほどあります

が、これが間違いないかということと、一般会計

からの繰り入れというのは今後、どんなふうにな

っていくのか伺いたいと思います。 

○吉田憲弘下水道課長 一般会計からの繰り入れ

は、地方公営企業繰出金についての市町村通知に

より、下水道特別会計繰出基準要綱を設けて、そ

の要綱に基づいて算出しております。 

 内訳としては、雨水処理にかかる経費、それと

分流式下水道等の資本費の一部にかかる経費に対

して繰り入れていただきます。 

 それと、基準外としてし尿処理に要する経費、

能取漁港関連経費、あと最終処分場の汚水処理に

要する経費を繰り入れていただきます。 

 今後の見通しにつきましては、一応、公債費に

ついては今のところ、今の事業規模で行っている

部分については減少傾向となりますので、減少と

なります。 

○松浦敏司委員 年々若干ずつ減少しているのか

なというふうに思っていたので、その辺はわかり

ました。 
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 次、監査委員の意見書の45ページに下水道使用

料の収入率が96.5％で、下水道使用料に受益者負

担分、分担金を合わせた収入率は96.5となり、前

年度より0.4ポイントの減ということで、意見が

述べられています。 

 また、収入未済額が2,826万7,000円と、不能欠

損額も44万4,000円とありますが、これはこうい

った状況になった要因というのはどのようなもの

があるのでしょうか。 

○吉田憲弘下水道課長 収納率につきましては、

ここ数年１％の増減で推移しておりました。 

 ただし、25年度の収納率については１％ほど、

逆によかった状態でありまして、今年度、26年度

については逆に平均よりは１％ほど落ちたという

ことで、合計４ポイントとなっていますけれども、

その内容としては現年度分と滞納繰越分というこ

とになりますと、現年度分が若干ふえているよう

な状況になっています。 

○松浦敏司委員 上水道で使えば、その大半は下

水に水が流れるというふうになるわけですけれど

も、いずれにしても一定数の世帯で、あるいはこ

れは収入未済額、あるいは不納欠損の中にはこれ

は一定の企業とか、会社とか、そういったところ

も含めてこれだけあるというふうに押さえていい

のでしょうか。 

○吉田憲弘下水道課長 そうです。 

○松浦敏司委員 では、この中で一般家庭と企業、

あるいは団体とかというところがあるのだろうと

思うのですが、その辺は内訳としてはどんなふう

になるのでしょうか。 

○吉田憲弘下水道課長 下水道の使用料の場合、

一般家庭用と営業用というふうには分かれていま

せんので、そういう分けについてはちょっと押さ

えてはおりません。 

○松浦敏司委員 ただ、支払うときには水道料金

と一緒になっているので、調べれば内訳としては

わかるのではないかと思うのですが、その辺は把

握なかなかできないのでしょうか。 

○吉田憲弘下水道課長 調べればわかると思いま

す。 

○松浦敏司委員 ぜひ、これは内容をよく知ると

いう意味でも、その辺は今後の課題としてぜひ調

査していくようにしていただきたいというふうに

思います。 

 下水道の管というのは、これも一定の耐用年数

があるのだろうというふうに思うのですが、当市

の下水道の下水管が何年たってて、耐用年数はあ

とどのくらいあるのか、地域によっても違うとは

思うのですが、おおよそでいえばどのようになる

のでしょうか。 

○吉田憲弘下水道課長 管の耐用年数でございま

すけれども、管種にもよりますけれども、基本的

にはコンクリート管、チューテック管、あと塩ビ

管、大体この３種類になりますけれども、耐用年

数は一応50年となっております。 

 事業が始まってから43年たっておりますので、

40年以上たった管というのは約300キロの中の約

0.4％、1.2キロほどがまだ40年ということで、10

年、耐用年数過ぎる管というのはこれから10年後

という形になります。 

○松浦敏司委員 そうなれば、いずれにしても10

年前後で耐用年数が来るということですから、そ

れに向けた対応も当然、今後の課題として出てく

るのだろうというふうに思うのですが、その辺は

今後のどんなふうに調査も含めてしなければなら

ないと思うのですが、その辺はどのようになるの

でしょうか。 

○吉田憲弘下水道課長 下水道管については一応、

マンホールが基本的には区間区間にありますので、

マンホールを開けて、マンホールはコンクリート

製なのですが、マンホールを開けて、マンホール

の点検と、そこからの目視という形になります。 

○松浦敏司委員 いずれにしても今後の課題とし

て、この辺しっかりやっていく必要があるのだろ

うというふうに思います。 

 一昨年から長寿命化についての計画の策定がな

されているというようなことも言われていますが、

その辺はどのようになっているのでしょうか。 

○吉田憲弘下水道課長 下水道施設の長寿命化に

つきましては大きく分けて三つになるのですけれ

ども、耐用年数が50年のコンクリート構造物、池

だとか、建物、それと今、言われていた管渠、こ

れも50年です。 

 それと、あとは機械設備がかなりあるのですが、

大体、機械設備の耐用年数が15年から20年となっ

ております。 

 国の長寿命化計画については、設備関係につい

ては大体終了しまして、それに基づいて更新等を

行っている状況です。 

○松浦敏司委員 わかりました。 
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 この網走市の下水道の普及というのは、相当、

当時、安藤市長が力を入れまして、急速に推進し

たというようなことがあって、そういう意味では

網走市は下水道の普及も相当早く進んだと、これ

は結果としてはそうなのですけれども、その見返

りとしてはなかなか下水道事業の会計の借金とい

うのもたくさんあるというふうになってきたのだ

ろうというふうに思います。 

 急速に入れたためにそういった債務もふえてし

まったということだと思うのです。 

 私は記憶に鮮明に残っているのですけれども、

その下水道地域の指定になれば、その地域では一

定期間内を過ぎればくみ取りは基本料２倍になり

ますというような方法もとって強力に推進したと

いう記憶を今も持っているのですが、そういった

中で今日に至っているわけですけれども、いずれ

にしてもこの下水道というのは欠かすことのでき

ない事業でありますし、しっかり今後も取り組ん

でいただきたいということであります。 

 私のほうからは以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○平賀貴幸委員 公共下水道特別会計について伺

いたいと思います。 

 最初に成果報告書の16ページの下段に消化ガス

の有効利用については、諸課題もあることから引

き続き効率的でというふうに書かれております。

この諸課題、それから有効利用の検討状況につい

て伺いたいと思います。 

○吉田憲弘下水道課長 消化ガスの有効利用につ

いては、昨年、成分分析と可能性調査を行ってお

ります。 

 成分分析結果については、発電については十分

可能という結果をいただいております。  

 可能性調査については、ＦＩＴ、固定買取制度

ですけれども、それを利用、活用した網走市によ

る発電を検討しました。 

 ただ、一つとしては建設費の改修にＦＩＴは20

年の制度なのですけれども、19年を要するという

こと、それとあとは20年で収益的には1,100万円

程度でした。 

 それと、今現在、電力会社による接続申し込み

に対する回答が今現在も保留されているというこ

と、それと国のＦＩＴの制度が運用の見直し等や

買い取り単価の見直しも見込まれていたことから、

事業化については見送ることとしております。 

○平賀貴幸委員 そうすると今後は国の状況や、

その電力会社さんの回答を待つのみで、特に事業

としては何かを進めていくという状態ではないと、

待っている状態だということで理解していいので

しょうか。 

○吉田憲弘下水道課長 基本的には国の動向を見

つつ、あとは電力会社の動向を見つつという形に

なりますけれども、買い取り価格については基本

的にはことしは同額でした。据え置きということ

になっていました。 

 ただし、バイオマスの発電については出力制御

等の条件がなかなかつきそうだということで、そ

れについては今、動向を見きわめているという形

になっております。 

 そのほかに消化ガスを使った施設、スラッジセ

ンターになりますけれども、そちらのほうに蒸気

のボイラーとかありまして、そちらのほうに熱量

とかもできないかということで、いろいろと検討

している最中です。 

○平賀貴幸委員 理解をいたしました。 

 検討状況含めて理解できましたが、もし発電が

可能で実際にやれるとなれば、非常に望ましいこ

とだというふうに思いますので、ぜひその方向で

積極的に検討していただきたいと思います。 

 もう１点伺いますけれども、別の場所に万が一

ですが、発電所をもし誘致できたというふうにな

ると、実は大量の排水が生まれることになります。

直接、海に排水しているようなところももちろん

あるのですけれども、例えば紋別などお話を伺い

ますと、海に直接排水していると何かあったとき

に困るというさまざまな理由から、下水道の施設

のほうに流しているのだそうです。 

 気になっていたのは、実際、それがあるかどう

かまだわからない状態ですけれども、実際のその

排水処理能力の今、どのぐらいの割合でこの施設

というのは使われているのかなというのを確認し

ておきたいと思ったのですけれども、いかがでし

ょうか。 

○吉田憲弘下水道課長 下水道の今、現在の現有

施設の能力については、平成23年度に認可が変更

しております。その際に、人口の動態について今

のところの事業計画は平成35年なのですけれども、

その事業計画においては人口かなり減らした状態

で、減るという状況で計画立てておりますので、

今の施設としては余り余裕がないような、これか



－ 91 － 

ら更新をするということですけれども、更新につ

いても無駄な更新はしないような形になっていま

すので、処理能力としては今後の網走市、周辺の

自治体とも含めて無駄のないような計画となって

います。 

○平賀貴幸委員 計画上、その無駄のないように

なっているというのは理解をしているつもりなの

ですが、そうではなくて実際の能力としてはどの

ぐらいの余力があるのだろうかと、実際の処理能

力が100％のうち、今、何％ぐらいの処理能力が

稼働しているものかというのを確認したいのです

けれども、いかがでしょうか。 

○吉田憲弘下水道課長 下水道の能力については

晴天時、あとは雨が降ったときとかいろいろある

のですけれども、晴天時ということで申しますと、

今、平均１万4,000トンほど来ておりますので、

計画は今、２万トンの計画を立てておりますので、

その分の余裕はありますけれども、雨天時とかそ

ういうことを考えますと、どれだけ余裕があるか

というのは、ちょっとなかなか答えきれないとこ

ろがあります。 

○平賀貴幸委員 またここは機会を改めて、必要

となときに議論していただきたいと思いますが、

もしも、その余力が余りないということであれば、

その発電所を誘致するという市長の公約もありま

したので、そこに対応する投資がここにも必要だ

という状況が出てくるかもしれませんので、ここ

はさまざまな角度から検証する必要があるという

ことだけ申し上げて終わります。 

○井戸達也副委員長 次、ございませんか。 

 それでは、以上で、認定第１号中、水道部の所

管分の細部質疑を終了しました。 

 次に、認定第２号平成26年度網走市水道事業会

計の利益の処分及び決算について議題といたしま

す。 

 本件につきましては、既に本会議場で提案説明

は終えておりますけれども、理事者部局から追加

の説明がありましたら説明していただきます。 

○猪股淳一水道部長 提案説明の際にも、会計制

度の改正について若干触れさせていただいており

ますが、補足して説明をさせていただきます。 

 水道事業は、地方公営企業法に基づき経営をし

ておりますが、地方公営企業のさらなる経済性の

発揮を目指し、民間の企業会計原則の考え方を取

り入れることを目的として、この地方公営企業法

が改正され、平成23年にまず資本制度の見直しが

行われております。 

 さらに、会計基準の見直しを行うため、平成24

年に関係法令が改正され、平成26年度の予算決算

から適用することとされましたことから、今回の

決算につきましては新たな会計基準により調整し

たところでございます。 

 見直しの主な内容につきましては、借入資本金

の見直し、補助金等により取得した固定資産の償

却制度の見直し、引当金の計上義務化、キャッシ

ュフロー計算書の作成などとなっており、全体的

に見ますと資本が減り、負債がふえるような内容

となっております。 

 これらの見直しにより、今回の決算から資金を

伴わない収入を計上するなど、従来とは異なる部

分も出ているところでございます。 

 この会計基準の見直しを含めました決算額の状

況等につきまして、営業課長より御説明申し上げ

ます。 

○山崎徹営業課長 それでは、平成26年度網走市

水道事業会計決算の概要と会計制度の改正に伴う

変更点につきまして御説明したいと思います。 

 決算書をごらんいただきたいと存じます。 

 初めに１ページをごらんください。水道事業決

算書でございますが、(１)の収益的収入及び支出

は、営業活動に伴う収支でございますが、収入の

事業収益は予算額10億8,348万2,000円に対し、決

算額は10億7,687万2,423円で、660万9,577円の減

となっております。 

 次に、支出の事業費用では予算額合計９億

4,722万1,000円に対し、決算額は８億 7,054万

6,409円で、7,667万4,591円の不用額が生じたと

ころでございます。 

 次に、２ページの(２)資本的収入及び支出でご

ざいますが、これは水道施設にかかる建設投資の

収支でございます。 

 収入の資本的収入では、予算額合計４億4,204

万5,000円に対し、決算額は４億2,448万7,657円

で、1,755万7,343円の減となっております。 

 次に、支出の資本的支出では、予算額合計９億

7,454万5,000円に対し、決算額は９億 5,970万

4,380円で、1,484万620円の不用額が生じており

ます。 

 この結果、収支で５億3,521万6,723円の不足額

が生じましたが、欄外に記載のとおり全額補填し
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たところでございます。 

 次に、３ページをごらんいただきたいと存じま

す。 

 この表は、平成26年度の損益計算書でございま

す。これは、平成26年度の経営成績を示したもの

でございます。 

 中ほどの３、営業外収益の(３)長期前受金戻入

3,997万966円でございますが、これは会計制度の

改正に伴い、工事負担金等により取得した資産や

受贈財産について当年度の減価償却見合い分を収

益と見なして計上したものでありまして、見かけ

上の収入となります。 

 また、５の特別損失につきましては、新会計制

度移行に伴う経過措置として退職給付引当金、賞

与引当金、貸倒引当金を計上しております。 

 なお、これらにつきましては、22ページの注記

に計上方法を記載してございます。 

 次に、計上利益２億622万3,701円から、この特

別損失3,923万4,394円を差し引いた結果、平成26

年度純利益は１億6,698万9,307円となり、これに

前年度の繰越利益剰余金及び会計基準移行分のそ

の他未処分利益剰余金変動額とあわせまして、当

年度の未処分利益剰余金は11億3,557万889円とな

ったところでございます。 

 次に、４ページは剰余金計算書でございまして、

これは資本金と資本剰余金及び利益剰余金の年度

中における移動状況と残高を示したものでござい

ます。 

 右下下段、当年度の資本合計では33億7,138万

3,829円となっております。これは、７ページの

貸借対象表の下から２番目、資本合計と一致する

ものでございます。 

 次に、５ページをごらんいただきたいと存じま

す。 

 これは、剰余金処分計算書案でございます。当

年度末の未処分利益剰余金につきまして、予算に

計上した１億470万2,000円を減債積立金に、新会

計基準適用に伴い生じました利益剰余金変動額８

億472万5,954円を資本に組み入れようとするもの

でございます。 

 次に、６ページの貸借対照表をごらんいただき

たいと存じます。 

 新会計基準により、２、流動資産の(２)未収金

に新たに貸倒引当金を計上しております。 

 次に、７ページの負債の部でございますが、３、

固定負債に新会計基準適用に伴い、借入資本金か

ら振りかえられた企業債58億5,610万219円と、新

たに退職給付引当金を計上しております。 

 ４、流動負債におきましても、今年度、償還が

見込まれる企業債４億38万6,198円と引当金を新

たに計上しております。 

 ５、繰延収益では、新会計基準適用に伴い、新

たな勘定科目でございまして、長期前受金につき

ましては、先ほど申し上げましたとおり資本剰余

金から振りかえたもので、今後、毎年、減価償却

見合い分を収益化することとなっているため、収

益化累計額を計上することとされております。 

 次は、資本の部でございますが、６、資本金は

従来の借入資本金が負債に振りかえとなったこと

から、大幅に減額となり、21億4,075万4,718円と

なっております。 

 ７番、剰余金でございますが、新会計基準の適

用により、移行分を含め合計で11億9,866万8,250

円となったところでございます。 

 続きまして、８ページから11ページまでは、付

属明細書でございまして、収益費用明細書と資本

的収入支出明細書を消費税抜きの決算額で記載し

ております。 

 次に、12ページは固定資産明細書でございます。 

 次に、13ページのキャッシュフロー計算書をご

らんいただきたいと存じます。 

 キャッシュフロー計算書は、損益計算書、貸借

対照表ではわからない資金の出入り情報を開示す

るもので、新たな会計基準で作成が義務づけられ

たものでございます。 

 内容でございますが、前年度からの繰越額３億

2,145万521円と、平成26年度中の営業活動により

得た現金５億2,564万4,943円を投資活動で５億

557万3,220円を使い、財務活動により996万2,851

円を得た結果、平成26年度末における現金残高は

３億5,148万5,095円となりました。なお、これは

６ページの貸借対照表の２、流動資産(１)現金預

金と一致するものでございます。 

 次に、14ページから16ページまでは企業債明細

書でございます。 

 17ページ以降は、網走市水道事業報告書でござ

いますが、従来と同様の記載事項となっておりま

す。 

 以上、平成26年度網走市水道事業会計の決算の

概要と制度改正に伴う変更点について御説明申し
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上げました。 

○井戸達也副委員長 以上で、追加の説明を終了

いたします。 

 それでは早速、認定第２号平成26年度網走市水

道事業会計の利益の処分及び決算についての細部

質疑に入ります。 

○平賀貴幸委員 それでは質問させていただきま

す。 

 会計基準の変更、それから料金の改定がありま

したので、いろいろと変わっている状況もあると

思っておりますので、幾つか伺いたいと思います。 

 最初に、その新しい会計基準でつくることにな

ったキャッシュフロー計算書に基づいて幾つか伺

っていきたいと思います。 

 これによって、経営の状況がわかりやすくなっ

たのですけれども、今回、初めてなので、なかな

か前年度等の比較ができないなと思っていました

ら、決算審査意見書の10ページに前年度の三つの

フローが金額が載っていたので、ここと比較しな

がら何とかできるなというふうに思いました。 

 通常、５年程度のキャッシュフローを並べて経

営状況を分析するものですから、まだ２年間のも

のですので、今後はぜひその年数を重ねてこれは

５年分を並べるような状況まで持っていってほし

いなというふうに思うのですけれども、平成25年

度営業活動によるキャッシュフローと投資活動に

よるキャッシュフローを足したものがフリーキャ

ッシュフローになりますけれども、このフリーキ

ャッシュフロー、会社が自由に使えるお金のこと

ですけれども、ここがマイナスでしたので、厳し

い経営状態だったということがあらわれているの

ですけれども、26年度になるとそこは約2,000万

円ほどのプラスになるということで、営業状態が

好転したというふうに読み取れます。 

 これの影響の原因なのですけれども、料金改定

によってやはり収益状態が改善したということが

まず上げられると思うのですけれども、それ以外

の要因含めて、フリーキャッシュフローの改善の

原因について伺いたいと思います。 

○山崎徹営業課長 その他の要因としましては、

やはり営業費用の中で経費の節減が図られたとい

うことでございます。 

○平賀貴幸委員 営業費用の節減の努力があって、

この金額になったということです。 

 割合としてはどのくらいだというふうに考えた

らよろしいでしょうか。 

○山崎徹営業課長 特に割合は見ておりませんで

したので、ちょっとお時間をいただければ出せま

すが。 

○平賀貴幸委員 そこは後で教えていただければ

と思います。 

 営業収益、料金の改定でフリーキャッシュフロ

ーはプラスになった部分と、今おっしゃったよう

な部分と分けて見ていかなければいけないと思い

ますので、そこはわかるようにしていただければ

というふうに思います。 

 それから、次の質問に移りますが、当期のキャ

ッシュフローを見ていくと、これは三つのキャッ

シュフローを足したものですから、金額にすると

3,000万円弱になるのかなというふうに思います。 

 ここの当期のキャッシュフロー、基本的にはフ

リーキャッシュフローの増であるならば、営業的

にはよかったのだというふうに見なされるのです

けれども、原課のほうでもここをやはりふやして

いくという形で考えていくということでよろしい

のでしょうか、営業上。 

○山崎徹営業課長 そのとおりでございます。 

○平賀貴幸委員 そこは確認をさせていただきま

した。 

 もう１カ所、大切なところで自由資金比率とい

うのがキャッシュフローを見たときにやはりあり

ます。これは、フリーキャッシュフローをこの決

算書でいくと、当年度、純利益で割ったもので計

算して出せるというふうに思うのですけれども、

計算すると12％程度になってきます。この12％に

ついての評価はどのように原課ではされるのでし

ょうか。 

○山崎徹営業課長 済みません、もう一度お願い

します。 

○平賀貴幸委員 自由資金比率という比率があり

まして、普通の企業の経営状況をあらわす指標に

なるのです。 

 それを計算するにはフリーキャッシュフロー、

つまり営業活動によるキャッシュフローと投資活

動のキャッシュフローを足した金額を、この決算

書でいうと当年度の純利益で割ると出てくるのだ

と思うのです。 

 そうすると12％、通常の企業ですと利益剰余金

の増加額を充てるので、ここの場合は当年度の純

利益がその利益の増加額に当たると思うのですけ
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れども、その数字を計算すると12％という数字が

出てくるのですけれども、この状況についてどう

捉えていらっしゃるのか伺いたいということです。 

○井戸達也副委員長 暫時休憩いたします。 

午後２時53分休憩 

午後２時55分再開 

○井戸達也副委員長 再開いたします。 

○山崎徹営業課長 会計制度改正に伴う変更によ

り、経営分析の中のキャッシュフローの指標がま

だ示されていないため、現段階ではお答えするこ

とができません。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。 

 通常の企業の状況でいくと40％以上が経営的に

は安定していて、それ以下だと要改善だというふ

うに見られる指標なのです。 

 それが、公営企業でどの程度、達成すべきかと

いうところはまだこれからということでありまし

た、もし、そういう指標が出ていればというふう

に思ったものですから伺ったのですけれども、そ

こは今後、改めての議論という形にさせていただ

きたいと思います。 

 いずれにしろ、そのキャッシュフロー計算書が

出てきたことによって、今までの経営分析指標よ

りもまたわかりやすくなっていくということなの

で、この辺は引き続き取り組んでいただきたいと

思います。 

 それでは次に、決算審査意見書の28ページ、29

ページに経営分析の数値表がございます。これも

折を見ながら状況について確認させていただくた

めに伺っていますので、今回も改めて伺いたいと

いうふうに思います。 

 最初に、上段から四つ目の固定資産対長期資本

比率ですけれども、平成21年度以降、初めて100

％をこれは超えたというふうに思います。 

 この比率は、右側の摘要にも書いてあるとおり

低いほど望ましいということでありまして、あわ

せて下段の固定比率、ここが高くなっている状態

で、さらにここは高くなると、経営状況としては

余りよくないというふうにたしか水道事業の中で

は言われている指標だったと思いますけれども、

ここの状況についてどう捉えていらっしゃるのか

お伺いしたいと思います。 

○山崎徹営業課長 まず、固定資産対長期資本比

率でございますが、今回、111.1％と90％代と大

きく割り込んだ状況ですけれども、主な要因とい

たしましては制度改正に伴うもので、企業債の借

入資本金から負債への変更が大きな要因というふ

うに考えております。 

 また、固定比率につきましても網走市の場合は

当初から導水管を含む建設工事のための財源とし

て企業債に依存していたため必然的にこの比率が

高くなっておりますが、これもやはり制度改正に

伴います資本剰余金が負債の繰越収益に振りかえ

られたことによりまして、この比率が大きくなっ

たというふうに思っております。 

○平賀貴幸委員 会計の制度が変わったので実質

というよりは見かけ上、数字が上がったというふ

うな理解でいいのだと思います。 

 そうすると、毎年、それほど振幅がない数字で

したので、今後は大体これぐらいの数値で当面推

移するという理解でよろしいでしょうか。 

○山崎徹営業課長 やはり固定負債の額が今のと

ころ減っていく状況でございませんので、この比

率は当分の間続くというふうに思っています。 

○平賀貴幸委員 わかりました。 

以前の基準だと、ここはやはり100％上回らな

い固定資産対長期資本比率が望ましいという形に

なっていましたが、会計基準が変わっている関係

で水道のほうの望ましい数値も多分若干動くのだ

と思いますので、ここについては状況については

また今後見ていきたいと思います。 

 あわせて、その下にある流動比率です。これも、

平成24年が初めて400％を割り込んで300％の代に

なった以来はずっと400％だったというふうに、

平成21年度以降思うのですけれども、今年度74％

と大きく下がっている状況です。 

これは短期債務の支払い能力の判定のもので

すので、短期債務の支払い能力が大きく下がった

というふうに見れるのですけれども、これについ

ての原因を改めて御説明いただければと思います。 

○山崎徹営業課長 これも制度改正に伴うもので

ございますが、やはり企業債の借入資本金から負

債の振りかえで、今回、ワンイヤールールという

ことで、１年以内に支払う、いってみれば流動負

債のワンイヤールールに基づいて企業債償還金が

加わったことが主な要因ということで、今、現金

預金でいきますと大体３億ぐらいなのですけども、

負債の元金償還で大体毎年４億ぐらいいくという

ことで、ここの部分というのは当分の間、こうい

う低い比率でいくのかなと思っています。 
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○平賀貴幸委員 直接、営業が今までのような状

況ではないけれども、ルールが変わったのでどう

してもここは低く出ると、ここでいう70％台とい

うことで、以前と比較すると驚くほど低い数字に

なるのですけれども、そこはやむを得ないという

ことで理解をさせていただきました。 

 もう１件、生産性のところの職員１人当たりの

給水人口です。ここの振幅については、いい、悪

いはいろいろな評価が分かれるところだと思って

いるのですけれども、平成21年で2,420人だった

以外はずっと3,000人以上の数値を記録しており

ました。26年度になってわずか３人ですけれども、

下回ったのですけれども、3,000人を下回ったの

ですけれども、これについてどういう状況なのか

伺いたいと思います。 

○山崎徹営業課長 給水人口につきましては、平

成26年が３万6,280人、26年については３万5,959

人と、やはり人口が減ったことによりましてここ

の数値も若干下がったということでございます。 

○平賀貴幸委員 職員の増減というよりは、ここ

は単純にその人口の減少によるものというふうな

理解でよろしいということですね。はい、理解を

いたしました。 

 そういう状況であれば、ここはやむを得ない状

況だというふうに思いますので理解をさせていた

だきます。 

 水道についてはいろいろ厳しい状況もあって、

導水管の更新を含めていろいろやらなければなら

ない中で、こういう新しい会計になってきて、よ

りわかりやすくなったと思います。 

 今後も安定した運営に当たっていただきたいと

いうふうに思いますが、もう１点、現在、水道の

供給能力を全て使っているわけではないので、一

定程度、その供給能力に余裕があるのだというふ

うに思います。それは給水人口が減ってくれば、

当然、そうなるのですけれども、これも何度か聞

いていますが、発電の施設をつくるとなると一定

程度の水が大量に必要になります。 

 そうした場合にどこまで対応できる能力がある

のかということと、その場合、やはり料金設定の

問題が出てきます。 

 これも、以前も予算委員会、決算委員会の中で

議論しているのですけれども、対営業向けの料金

設定というのは、例えば紋別だと実際に今、行う

木質バイオマスではそういう設定をして直接そこ

に水道を流すということで計画をしてやっている

ところなのですけれども、その辺については原課

としてはどのような検討をされているのでしょう

か。 

○佐々木浩司水道部次長 現在の給水の状況で、

能力的には最大稼働率、意見書の28ページのとこ

ろにありますが、実際、現況能力の２万1,000ト

ンよりも少ない、最大で１万8,254トンというこ

とで、まだ余裕の段階にはございます。 

 その部分について水力発電につきましては、ま

だ今後どのような状況になるかはちょっと検討さ

せていただきたいと思います。 

○平賀貴幸委員 水力の発電はなかなか難しいと

いうふうに以前、議論したときにわかっているの

で、水力ではなくて何らかの熱源を用いて水を温

めて、蒸気を発生させて、タービンを回すタイプ

の発電の場合のお話をしたつもりなのです。 

 これについても多分まだ検討されていないのか

なと思いますけれども、発電所を誘致するという

構想が何らかのものがあるとして、そういったタ

イプのものがあれば、どうしても大量の水を使わ

なければならないと、そうするとやはり水道代が

高いとなかなか誘致ができないという状況がある、

どうしても出てくるのです。それについてどう検

討をされてきているのかということを伺いたかっ

たのですが、いかがでしょうか。 

○川田昌弘副市長 企業誘致に伴うそういう水道

料金の特例の設定の考え方ということだと思うの

ですけれども、企業誘致に例えば今、委員のおっ

しゃられたような大規模なバイオマス発電に伴う

水の需用があると、それに伴って例えば雇用がふ

える、投資がふえるといった総合的に判断して、

例えばそれを企業会計側で全部始末するのか、そ

れとも一般会計とあわせて企業支援をしていくの

かというのは、そこは総合的な判断というのは必

要になってくると思うのです。 

 ですから、企業会計側だけでその水道料金を今、

そういう制度を設けるといったことも実際、今言

えないはずなので、そこは総合的な市の政策判断

というのが必要になってくるなというふうな考え

があります。 

○平賀貴幸委員 副市長の答弁、そこは理解をさ

せていただきましたが、できるだけ先んじて検討

しておかないといけない問題だというふうに思い

ます。 
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 全国の自治体で水を使った何らかの発電、結局、

その水力発電に限らず発電をするとなると太陽光

除いてある程度、水がどうしても必須になってく

るわけですから、そこの料金をどうすかというこ

とは早急に検討しておく必要があると思いますの

で、引き続きそこは検討しておきたいと思います。 

 終わります。 

○井戸達也副委員長 次。 

○松浦敏司委員 私のほうからも何点か伺います。 

 まず、給水人口が３万5,959人ということ、そ

れから給水世帯が１万7,589戸、前年度比では給

水人口で321人の減、戸数でいえば52戸の増と、

年間配水量は474万274立方メートルということで、

前年より６万4,602立方メートル減少したという

ふうにありますが、この数字についてどのような

お考えをお持ちかお伺いします。 

○山崎徹営業課長 やはり、今の給水人口の減少、

あるいは企業間の要するに経営努力ということで

節水という形で、どうしてもここの部分で、戸数

的には若干ふえてはおりますけれども、やはり使

用水量が料金改定も当然あったこともありますけ

れども、その辺で使用水量がやはり控えられてい

るというふうに解釈しております。 

○松浦敏司委員 戸数が52戸ふえているというの

は、これは多分、単身とか、あるいは高齢世帯の

単身といったものも多分、影響があるのだろうな

というふうには思うところであります。それはわ

かりました。 

 次に、有収率が80.76ということでありました。

これは配水量と有収水量との関係で漏水など含め

て何らかのロスがあるために、こういう数字にな

るのかなというふうに思うのですが、その辺での

原因はどのように見ているのでしょうか。 

○佐々木浩司水道部次長 今、委員からございま

した有収率の、若干ではございますがパーセンテ

ージが下がってきて、今80％ということなってお

りますが、有収率を語る上ではどうしても有効率

という形で御説明したいと思いますが、まず、有

効率の場合、有収される水量にさらに有収水量以

外の有効水量、例えば管を洗浄するですとか、消

防活動に使われる水ですとか、そういうふうに有

効に使われる水を足したものが有効率の試算の割

合の基礎となるものですが、その率で83.43％に

なります。 

 この83.43％も近年、横並びといいますか、増

減していないような状態でして、どうしてもやは

り漏水している量が近年、漏水が多い箇所、特に

修繕等行っておりますがなかなか追いついていか

ない、近年、だんだん古い管は１年ごとに古くな

って、漏水量がなかなか収まっていないような、

そういう状況で捉えております。 

○松浦敏司委員 どうしても鋼管なので、地域の

土の質といいますか、そういったものによっても

影響を受けて、ピンポイントの穴が空いたりとか、

そういったこともあったり、いろいろな条件の中

で当然、主要な要因はやはり老朽化というのがあ

るのだろうというふうに思うのですけれども、こ

の辺ではしっかりとした今後の対応も求められて

いるのだろうというふうに思います。 

 それで、主な要因としてはそういった漏水とい

うようなことでありますので、この間、いろいろ

な機械などの導入などもして大規模な漏水は即わ

かるような形で、断水が起こらないような取り組

みもなされているということは、それは一定の評

価をしているところです。 

 それで、もう１点、ちょっとわからなかったの

は用途別給水状況の中で、家庭用についてはそれ

ほど極端な数字の違いはないのですけれども、営

業用と団体用が極端に数字が落ちているというの

は、これはどんな意味を持っているのか伺います。 

○山崎徹営業課長 それにつきましては、平成26

年度５月、料金改定時に営業用と団体用を合算し

て業務用としたというのが要因でございます。 

○松浦敏司委員 理解いたしました。 

 それから、人口のあらわし方として監査委員の

意見書の中に14ページに出ているのですが、計画

総人口というのが今なお４万5,000人というふう

になっておりまして、この数字というのはどう考

えても現実にはあり得ない数字がいまだに続いて

いるというようなことなのですが、これはどんな

意味を持ってそれをあえて載せているのか、伺い

ます。 

○山崎徹営業課長 これにつきましては、第６次

計画の時に認可申請をした給水計画人口というこ

とで、今現在、その人口という形になります。認

可上の人口です。 

○松浦敏司委員 という点では、この６次計画等

の関係で、そこに数字が載せているので当面はこ

の数字は変更がないと、こんなふうに捉えてよろ

しいですか。 
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○山崎徹営業課長 委員のおっしゃるとおりでご

ざいます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 この会計全体は昨年、基本料金の改定というこ

とに基づいて、結果としては営業成績が上がって

いるということなのだろうというふうに思ってい

ます。 

 そういう意味では、私どもはその値上げについ

ては反対をした立場でありますけれども、いろい

ろな形で市民の皆さんの負担によって現在、収益

が上がっているということなのだろうというふう

に思います。 

 平成26年度の導水管の布設がえというのは一定

数やったと思うのですが、これはどの程度、全体

の導水管からいえば平成26年度、あるいはその前

も含めて、この布設がえというのはどの程度、進

んでいるのでしょうか。 

○佐々木浩司水道部次長 導水管の更新の進捗状

況についての御質問ですが、まず25年２月に導水

管の事故が起こりまして、市民の方に多大な迷惑

をおかけしましたが、それまでの24年度までの導

水管の全体の更新率が41％でございました。 

 その後、導水管の更新の計画を、今現在の計画

を、前倒しにするということで、７年計画を２年

計画でということで25年、26年度で２カ年、７年

間分を前倒しでやらせていただきました。 

 その結果、26年度で全体の更新率が47.4％更新

したという結果になっております。 

○松浦敏司委員 そういう意味では当初、長期計

画を短期でやらざるを得ない状況にはなったのだ

ろうというふうには思いますけれども、そういう

点ではおおよそ半分近くは終わってきたというこ

とで、ただ、残り52.6％はその管というのは耐用

年数から言えばどのぐらいの年数が残っていると

ころがパーセントとしてどのぐらい残っているの

でしょうか。 

○佐々木浩司水道部次長 今現在の残りの52.6％

の部分ですが、ほとんどが管の耐用年数40年です

が、ほとんどが40年を超えてきているような状況

であります。 

○松浦敏司委員 そういう意味では徐々に進めて

いかなければならない。 

 ただ、この交換については耐用年数40年とはい

っても、相当、この間の調査の中でまだまだ持つ

だろうというような調査の結果もあるのだろうと

いうふうに思うので、そういう点では急速に布設

がえをしなければならないというふうにも私は思

わないので、急ぐところと急がなくてもいいとこ

ろと、いろいろなところがあるのだろうというふ

うに思うので、その辺は極力、市民に水道料金と

して跳ね返らない、できるだけ跳ね返らない形が

望ましいというふうに思うので、その点での今後

の努力を求めたいというふうに思います。 

 以上で終わります。 

○井戸達也副委員長 次、ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で、認定第２号平成26年度網走市水道事業

会計の利益の処分及び決算についての細部質疑を

終了しました。 

 理事者入れかえのため、暫時休憩いたします。 

午後３時18分休憩 

午後３時28分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

それでは、引き続き本日の日程であります、

認定第１号中、市民部の所管に関する細部質疑に

入ります。 

○田島央一委員 私のほうからは、主要施策の成

果等報告書の中から質疑をしていきたいと思いま

す。 

 44ページの生ごみ分別堆肥化検証事業について

お伺いします。取り組みの内容の中に生ごみの排

出状況と堆肥化の処理状況及び副資材の内容等と

いうことで検証しますと書いてありますが、この

辺の結果についてちょっと御答弁いただければと

思いますが。 

○梅津義則生活環境課長 生ごみ分別堆肥化検証

事業についてであります。 

 昨年度、潮見地区と呼人地区をモデル地区とい

たしまして合計で4,030世帯の世帯を対象に検証

事業を行っております。 

 検証期間は平成26年９月から11月までの３カ月

間でございまして、収集車輌はパッカー車を使用

して収集をしております。その収集したものを市

内にあります堆肥化処理施設に搬入をいたしまし

て、堆肥化の実験を行ったところでございます。 

 それぞれ３カ月間で収集した生ごみの収集量は

潮見地区で約41トン、呼人地区で約６トン、合計

で47トンが収集されたところでございます。 

 この47トンにつきまして、呼人の堆肥化施設に



－ 98 － 

持ち込んだものを副資材はバークという木材のチ

ップなのですが、それと合わせまして撹拌をしま

して実験を行いました。 

 その結果、ほとんどの生ごみは消滅をするとい

うようなことで検証結果を得ております。 

○田島央一委員 これ、時期の設定が９月、10月、

11月の３カ月ということでしたが、ことしもたし

か駒場とか川向地区やられてると思うのですが、

今後、これ進めていく場合に季節的なものはずら

して事業を進めていくようになるのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 時期のお話でございま

すが、この辺は以前の予算特別委員会等でも質問

を受けたところでございますが、まず１年目とい

うこともありまして、何回かやるということで最

初から決まっているのであれば暑い時期、寒い時

期、それぞれ選んでというようなこともあったの

ですが、何回実験をするかわからないというとこ

ろもありまして、暑い時期と寒い時期、両方の検

証結果が選べるような時期を選んだということも

あります。 

 結果的には今年度もやっておりまして、やはり

その暑い時期のほうが問題が多いだろうというこ

とで今年度は７、８、９の３カ月間で実証試験を

行っているところでございます。 

 今後についてでございますが、平成29年度から

生ごみ堆肥化処理施設は稼働する予定をしており

まして、早ければ平成29年の１月から堆肥化処理

施設の試運転というのが始まりますので、その時

期にあわせてまた地区を、モデル地区をどこか選

定するのか、全市的に行うかという判断もあると

思いますが、いずれにしても来年度予算にかかわ

る部分ですので、その辺については今後、検討し

ていきたいというふうに考えております。 

○田島央一委員 今後の展開のことなので、また

別な機会にでも質疑をさせていただきたいなと思

っています。 

 今回、この３カ月間、事業のほう行っておりま

すが、事前に説明会やられて、その後、住民の意

見とかこの集約で特筆するものとか何かありまし

たらちょっと教えていただきたいのですが。 

○梅津義則生活環境課長 堆肥化試験の結果でご

ざいますが、アンケートを実施いたしましてそれ

ぞれモデル地区、呼人地区、潮見地区両地区にア

ンケートをとりまして意見集約をしております。 

 対象世帯としては529世帯の方に送りまして、

回収したのが262世帯で、回収率としては49.53％

でございます。 

 主立った意見としましては、事業の実施自体を

知っていたという方は90％でございます。知った

方法というのは、説明会が24％、回覧が25％、配

布した専用袋が34％、この三つの手段で83％とな

っております。 

 事業の協力度でございますが、全て分別で実施

したという方が60％、半分、もしくは一部を分別

したという方が28％、逆に一般ごみとして全部出

したという方が５％いらっしゃいました。 

 分別することについてでございますが、大変、

少し大変という方が41％、問題がないという方が

50％、水切りを十分に、ある程度行ったという方

の割合が85％となっております。 

 水切りを積極的に行っていただいたという結果

が出ております。 

 分別したときの一般ゴミの量ですね、それにつ

いては減った、もしくはどちらかというと減った

と答えた方が66％、逆にふえたですとか、どちら

かというとふえたと答えた方はゼロ％でございま

す。 

 あとステーションの状況なのですけれども、ご

みステーションの状況は今までと変わらないとい

う回答は58％、被害が大きくなった、もしくは少

なくなったと答えた方が５％でございます。 

 あと、現在のごみステーションで十分かという

問いに対しては66％の方が十分だということで、

十分だと思わないという方が29％でございます。 

 収集回数、袋の容量、回収方法、料金について

聞いておりますが、週２回が適当だという方が69

％、袋の大きさが適当だという、今回５リットル

の袋を使ったのですが適当だと回答された方が50

％です。小さいと回答された方も30％いらっしゃ

いました。 

 回収方式ですが、袋収集がよいと回答された方

が59％、ステーションに専用バケツを設置してほ

しいという方が27％ございました。 

 収集料金についてですが、無料がいいという方

が68％、逆の有料がいいというふうに回答された

方が８％、どちらでもよいというのが15％いらっ

しゃいました。 

 堆肥、でき上がった堆肥を利用したいかという

問いに対しては、利用したいと回答された方が57

％、利用しないと回答された方も35％いらっしゃ
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いました。 

 以上のような結果となっております。 

○田島央一委員 まず、ごみの分別、このモデル

事業のことを知らないという方も10％いたという

ことで、これ最初、自分がぱっと見たときに強制

的にもう全部分けなければいけないのかなと思っ

たら、そうではないということでいいのですよね、

要は一般ごみで出しても、それでもいいというよ

うな体制の中で、モデル事業で協力してもらえる

ところは協力してもらうというぐらいの感じでよ

ろしいのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 今回のはあくまでも検

証事業ということで実験をやっておりますので、

強制力を持った分別というのは行っておりません

ので、あくまでも協力ということでお願いをして

おります。 

○田島央一委員 協力の体制でちょっと気になっ

た部分もあったのですけれども、例えばこれは転

入者が９月、11月ってそんな多くはないと思うの

ですけれども、こういった時期に入ってきて、市

のほうから説明、ごみの分別の資料をばっと渡さ

れたときに、多分、そういうところに試験事業や

っていますよというペーパーとか入れていました

か。 

 例えば、この呼人と潮見だとか、今後、やって

いるような駒場、川向などそういったところでは

やっていますか。 

○梅津義則生活環境課長 転入者に対しての措置

というのは特に行われてはおりません。 

○田島央一委員 任意で協力願うということで、

そこまでの追っかけはしていないという認識で了

解しましたが、精度を高めていくのであればそう

いう取り組みがあってもいいのかなという一つの

意見だと思っていただければと思います。 

 週２回、収集してほしいというようなアンケー

トの結果が多かったというふうに今、聞きました

が、この結果を踏まえて平成29年の１月、試運転

を開始するということだったので、収集業務の中

にこの意見の反映というのはちゃんとしていくと

いう考えでよろしいのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 前年度の結果と、今年

度もアンケート調査を実施する予定ですので、そ

の結果を踏まえて今後の収集体制等について反映

させていきたいというふうに考えております。 

○田島央一委員 承知しました。 

 あともう１点、ちょっと確認なのですが、今回、

モデル事業で生ごみということでちゃんと分別し

ていくということなのですけれども、もう一方で

この隣のページ、43ページの下段に生ごみ処理機

の普及支援事業ありますが、ここは、こことの整

合性は特段おかしいということはないと思うので、

この事業がなくなるとか、そういったことはない

ですよね、それは確認なのですが。今後、その生

ごみを分別が全市的に始まったときに、それであ

ればこの事業要りませんねという話になるのか、

それともこのまま継続していくのかという点だけ

確認したいのですが。 

○梅津義則生活環境課長 生ごみ処理機の普及支

援事業についてですが、こちらにつきましては生

ごみの分別収集が開始になった後も継続する予定

であります。 

 生ごみ自体がやはりごみステーションに出され

た時点でいろいろ問題も発生するという性質のご

みですので、自家処理していただくのであれば、

それは非常に有効というふうに考えておりますの

で、継続していきたいというふうに考えておりま

す。 

○田島央一委員 承知しました。 

 以上で、質問終わります。 

○井戸達也副委員長 次。 

○永本浩子委員 私のほうからは成果等報告書の

ほうの40ページ、24時間電話健康相談サービス事

業というのが載っているのですけれども、24時間、

365日いつでも電話によって医師や看護師等の専

門スタッフに健康、医療、介護、育児の相談がで

きる体制ということで、この決算額657万5,000円、

ほとんど人件費だと思うのですけれども、現実に

はどういった具体的な体制で行われているのでし

ょうか。 

○武田浩一健康管理課長 24時間の電話健康相談

サービスの事業についてのお尋ねですけれども、

これにつきましては網走の市民を対象といたしま

して市民が健康ですとか、医療、育児等の不安の

解消を図るということと、救急医療及びその救急

車の適正利用など、コンビニ受診の抑制を図ると

いう意味の目的から行っている事業でございます。 

 これにつきましては、民間の会社のほうに委託

をしているところでございまして、その体制とい

うことにつきましてはドクターで129名、カウン

セラー、これは保健師ですとか、助産師等になり
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ますが199名、オペレーターで36名、合わせて360

名以上のスタッフが体制を整えて24時間、365日

の電話対応に答えているという形の体制になって

いるところでございます。 

○永本浩子委員 民間の会社に委託をして行って

いるということで了解いたしました。 

 年間相談件数が26年度は994件ということなの

ですけれども、これ、今までの推移というか、ど

れぐらいの数字できているのでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 この事業につきまして

は、平成25年、一昨々年の年度になりますけれど

も、５月１日から始まった事業になっております。 

 それで、25年については５月からになりますが、

666件の数字をいただいております。26年につき

ましては、先ほどここに記載のとおりの994件と

いう数字になっているところでございます。 

○永本浩子委員 事業の内容としてはとても大事

な部分だと思います。 

 私自身も一応、薬剤師ということでいろいろな

方から薬の相談とか健康の相談とかを受けるので

すけれども、こういった電話相談があるというこ

とを知らない人がすごく多いのではないかなと思

うのです。 

 ぜひ、もっともっと多くの方に利用していただ

ければ、不安感もなくなったりとか、適切な受診

ができたりということが考えられると思うのです

けれども、この市内広報紙による事業の周知が11

月１の１回だけということなのですが、もうちょ

っといろいろな角度から市民の皆さんにわかって

いただく努力というのをされたほうがいいのでは

ないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 そのほかに周知といた

しましては、４月の始めに全戸配布をしておりま

す「みんなの健康」健康カレンダーというのがあ

るのですけれども、それにも記載しております。 

 そのほか、毎月の広報、裏表紙になりますが、

そこのところにもあばしり健康ダイヤル24という

ような形で周知をさせていただいているところで

ございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 また、もっと多くの方にまた利用していただけ

るような角度も考えていただきながら大いに推進

していただきたいと思います。 

 47ページの住宅用太陽光発電普及促進事業なの

ですけれども、太陽光エネルギーを利用した住宅

用発電システムの設置を推進するということでモ

ニターを募集するということで、一応、これ多分、

予算としては20件を予定して１件９万円というこ

とで、９件ということだったと思うのですけれど

も、この予定数よりもかなり少ない件数であった

ということに関してはどのようにお考えでしょう

か。 

○梅津義則生活環境課長 住宅用太陽光発電普及

促進事業についてですが、こちらの事業は事業を

始める前の段階から平成26年度の国の補助の予算

措置がなくなるというようなこともわかっていた

ものですから、できるだけ皆さんに設置をしやす

いような形ということで、要綱も早目に制定しま

して期間を長く設けてやったところでございます

が、ちょっと残念ながら予算の件数までは届かな

かったところでございます。 

 あと、電気代高騰等によるオール電化住宅の敬

遠といったような要素もあったようでございます

し、北電がドリーム８というのですか、深夜電力

の新規の受け付けをしていないといったような情

報もありましたので、それでオール電化のほうの

普及が進まなかったのかなというふうに思ってい

まして、やはりオール電化が進まないと、この事

業についてはなかなか進んでいかないものという

ふうに考えております。 

○永本浩子委員 今後の持っていき方というのは

どういうふうなお考えなのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 今後の方向性というよ

うなことでございますが、こちらの事業、国のほ

うの、うちのほうの事業９万円に対しても国の補

助が今までは入っていたところですが、実は国土

交通省のほうから出ている社会資本総合整備交付

金のほうが今年度から対象にならなかったという

ようなこともありまして、国のほうは余り太陽光

を進めていくというのは太陽光よりも何か別な再

生可能エネルギーのほうにシフトしていくという

ような動きも見られますので、その辺の動向を見

きわめながらこの事業については検討していきた

いというふうに考えております。 

○永本浩子委員 ちょっと太陽光のほうは少し微

妙になってきたという感じのようなのですが、一

応モニターの方の利用状況の定期報告書の回収率

が100％ということで、いろいろな方の使ってみ

た方の声というのが多分、多く寄せられているの

だと思うのですけれども、使ってみて太陽光にし
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てよかったという声といろいろと問題もあったと

いう声もあったかと思うのですが、大方どのよう

な回答になっているのでしょうか、報告のほうは。 

○梅津義則生活環境課長 直接、設置された方の

声というのは聞いたことはないのですが、やはり

どちらかというと……。 

○後藤利博市民部長 住宅太陽光発電の普及促進

に向けたモニターということなのですけれども、

これは設置していただく方に住宅太陽光を使って

いただいてどういう結果であったかという、これ

までのデータをとりまして、それはホームページ

などで紹介をしながら募集もしているという状況

です。 

 使われている方は、網走の場合は特に日照時間

も長いということで、それなりの効果は上げてい

るということで、決してよくないシステムだとい

うお答えにはなっていないで、ここはいいシステ

ムだというふうに私どもも理解をしておりまして、

それはそういうふうに広報もしているのですけれ

ども、ただ、問題点は既存の建物に掛けるような

形でパネルを設置すると、既存の建物との耐用年

数ですとか、屋根の改修とかということが支障に

なって、つけたいという気持ちがあるのだけれど

も、なかなか設置に至らないというような現状。 

 ですから、新築住宅のときには逆につけたいと

いうお話が多いのですけれども、今、課長からお

話がありましたように国のほうからの設置に対す

る助成制度がなくなったこともございまして、市

だけのこのモニター委託料ということになると、

やはり若干、設置される数というのは減少傾向に

なってきたのかなというふうに考えております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 私としては、太陽光をぜひ推進していただいた

ほうがいいかなと思っていたのですけれども、ち

ょっと国の流れの見ながらということになるかと

思いますけれども、また検討しながら推進してい

ただきたいと思います。 

 私のほうから以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○古都宣裕委員 同じく24時間電話健康相談サー

ビス事業についてお伺いします。 

 成果等報告書40ページ、決算資料だと205ペー

ジになります。 

 先ほどもいろいろとやりとりあったのですけれ

ども、この中の年間相談件数が994件となってい

るのですけれども、この中で実際に相談を受けた

中で救急車等につながったケースと、それともそ

の場の窓口で相談で終わったケースとどういうよ

うな形があったのか、データがあればお示しくだ

さい。 

○武田浩一健康管理課長 相談件数994件の内訳

でございますけれども、内容というような形のお

答えというような報告になっておりまして、症状

を相談をするというような形で317件、治療の方

法等、治療に関する相談ということで180件、育

児に関する相談ということで130件等々の、その

ほか母子保健に関する等々いろいろあるのですけ

れども、大きなものといたしましては今言った内

容の分類という形になっているところでございま

す。 

○古都宣裕委員 この目的のほうでコンビニ受診

の抑制等とあるのですけれども、ここでせっかく

相談してきた部分というのはいろいろな方が同じ

く疑問に思っている部分だと思うのです。 

 それのデータを生かした上で、例えばこういう

場合ですと病院に行かれたほうがいいですよ、こ

ういう場合、こういう対処で済みますよというよ

うな啓発活動というものは何かほかにこれを通じ

て行っているものはあるのでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 実際、相談によって受

診に行かなかったという形の数字になるのですが、

それにつきましては例えば受診すべきかで迷う状

況で相談をしたときに、家庭で行えるケアや観察

をアドバイスして受診せずに済んだですとか、土

曜日、日曜日でなくても週明けでも大丈夫ですと

いうアドバイスによって、実際に救急に行かなく

て済んだですとか、あとは育児ですとか、普通の

成長の過程等なのですけれども、それが病気だと

いうような形で思い込んでしまったケース等々が

ありまして、それについては約400件弱ぐらいの

ケースで、それが実際、未受診、救急車等を使わ

ない、休日、夜間等に病院に行かないというよう

な形でつながっていったという報告を受けており

ます。 

○古都宣裕委員 ちょっと質問が、僕の仕方が悪

かったと思うのですけれども、実際こうして得ら

れたデータによって、例えば育児の相談であれば

新生児訪問のときにこういう疑問が多かったので、

こういう資料を配ったら安心されますよですとか、

健康カレンダーにこういう部分だとそんなに急が
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なくても大丈夫ですよというのを載せたりとかと

いった、この得られた結果のデータを活用に何か

使っていらっしゃいますかという質問だったので

すけれども。 

○武田浩一健康管理課長 データにつきましては

毎月、先ほど言いました民間の委託会社から報告

を受けているところでございます。 

 そういった部分について内部のほうでは、その

報告を見て検討しておりますが、その中でいろい

ろ個別の相談ですとか、訪問ですとかという段階

については、これを直接、具体的にやっていくと

いうようなことは今のところなかなかできていな

い部分もありますが、今後、そういったものも生

かしながら、より充実した相談内容等にしていき

たいと考えております。 

○古都宣裕委員 子育て支援課ですとか、高齢者

の方もいらっしゃいますし、いろいろな福祉の部

分にもまたがる相談内容もあると思いますし、せ

っかく得られたそういったデータを有効に活用で

きるように生かしていただきたいなと思います。 

 次の質問に行きます。次は、予算書209ページ、

不法投棄物回収事業、下から３行目にあるのです

けれども、どんなものが、どれぐらいの量あった

のかわかっていればお示しください。 

○梅津義則生活環境課長 不法投棄物回収事業に

ついてでございます。 

 平成26年度の不法投棄件数は56件ございました。

内容といたしましては、タイヤですとかテレビが

多いということでございます。 

 そのほか一般的なごみとか、そういったものが

袋に入って投棄される、ポイ捨てというようなも

のも、そういうのは多数ございます。 

○古都宣裕委員 私は家が二ツ岩なのですけれど

も、そのカーブの際、夜な夜な能取岬に行くよう

な車をたくさん見受けるのですけれども、その間

にやはり何もない区間のところに大量にごみが捨

てられると、コンビニの袋に入れられて捨てられ

ているのもありますけれども、ポイ捨て防止の立

て看板一つもないですし、そういった人がいない

というのが一番いいのですけれども、そういった

部分の啓発活動も含めてやっていかなければ観光

を売っている町として、やはりそういった部分が

見えるというのはすごく残念に思いますので、こ

ういった部分というのはもう少し取り組んでいた

だきたいなと思います。そこは要望で、次の質問

に入ります。  

 次は、成果等報告書46ページ、予算書211ペー

ジ、濤沸湖水鳥・湿地センター管理運営事業とあ

るのですけれども、目的の中に観光客とあるので

すけれども、入館者総数が２万93名、このうち観

光客と思わしき者はどのぐらいいらっしゃったの

か、そして水鳥・湿地センター自体は環境省につ

くってもらって、市で管理しているものなのです

けれども、観光客もターゲットということは、観

光部とどのように連携しているのかお答えくださ

い。 

○細川英司生活環境課参事 平成26年度の濤沸湖

水鳥・湿地センターの来館者数２万93人でござい

ますが、観光客、もしくはそれ以外の方というよ

うな入館者の集計等は残念ながら行ってございま

せんが、団体のバスで御利用になられている方、

そちらの方が平成26年度は１万2,234人、主にレ

ンタカー等個人客の方が7,859人、団体の割合が

61％、個人の割合が39％というふうになっており

ます。 

 観光との連携でございますが、特に主に冬期間

の団体客の利用が多いという傾向がございますの

で、観光との連携でございますが、他の市にござ

います観光資源の中の一つとして濤沸湖水鳥湿地

センターを訪れていただくような方策を考えて実

施していきたいと思っておりますが、現在、観光

部とセンターのほうでは市内にございます七つの

ミュージアム、セブンミュージアムというのがご

ざいまして、そちらのほうでスタンプラリー等を

実施いたしておりまして、各施設と連携しながら

それぞれの施設でスタンプラリーで訪れていただ

いて、ごらんいただいて利用者を相乗的にふやし

ていこうという取り組みを行っております。 

○古都宣裕委員 もともと環境に配慮した施設で

あるという部分もありますし、なかなか観光をそ

んなにメーンにというのはちょっと難しい部分も

あると思うのですけれども、市内の経済状況を考

えたときに少しでも利用率を上げた上で滞留時間

を延ばすことが網走経済にとってプラスに働くと

思いますので、もっとできれば密に連携をとった

上で利用率、また観光客の利用を上げるように働

きかけていただきたいなと思います。 

 その下の地球温暖化対策推進事業なのですけれ

ども、これのリーフレット作成・配布とあるので

すけれども、これはどれぐらいつくった上でどの
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ように配布されたのかお示しください。 

○井戸達也副委員長 答弁調整のため、暫時休憩

いたします。 

 着席のままお待ちください。 

午後４時07分休憩 

午後４時08分再開 

○井戸達也副委員長 再開いたします。 

次の質問者に移ります。 

○川原田英世委員 僕のほうから成果等報告書か

ら質問させていただきたいと思います。 

 37ページ、食品加工体験センターについてちょ

っと御質問させていただきたいのですが、非常に

人気があってなかなか予約しようにもとれないぐ

らいの人気だというふうに伺っています。実績に

もあるように稼働率98％と、利用人数2,980人と

いうことで、3,000人ぐらいのが利用の限界なの

かなと思うのですが、この人数というのはどうな

のでしょう、これで限界ということでこの人数と

入れかえでよかったのでしょうか。 

○田邊雄三市民課長 みんぐるの利用状況ですけ

れども、利用率98％で今、3,000名弱が使われて

いるということで、これは１日に２団体、３団体

も入るという状況の中で利用をしている状況でや

っております。ものによって、それできる場合と

できない場合がありますので、一概にこの人数だ

から今後、ふやせられないとか、そういうもので

はなくて、加工品の種類によって変わってくるも

のと思っております。 

○川原田英世委員 これ、時間は何時から何時ま

で、基本的な時間は何時から何時までということ

になっているのでしょうか。 

○田邊雄三市民課長 開館時間は９時から５時半

までとなっております。 

○川原田英世委員 最近、こういった料理をする

のが非常にブームというか、食育にもなりますし、

いろいろなところでこういった取り組みがあるの

だと思いますが、ここまで設備が揃っているとい

うところもなかなか北海道探してもないのではな

いかなと思うのですけれども、特に今、共働きが

多い若い世代、女性も働いている方が多いという

ところですので、仕事に勤めていて、勤めた後に

こういったところグループをつくって、若い女性

が体験できるだとか、施設を使えるという環境が

あるとすごく嬉しい、女性たちにとっても嬉しい

のかなと。逆をいうと男性も男性のグループで、

食材が身近にある町ですから、自分たちで取れた

もので使ってやりたいと思っても仕事の後だとか、

なかなか土日というわけにもいかないと思います

ので、そういった使い方をしたいという意見もい

っぱいあると思うのですが、そういったふうに対

応は今、検討されていたりするのか、お伺いした

いと思います。 

○田邊雄三市民課長 利用について土日もやって

おりますので、お休みの方はそこでお使いいただ

きたいのですけれども、やはり働いている方で仕

事の終わってからということもあるのですけれど

も、現在、加工指導員１名と補助が１名というこ

とで、今その中で回しておりますので、なかなか

指導員もふやせられないということで、勤務体系

の関係で今はできないということで御理解いただ

きたいと思っております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 これだけ稼働率も高くて、予約しても断られた

という、断れるケースがかなりあるということで

すので、かなり要望は大きいと思いますからぜひ

検討していただいて、増員して時間をより延ばせ

るようでしたら、ぜひ延ばしていただきたいなと

思います。 

 次に、その下、青少年平和友好都市交流事業に

ついて質問させていただきます。 

 これも継続されてやられているということで、

今後の方向性にもあるように参加希望者が毎年多

くいるということもあって、ずっと続けられてき

たことだとは思うのですが、活動報告で２回とあ

ります。戦没者追悼式で感想文朗読と市広報誌記

載とありますが、活動報告この２回、本当に２回

だけということで理解していいのでしょうか。 

○田邊雄三市民課長 ７月の終わりに糸満市に派

遣をしまして、戻ってきていただいてから９月号

の広報に間に合うように感想文を書いていただい

て、４人とも掲載をしているということと、８月

にある戦没者追悼式に１名ですけれども、その感

想文を朗読をいただいているということになって、

活動としては報告としてはそこなのですけれども、

あとは各学校に帰ってから学校のほうでいろいろ

とお伝えをしていただきたいというふうに考えて

おります。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 それぞれの学校に持ち帰って、学校の中で発表

とかしているのかなと思います。派遣数は４名と
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いうことで、それぞれの学校なのかどうなのかと

いうところで、今の部分ちょっとお伺いしたいの

ですが、この４名、それぞれの学校からばらばら

にという感じなのでしょうか、ローテーション組

んで均等に回しているとか、そういう工夫が何か

あるのでしたら教えていただきたいと思うのです

が。 

○田邊雄三市民課長 派遣する４名はそれぞれ違

う学校から選んでおりまして、３年間の間に各中

学校２回対象とする派遣の考え方で校長会にも説

明して実施しているところでございます。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 すばらしい事業だなと思うところなのですが、

今、やはり技術も進んできているということが１

点、それからやはり実際に沖縄で沖縄戦を体験さ

れた方たちも80歳を超えているような状況だと、

これから先にもやはりしっかりと伝えていくには

行った子供たちに直接そういう体験したものを、

僕はもっと動画だとか、いろいろなものを使って

保存していくということもまた必要になってくる

のかなと思いますが、そういった報告にもつなが

るし、行ったときの体験の中で撮影隊を従えて行

くというわけにはいかないですけれども、子供た

ちみずからにカメラを持ってもらって記録映像を

つくってもらうとか、そういった取り組みを広げ

ていただきたいなと思うのですが、いかがでしょ

うか。 

○田邊雄三市民課長 派遣して、平和学習と糸満

市との友好交流事業にもなっておりますので、そ

ういった中でいろいろな体験をしてきていただい

ているのですけれども、今、映像については今の

ところ映像を撮ってくるとか、そういうような予

定はなくて、写真はいっぱい撮ってきております

ので、映像についてもそういう考えができればや

ってみたいなと思うのですけれども、研究させて

ください。 

○川原田英世委員 ぜひ、検討していただければ

なと思います。 

 次に、39ページにＡＥＤ設置事業についてお伺

いさせていただきます。 

 これはもう置かれるようになってきて、普及が

かなり進んできたなというのが皆さん共通の認識

だと思うのですけれども、しかしながら果たして、

では置いてあるそのＡＥＤを使えるかというと、

使える方はほとんどいないというのが現実なのだ

ろうなと思いますが、そういった使い方の講習だ

とか、使い方のマニュアルを市民に示すとか、そ

ういうような活動をされているのかお伺いしたい

と思います。 

○武田浩一健康管理課長 ＡＥＤ設置事業にかか

る市民の方等のマニュアルというか、使い方の説

明ということについてでございますけれども、消

防署のほうで定期的にＡＥＤの使い方という指導

講習というのを開催しております。 

 あとは、例えば老人クラブですとかいろいろそ

の会合の中でそういった要請があれば対応できる

ような形になるということで聞いております。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 僕も違う場所で何度か質問したことはあったの

ですが、コンビニに置かれることがふえてきた、

また集会施設にも置かれるようになってきたと、

この実績に書いてあるとおりだと思うのですが、

となるとコンビニの店員だとか、各集会所の管理

されている方もやはり使い方を知っていただくと

いうのは大事だと思うのですが、そういった部分

いかがでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 使い方に関しましては、

今言った講習等もあるのですけれども、基本的に

今、私ども設置しているＡＥＤにつきましては、

声が出て、それに従えば誰でもできるというよう

な形の設置になっているところでございます。 

 そういったＡＥＤを設置させていただいており

ます。 

○田邊雄三市民課長 集会施設の分につきまして

なのですけれども、郊外の集会施設、平成26年度

は、地域の地域自主防災訓練を実施しました能取、

嘉多山、浦士別、二見ヶ岡で、その中でＡＥＤの

講習を取り入れてやっております。 

 また、既設保育所が設置されております嘉多山、

藻琴、北浜、浦士別では保育士が毎年、ＡＥＤの

講習をやっているということになっていまして、

コミュニティーセンターでも設置しておりますけ

れども、だいたい二、三年に１回は講習をすると

いうことでやっていまして、毎年、コミセンとか

で実施はするとなかなか人が集まらないというこ

とで、その情報は各コミセンに伝えまして、開催

するコミセンに集まってもらうという取り組みを

今年度からやっているところでございます。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 ぜひ、そういう取り組みを続けていただきたい
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なと思います。 

 音声が出てそれに従えばだとか、マニュアルが

あるとかいっても、この前、僕ちょっと偶然ＡＥ

Ｄを使う事態になったところに居合わせたのです

けれども、混乱していますよね。女性だったので

すけれども、一緒にいた方が、誰か使える方いま

せんかと走り回りながら叫び回るような状況にな

ってしまっていて、設置されている場所が近くに

あったのですけれども、そこに行くまでにもう混

乱していて、とてもたどり着かない、また音声が

そういうふうに流れていても全然気づくような、

それで正式にできるような状況ではないというこ

ともありましたので、やはり一度は使ってみても

らえるような仕組みづくりをこれからぜひ検討し

ていただきたいなと思いますので、よろしくお願

いします。 

○井戸達也副委員長 質疑の途中ですが、ここで

暫時休憩をいたします。 

午後４時20分休憩 

午後４時29分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 川原田委員の質疑を続行いたします。 

○川原田英世委員 引き続き、何点か質問させて

いただきたと思います。 

 看護師・薬剤師確保対策支援事業についてお伺

いさせていただきたいのですが、全道的に、全道

以外もこういった取り組みどんどん広がってきて

いることだと思うのですけれども、今、実績で３

医療機関に61名が実際に学校を卒業されて入って

いると、勤められているということではないので

すよね、この書き方。ちょっと書き方どういう意

味なのかわからなかったものですから、今、在学

中の方なのかどうかちょっと確認です。 

○武田浩一健康管理課長 看護師・薬剤師確保対

策事業の61名の内訳でございますけれども、３医

療機関で61名でございまして、そのうち卒業をし

た方は３医療機関で25名の方が26年度で卒業され

ておりまして、そのほかの方たちにつきましては

継続してまだ学校に在学しているという形になっ

ております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 １学生１カ月当たりの２万円を増額していると。

医療機関に一定期間以上従事した場合で、それぞ

れの医療機関で違うのかなと思うのですが、どの

ぐらいの一程期間なのか教えていただきたいなと

思います。 

○武田浩一健康管理課長 例えばという形になり

ますけれども、ある医療機関であれば貸与期間の

２倍、あとは通信制の看護学生ということであれ

ば貸与期間1.5倍の期間勤めてもらうというよう

な形になっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 これで網走から出た方が戻ってきて、こちらで

働いていただけるという期間があればいいなと思

うのですが、これ期間が終わった後のどうなった

かというのは調査されていますでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 この事業につきまして

は26年、昨年度からの事業になっておりますので、

今後、それも含めてやっていく形になろうかと思

います。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 ほかの自治体の話など聞いていると、この期間

が終わったらすぐに東京のほうに行ってしまった

とか、そういったケースがかなり聞かれるという

のがあります。 

 やはりこちらに勤めていただいて、ある程度、

人間関係を構築して、その期間が終わっても引き

続き残ってもらえるというのが大切だなと思って

いますので、そういった意味でもちょっと取り組

みの仕方も含めて調査も進めていただければなと

思いますのでお願いいたします。 

 そして、ちょっと次に移らせていただきまして、

今度、46ページのほうにある水質汚染防止対策事

業についてお伺いさせていただきたいなと思うの

ですが、この水質調査、何項目の調査行っている

のかまずお聞かせいただけますでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 こちらの調査でござい

ますが、８項目あります。 

○川原田英世委員 ８項目となると簡易水道用の

調査に当たる一番簡易なものなのかなと思うので

すけれども、塩分だとか汚れのぐあいだとか、そ

ういう水質調査に当たるのかなと思うのですが、

これ済みません８項目の調査で水質汚染防止法に

基づいてということなものですから、その防止法

の中では８項目でいいということになっているの

か、ちょっと確認なのですが。 

○梅津義則生活環境課長 今、調査しております

のは水素イオン濃度と生物化学的酸素要求度、そ

れと浮遊物質、溶存酵素、大腸菌郡数、化学的酸
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素要求量、全窒素、全リンということでございま

す。 

○川原田英世委員 ありがとうございます。 

 これでもし仮にですが、何か問題があった場合、

異常が見つかった場合の対策の流れなのですが、

ちょっと教えていただきたいなと思います。 

○後藤利博市民部長 水質汚濁防止の調査の関係

なのですけれども、市のほうで行っております箇

所、それから内容については、箇所については網

走川水系、それがリヤウシ川、女満別川、市内の

河川、卯原内川ですとか、浦士別川などあるので

すけれども、それぞれその中で先ほど申し上げま

した項目の調査をして、それがある程度の基準値

を超えているというような場合であれば、そこの

管理している、例えば１級河川であると国、北海

道がやるとなっていますので、それぞれそういう

ところに情報提供して、また、それぞれそういう

機関も自分たちでも調査をやっておりますので、

そういう中で基準値が上がってきたときにどうい

う対策をしていくのかという、私どもは調査の段

階という形でやっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 近年、本州のほうでも水に毒物が投げ込まれた

だとか、そういった事件がありました。 

 意外と一般市民でもと言ったらあれですけれど

も手に入れやすくなってきているのです、いろい

ろな毒物だとかそういうもの、そういったことも

ありますし、何が起こるかわからないといったら

あれですけれども、どんな影響で水質に影響を与

えるかわかりませんし、それがどういった水産物

に与える影響というのもありますので、しっかり

と調査等、そういったところと連携、進めていた

だきたいなと思います。 

 僕のほうからは以上です。ありがとうございま

した。 

○井戸達也副委員長 ここで、先ほどの古都委員

の質疑の中からの答弁から。 

○梅津義則生活環境課長 先ほどの地球温暖化対

策推進事業のリーフレットの印刷枚数等について

でございますが、家庭用の家庭でできる10の取り

組みについては１万9,000部印刷をしておりまし

て、こちらは市内の全戸に配付をしております。 

 配付方法としましては、市内地区におきまして

は民間の配付会社を通じて配付しております。 

 あと、郊外地区におきましては市の広報紙に折

り込む形で配付をしております。 

 それと、事業所でできる10の取り組みについて

でございますが、こちらは3,000部、こちら平成

25年度に印刷をしております。 

 配付は26年度に行っておりまして75事業所、各

事業所に５部ずつ配付しておりますので、約400

枚が使われているという状況です。 

○古都宣裕委員 １万9,000部でリーフレットで

家庭のほうは多分、全戸配付になっていると、事

業所も各事業所に大体５部ずつ行って、先ほどの

話だと約2,600部ほど余っている状況かなと思う

のですけれども、配ってよかったというよりは、

配った上で一般の家庭の方々に中身を見てもらわ

ないと多分、この内容としては伝わらないのかな

と思うのですけれども、その見てもらうまでのプ

ロセスの工夫、例えば我々広報委員会とかでもや

っております表紙の工夫ですとか、そういったも

のって何か行ったのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 こちらのチラシにつき

ましては配付したほかにインターネットでの市の

ホームページへの掲載ですとか、配付時に報道機

関に取材をしていただくなどといったような手法

で皆さんに知っていただくというようなことをし

ております。 

○古都宣裕委員 先ほど申し上げたごみについて

もそうですけれども、やはり取り組みについては

やはりモラルの問題も多様にして大きい部分もあ

りますし、一人一人がやはり意識して目にしても

らわないとこういった取り組みもやっていたのか

ぐらいで終わってしまっては意味がないと思うの

で、積極的に広報紙等にもそういったホームペー

ジに載せているのであれば、そこにつながるよう

なＰＲもしていっていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○松浦敏司委員 私のほうから何点か伺います。 

 成果表の39ページにあります救急医療体制づく

り事業というのがございます。これは、目的にあ

りますように今、市民初め地域住民の救命率向上

や後遺症軽減を目指しというようなことで書かれ

ておりまして、実績も書かれています。 

 ここにありますように外科系で２医療機関、内

科系で６医療機関というふうにありますが、これ

は具体的にいえばこの医療機関はどこどこになる

のでしょうか。 
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○武田浩一健康管理課長 外科系２医療機関につ

きましては厚生病院、こが病院、内科系の６医療

機関につきましては中央病院、中山医院、後藤田

医院、はまむき医院、青沼医院、金川医院という

ことになってございます。 

○松浦敏司委員 大変重要な仕事だといいますか、

体制だというふうに思います。 

 ただ、私も心配しているのは医師の高齢化とい

うのは多分あるのだろうというふうに思うので、

その点での今、どのような認識になっているか伺

いたいと思います。 

○武田浩一健康管理課長 今、委員のお話のとお

り、医師の高齢化ということになっているという

のは私どもも認識しているところでございます。

その点につきましては、今後いろいろな形で改善

をしていくような努力というのは必要になるかと

いう形で認識しております。 

○松浦敏司委員 それで例えば個人で医院をやっ

ているところでいえば、後継者がうまくいればい

いのですけれども、なかなかそれもそう思うよう

にはいってないのかなというようなこともあるの

だろうというふうに思いますが、ここはぜひ市も

協力をして救急医療体制をしっかり守っていく、

そのために引き続き努力をしていただきたいと、

これはこの程度にしておきたいと思います。 

 あとは、24時間電話健康相談サービスについて

でありますけれども、この相談業務というのはそ

もそもコンビニ診療が問題となっていて、これを

少しでも緩和するというような目的だったかとい

うふうに思うのですけれども、この間、ここにあ

りますように年間でいえば900、約1,000件近く相

談があるということなわけですけれども、具体的

にいえば、例えばこの相談業務によって結果とし

てコンビニ受診がどの程度、減少したのかという

のは、これはつかめないのでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 先ほど少し触れさせて

いただいたところでございますけれども、利用者

からの委託先からの報告書の中で、電話を受けま

したと、そういったときに例えばこれは家庭で行

って大丈夫ですよと、そんなに急に病院のほうに

行かなくてもいいですよですとか、これは例えば

土曜日だとか日曜日だとしたら、これは週明け、

きちんと普通の平日で大丈夫ですよというような

形で、受診に至らないで未受診でそれは大丈夫で

すよということで回答させていただいたのが約

400ぐらいというような形で報告を受けておりま

すので、単純にいうとその部分については、例え

ば土日だとか、夜の部分としたら、その部分につ

いてはコンビニ受診等に跳ね返っているのではな

いかというような形で考えているところです。 

○松浦敏司委員 理解いたしました。役割を一定

果たしているというふうに受けました。 

 次に、麻疹、風疹の予防についてであります。

当初予算で725万9,000円、決算額でいえば572万

4,000円ということであります。 

 この取り組み、どんな形で実施されているのか

伺います。 

○武田浩一健康管理課長 麻疹、風疹の予防接種

事業についてでございますけれども、これにつき

ましてはまず12カ月から24カ月未満のお子様、５

歳から７歳未満のお子様で１期、２期という形に

なるのですが、ここは接種していただくという形

と、妊娠を希望する女性ですとか、配偶者の方た

ちに助成する、これの風疹のほうになりますが抗

体検査及び予防接種に関するもの、あとは任意検

査という形の中で麻疹、風疹任意の形で助成をし

て受けるというような形の三つの制度からなって

いるものでございます。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 それで、当初、予定していた人数よりも若干、

結果としては少なかったのかなというふうに思う

のですが、その辺はどんなふうに見ているのか、

例えばこれでいいますと法的に強制力を持ってい

るわけではない、任意で受けるということになっ

ているのだろうと思うのですが、その辺は当初の

目的からいって、今回のこの結果というのはどん

なふうに押さえているのでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 先ほどの子供の部分に

つきましては、おおむね感染が広がらないという

ような形でよく言われています95％以上、接種率

としてキープしているところになってございます。

これについては、事業効果があるという形に考え

ております。 

 また、妊娠を希望する女性、配偶者の部分につ

きましては、抗体検査で33名、予防接種のほうに

移行した方で14名というような結果になってござ

いますので、この点につきましてもこれが多いの

か少ないのかというのはなかなか判断しづらい部

分ですけれども、こういった形で御利用いただい

ているというような形になっておりますので、事
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業費の関係というのはなかなか強制ではないもの

でございますので、そういった部分で子供のほう

については評価できるのではないかと考えており

ます。 

○松浦敏司委員 ぜひ予防接種ですから、こうい

った病気にかからないための接種なので、これは

ぜひしっかりと取り組んでいってほしいというふ

うに思います。 

 それで次に移ります。特別会計についてです。

国民健康保険の会計についてであります。 

 国保料の収納率について、現年度では昨年度ま

では収納率が上がっておりましたけれども、平成

26年度は若干下がって93.50ということで、マイ

ナス0.30ということであります。 

 しかし、滞納分が前年度よりも引き上がってお

りまして、結果としては前年より0.37引き上がっ

た形になるのですが、これについてどんなふうに

お考えか伺いたいと思います。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの委員の国保

料の収納率の件につきましてですが、ただいま説

明がありましたとおり、26年度、現年度で93.5％、

前年度より0.3％下がっております。 

 ただ、滞納繰越分につきましては前年度よりも

4.17％伸びておりまして、合計としましては前年

度よりも0.37％伸びている状況でございます。 

 どうしても、その年の収納率というのは今まで

は過去数年間は伸びてきておりましたが、その年

の状況によっては下がる場合もあるのかなと、た

だ要因が何かと言われますとさまざまな要因があ

ると思いますので、一概にはちょっと言えないの

かなというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 そういう意味では想定の範囲内

というか、若干の誤差の範囲内というふうに捉え

ていいのだろうというふうに思います。 

 国保料がなかなか100％納入されないという状

況があるわけですけれども、やはり未納が起きた

ときには、これは国保料も税金も同じなのですが、

これは病気と同じでやはり早期に発見し、早期に

対応するということは求められているのではない

かというふうに思うのですが、この辺での原課と

してこの間、相当な努力があって現在の収納率を

維持しているのだというふうに思うのですが、そ

の辺でのお考えをお伺いします。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの収納率の状

況につきましてですけれども、当然、新規滞納者

を防ぐべく収納の担当部署におきましては、秋口

から納付がおくれている方に対して早期の個別訪

問等に行ったり、納付相談等がありましたらきめ

細かな相談を行いながら、分割納付を進めるとか、

さまざまな方法で納入意欲を高める形で対応して

いただいております。 

 そのおかげをもちまして、現在、かなり収納率

は高いほうだと考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、予定収納率の見込みでは平成26年度は

一般分で92.5％、退職分で95％の見込みをしてい

るのですが、この辺はどのような根拠から数字が

はじき出したのか伺います。 

○江口優一保険年金課長 予算及び料率の決定の

際の予定収納率につきましては、当然、前年度の

収納率等を勘案しまして、あと当然、医療費がそ

の年にかかるものに対してこれぐらいの収納率で

あれば赤字にならないというか、対応できるとい

うことを考えまして、予定収納率については考え

ております。 

○松浦敏司委員 それはそれで保険者側としてわ

からないわけではないのですけれども、ただ本来

は100％入る見込みで予算をつくるべきではない

かというふうに思うのです。 

 つまり、結果としては100にはならなかったの

だけれども、しかし本来なら100％を想定して計

算するのが本来の姿ではないかというふうに思う

のです。 

 結局、最初から例えば92.6とか、95とかという

形でやりますと、未納を見込んでいますから、そ

うしたらその分、結局、保険料を納めている人た

ちにまんべんなく上乗せされるというようなこと

に理論的にはなるものですから、その点でどんな

ふうなお考えか伺います。 

○江口優一保険年金課長 ただいま委員のおっし

ゃったとおり、調定額に対して100％収納するの

が、これは理想的な姿だと私も思います。 

 ただ、実際に収納率、調定額及び収納率で歳入

についてはある程度、埋めますけれども、歳出に

実際にかかった医療費につきましてはさまざまな

要因で額が増減するものですから、もし支出額が

超過、ある理由によってもしふえた場合におきま

しては赤字という形になる恐れもありますので、

変な話ですけれども、ある程度の余裕を見てとい

うことで、この収納率でさせていただいておりま
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す。 

○松浦敏司委員 それはそれとしてわからないわ

けではない。 

 ただ、私の思いとしてはそういうふうに感じて

いますので、そのことはあえて言わせていただき

ました。 

 その次に、委員会資料の24ページなのですけれ

ども、所得階層別の滞納状況が出ております。所

得が80万から150万、そして150万から300万、300

万から500万と、この階層の世帯が滞納が多いと

いう状況になっているというふうに思うのですが、

この辺、やはりこれまでも私どもいろいろ質問な

どで行ってきたのは、やはり中間層の世帯にどう

しても厚く負担がかかると、そうった結果がこの

ような形であらわれているのではないかと思うの

ですが、その辺、いかがお考えでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの所得階層別

の保険料の滞納についてですけれども、平成26年

度におきましては、所得30万円未満の世帯につき

ましては保険料の７割軽減が実施されております

ので、この階層におけます滞納世帯の割合は８％

となっております。 

 また、高額所得階層になるにつれて完納世帯が

多くなっている状況であり、低中間層と言われる

150万から300万の階層につきましては滞納世帯の

割合が18％と多いということについては認識して

おります。 

 市としましても、所得の低い階層に対しまして

は、所得に対する負担割合が高く、負担が大きい

ものと認識しており、平成26年度から保険料の軽

減の拡大が実施されたところですが、今後も国の

医療制度の改革の中で保険料の軽減の拡大が検討

されるよう国の動向を見据えていく必要があると

思っています。 

○松浦敏司委員 今年度、平成27年度はそういっ

た中で一定の保険料が下げられたという点では私

も評価をしているところですけれども、しかし、

国保料、国民健康保険制度そのものがやはりいろ

いろな矛盾が出てきて、どうしても高度医療の中

において医療にかかれば保険料にどんどん跳ね返

ってくるということで、保険料が際限なく引き上

がるという状況、そういう意味では私はもっと国

が本来の役割を果たすべきだと、国としての責任

を果たすべきだと、それが国民健康保険という名

前がついている、そういう意味からもそうすべき

だと、こんなふうにも思うところです。  

 そこで、昨年もあったのですけれども、所得が

500万から1,000万、それから1,000万から2,000万

という中に実は滞納しているというのが一定数あ

るので、これについてはどんなふうに、どんなこ

とが要因として納められていないのか伺います。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの委員の質問

にありました高所得者の滞納の状況につきまして

ですが、25年度につきましては2,000万円を超え

る方が未納世帯ということでありましたけれども、

26年度につきましては2,000万円以上に関しては

100％の収納という形になっております。 

 また、1,000万円以上の方につきましても、何

世帯か、大体、世帯の割合に対して４％の方が未

納があるという認識をしておりますけれども、収

入があるけれども、それぞれの世帯で事情があっ

ての未納というふうにも捉えることができると思

いますので、そこは徴収の際の相談等で完納して

いただくよう進めていただく方向になるかと思い

ます。 

○松浦敏司委員 私たちからみれば相当な収入が

あるのだろうなというふうには思った世帯であっ

ても、子育て真っ最中で子供が大学に行っている

とかというようなことがあれば、多分、そんなこ

ともあるのかなということも想定されるところで

ありますが、結果としては最終的には入っている

と、納入されているということでありますから、

それはわかりました。 

 しかし、いずれにしても国保料というのは最高

限度額81万円を超えていますから、そういう点で

はそれを８回で払うということは、本当に大変な

ことだというふうに実感をしているところであり

ます。 

 最後に伺いますが、いただいた資料を見ても短

期証と資格証についてでありますけれども、昨年

度も短期証と資格証が前年より減少しておりまし

たが、ことしもさらに減少して、資格証でいえば

４件ふえておりますけれども、これは担当課の努

力の成果、結果だろうというふうにも思いますが、

滞納世帯への取り組みについての基本的な考え方

を伺います。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの委員からの

質問にもありましたとおり、短期証におきまして

は前年度よりも減少しております。 

 資格証は前年度よりも若干ふえておりますけけ
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れども、これも滞納者との接触機会をふやすこと

で納入相談につながっていったためと思っており

ます。 

 短期証につきましては、納付相談に誠意を持っ

て応じてくれないなど、そういった方に対して交

付しておりまして、ただ、機械的に資格証、短期

証を交付するわけではなくて、納入相談の際の状

況を確認しながら対応についてはやっていきたい

と考えております。 

○松浦敏司委員 短期証、以前は６カ月というの

があったのですが、今は３カ月というふうになっ

ているのですけれども、これは６カ月というのは

もうやらない、短期証はあくまでも３カ月という

ふうに捉えていいのでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 やはり滞納世帯との接

触を図るということからも、３カ月ごとの短期証

を発行することで接触を多く図っていきたいと考

えております。 

○松浦敏司委員 それは、いろいろ問題はあると

いうふうに思いますが、やむを得ない状況もある

のだろうと。 

 ただ、資格証というのはどうしても、これは資

格証ということは、保険証を発行しないというこ

とになりますので、これは暮らしに困っている世

帯にとっては病院に行くに行かれない状況も生ま

れるというようなこともありますので、これはな

かなか大変な問題だなというふうに指摘をしたい

というふうに思います。 

 次に移ります。後期高齢者医療についてです。 

 これは、北海道の広域連合ということで運営さ

れております。この運営というのは、どんな形で

進められているのか、基本的なことを伺いたいと

思います。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの御質問にあ

りました北海道後期高齢者医療広域連合が、26年

度、27年度の保険料の料率等を決定しております。 

 この連合の中には全道の177市町村及び広域連

合が加盟しておりまして、ここに対して賦課徴収

を行っております。 

○松浦敏司委員 いずれにしても直接的に我々関

与できないような状況なのです。広域連合の会議

が行われているようでありますけれども、なかな

か質問を積極的にする議員がいないというような

ことで、特定の議員が質問をするというようなこ

とでなっているようであります。 

 それで、そういう意味では私たちの声が直接、

なかなか届かないというふうになっておりますが、

今現在、こういった形の中で、私たちのこの網走

市民の声をどんな形で広域連合に届くようになっ

ているのか、今現在、どんなふうになっているの

でしょうか。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの御質問のあ

りました市民の声を伝える方法ということにつき

ましては、直接、窓口である市町村のほうに問い

合わせなり、質問なりが来た場合については、私

たちのほうから広域連合のほうに質問をする場合

もあります。 

 また、直接、広域連合にも問い合わせの窓口が

ありますので、そちらのほうに直接聞かれること

もできると思っております。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 監査委員の意見書の中で収入未済額が増加の傾

向にあると、こんなふうにも指摘しているのです

が、その辺はどんなふうに考えたらいいのでしょ

うか伺います。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの後期高齢者

の滞納分の増加のことにつきましては、どうして

も高齢化ということで後期高齢者のほうに移行す

る方がふえてきております。  

 その中で、全ての方に本来は納めていただくの

がいいとは思うのですけれども、どうしても年金

等の収入が少ないとかということで、なかなか納

められない方もいらっしゃるのも認識しておりま

す。 

 そういう方については軽減ということでかなり

９割軽減とかされて、保険料はかなり下がっては

いるのですけれども、それ以外の理由で何か支払

わない方もいらっしゃると思いますので、そうい

う場合につきましてもやはり納入相談等できめ細

やかな相談を行いながら、何とか納入を促してい

きたいと考えております。 

○松浦敏司委員 それはそれで必要なことだとい

うふうには思うのですが、この後期高齢者医療の

保険料のほとんどは特別徴収という形になってい

るわけです。 

 一部の人たちが普通徴収になっているのだと思

うのです。多分、この普通徴収の方の中に当然、

未納が出てきているのだろうというふうに思いま

すが、その辺、それで間違いないか伺います。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの26年度の未
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納者の状況につきましてですが、未納者、26年度

につきましては47名の方が未納ということになっ

ております。 

そのうち、軽減を受けられない、受けていな

い一般の方が32名、残りの方が何らかの軽減を受

けているという形になっております。 

また、当然、年金から天引きされる方は100％

納入されております。また、口座振込の方も100

％という形で入っておりますけれども、年金額の

少ない方で普通徴収ということで、納付書で収め

ている方がどうしても滞納になってしまってとい

う状況でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 これも監査委員の意見書で指摘されているので

すが、健康診査や健康増進についての制度の周知

を図りというふうに指摘をして、そのことによっ

て事業の安定的な運営に努力をするようにという

ふうに言われているのですが、当市の健診率はど

のようになっているのか、そして全国、あるいは

全道ではどんな数字になっているのか伺います。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの御質問のあ

りました後期高齢者の特定健診の受診率でござい

ますが、平成24年度は9.6％、25年度は9.67％と

横ばい状態でしたけれども、平成26年度におきま

しては12.16％と2.49％伸びております。 

 全道平均では、こちらのほうも伸びておりまし

て12.93％となっておりまして、まだ全道平均に

は到達しておりませんが、前年度から比べまして

かなり高い伸びを示しております。 

 これは、26年度の４月に後期高齢者の方全員に

無料の健康診査の受診券を配付するなどしまして、

そういう効果があったものと思っております。 

○松浦敏司委員 これは昨年も指摘をさせていた

だいて、早速、改善をしたという点でその成果が

あらわれたと。 

 ただ、そうは言っても全道平均よりも下がって

いるし、全国平均はもっと上だろうというふうに

思うので、さらなる努力が必要だろうというふう

に思います。 

 今後さらに周知を徹底するとすれば、今回、平

成26年ですか、新たにお知らせする内容を一緒に

同封したということでありますけれども、さらに

引き上げるためには、もっと努力をしなければな

らないと思うのですが、その辺はどんなふうにお

考えでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 受診率につきましては、

確かに26年度は2.49％と今までにない伸び率を示

すことができました。 

 ただ、確かに25年度の全国におきましては、

25.1％とまだ半分もいかないような状況でござい

ますので、さらなる周知を徹底し、例えば被保険

者の方に配付する、例えば保険証の配付だとか、

納付書の配付とか、そういう配付物になるべく字

を大きくしてわかりやすいチラシを入れることで、

少しでも受診率をふやしていきたいと考えており

ます。 

○松浦敏司委員 ぜひ、その辺の努力をお願いし

たいのと、やはり北海道の人間も網走の人間もそ

うですが、素直なところがあって、一時、この特

定健診について後期高齢者については対象になら

ないのだというような、そういう動きがありまし

て、それが最初にあったものですから、相当それ

が頭の隅に残っていて、実はその後、健診がある

のだということがあって、余計そういうふうに全

国よりも結果として受診率が上がらないというこ

とがあるのかもしれません。これは私のあくまで

も勝手に思っていることですけれども、しかし、

いずれにしても後期高齢者の人たちがこれからま

だまだふえる状況にあって、そういう人たちがよ

り健康でいてほしいと、そのためには健診を受け

て病気が重篤になる前に早期発見、早期治療とい

うのが望まれるのだというふうに思います。 

 それで、もう１点伺いますが、70歳以上の方の

医療費負担というのが、実はこれまでは全ての人

たちは１割負担ということでよかったのですが、

今度、一定の所得のある人たちは２割というふう

になりましたけれども、当市において、この２割

負担になる人というのはおおよそどれぐらいいる

のか、わかれば教えていただきたいと思います。 

○井戸達也副委員長 答弁調整のため、暫時休憩

いたします。 

午後５時17分休憩 

午後５時25分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 松浦委員の質疑による答弁から。 

○江口優一保険年金課長 ただいま、松浦委員か

ら質問のありました70歳以上の方で10％から20％

になる人数につきましては、現在においてはちょ

っと押さえておりません、その旨、回答させてい
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ただきます。 

○松浦敏司委員 もともとこれは本則は２割だっ

たのですけれども、これは余りにも負担が重いと

いうようなことで70歳からは当面１割というふう

にした経緯があったのですが、結局、一定の所得

のある人は今度、本則の２割にするということに

なったわけで、これからいろいろな形で数字が把

握できるようになってくるのだろうというふうに

思います。 

 それで、そもそもこの後期高齢者医療というの

は、一度はなくすと、それは余りにも高齢者を囲

い込んで、その人たちだけで保険をつくるという

のはやはり世界でも例のない状況で、そういう中

で高齢者に対しての乳母捨て山だなんていうふう

に当時の担当大臣がみずから言うぐらいの状況が

あったと、そういう中で、しかし一度はなくすと

いったけれども、それがなくなっていまだに残っ

ていると、これが後期高齢者医療の制度でありま

して、そういう意味では非常に私はこの制度その

ものが問題ある制度だなというふうに思っている

ところです。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○井戸達也副委員長 次。 

○金兵智則委員 私から何点か質問させていただ

きたいというふうに思います。 

 まず、先ほどもありました救急医療体制づくり

事業についてお伺いします。 

 この事業は、先ほどの当番病院の委託事業のほ

かにもう一つ、市広報紙による事業の周知事業と

いうのがあります。これは多分、コンビニ受診の

抑制の適正な救急利用について年１回、広報紙に

載せているのだというふうに思いますけれども、

以前はこれ年２回やったこともありました。以前、

年１回にするとなかなか啓蒙活動として足りない

ので少なくなってしまうのではないかということ

で、２回を前向きにというような答弁もありまし

たが、26年は１回だったということで２回にふや

すというお考えがないのかどうかお伺いしたいと

いうふうに思います。 

○武田浩一健康管理課長 市の広報紙による周知

ですけれども、26年11月に１回行っております。

また、26年９月に、別に救急車の適正利用という

ことで、この事業とは別なのですけれども、網走

地域救急医療対策協議会ですとか、医師会のほう

から広報紙に掲載をしているところでございます。 

○金兵智則委員 市の事業としては１回でしたけ

れども、そのほかのところ含めて２回やられてい

るということであります。 

 次に、24時間電話健康相談サービス事業、先ほ

ど来出ておりましたが、ちょっと疑問点がありま

してお伺いしたいというふうに思います。 

 先ほど電話相談があった994件の中で、400件弱、

それは行かなくても大丈夫ですよというような声

があったのでコンビニ受診の抑制につながってい

るのではないかという御答弁がありましたけれど

も、それは行かなくていいよといったのであって、

行ったかどうかはわからないということでいいの

ですか。 

○武田浩一健康管理課長 そのように答えたとい

うことで、実際は行ったかどうかというのは委員

御指摘のとおりわからないということでございま

す。 

○金兵智則委員 コンビニ受診の定義というもの

もありますけれども、以前の答弁で病院に行った

けれども処置がなかったというのが、昨年の決算

委員会で21％だったのが23％、２％ふえていると

いうような答弁もあったのですけれども、26年度

についてはどうなっているのかお伺いしたいとい

うふうに思います。 

○武田浩一健康管理課長 まず消防組合の平成26

年の傷病程度別の搬送件数でいいますと、約４割

弱が入院加療を要しないものというような統計が

出ております。 

 また、厚生病院のほうの数字にちょっとなるの

ですが、これについては休日の救急外来の受診の

中で、まず電話のほうだけで済んでいるのが56％

程度あると、実際来た中で、この厚生病院のほう

の時期に関して言えば25％が検査や処置がなく、

薬だけの患者というような形、25％ぐらいがその

ような処置がなかったというような形になってい

る統計が出ております。 

○金兵智則委員 わかりました。ということは、

それをコンビニ受診と呼ぶかどうかというのもあ

りますけれども、その処置がなかったというとこ

ろを見ると横ばいというような状況なのかなとい

うところであります。 

 先ほど来ありました電話サービス年間994件、

これについては多いと感じるのか、少ないと感じ

るのか、その辺、担当課としてはどのようにお考

えでしょうか。 
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○武田浩一健康管理課長 25年で、これは１カ月

少ない５月からの形になりますが666件と、月平

均で60件程度になるのですが、26年度、994件で

月平均82件程度という形に単純になるのですが、

この994件、月でいえば80件程度が多いかどうか

というのはなかなか判断する部分は難しいところ

もございますが、先ほど言った周知等によりこの

ような形で利用はされているという現実があるの

かなということで理解をしております。 

○金兵智則委員 今、御答弁いただきましたけれ

ども、昨年度、25年度に比べれば一月当たりの件

数がふえていると。 

 ただ、先ほどの処置なしという件数でいえば横

ばいだということであるならば、やはりここはも

っと使ってもらうように対応しなければいけない

と、周知の方法もこれから考えていくということ

でありましたけれども、やはりもっと積極的に対

応しないといけないというふうに思いますけれど

も、もう一度お伺いします。 

○武田浩一健康管理課長 周知につきましてはこ

のような形でいろいろ周知をさせていただいてい

るところでございます。 

 また、市民の方たちにつきましては今後もいろ

いろな形で周知するのは当然、必要だというふう

には考えておりますが、なかなかフリーダイヤル

という形になっておりますので、網走市内外でも

かけられるというのがちょっとありまして、それ

でこのような形の周知をさせていただいて、毎月

広報には載せるような形、市民が見れるような形

ということで対応させていただいているところで

す。 

○金兵智則委員 おっしゃるとおり、これはフリ

ーダイヤルでありますから、電話番号さえ知って

しまえばどこからでもかけられるという状況です

ので、特にホームページに載せられるわけでもな

く、広く周知ができないのは重々わかりますけれ

ども、実績からいって処置なしで横ばいの状況、

件数も一月20件程度ふえていますけれども、まだ

まだやり方、考えていかなければいけないのかな

というふうに思いますので、今後ともまたよろし

くお願いをしたいというふうに思います。 

 続きまして、不妊治療費助成事業というのがあ

ります。平成26年度の決算で77万6,098円、前年

度から見ると６万円ぐらい、下がってきていると

いう状況でありますけれども、この下がった現状、

担当課ではどのように捉えているかお伺いしたい

というふうに思います。 

○武田浩一健康管理課長 不妊治療費の助成事業

でございますが、決算額が減ったという部分につ

きましては、助成の件数が減っているというもの

があります。 

 今年度、平成26年度につきましては17件で、特

定のほうが13件、保険外ということで４件ですけ

れども、25年につきましては特定で、ここは１件

上がっているのですけれども14件の保険外が７件、

それぞれ治療費のかかる割合と道補助の関係で一

定ではないものですから、そのような状況の中で

額が変動しますけれども、状況としてはそういう

状況で減っているという形になっております。 

○金兵智則委員 不妊治療というのはお金も時間

も大変、労力がかかるというのは皆さんも御存じ

のとおりかというふうに思います。  

 あるドクターの方に言わせますと、この不妊治

療に力を入れていくと子供ができる確率が普通に

上がっていくのだと、例えば体外受精などもでき

るようになっていけば、今は子供、受精卵までは

つくっていけると、それを着床するかどうかとい

うところまでは持っていけるのだというような、

少し乱暴な意見なのかもしれないですけれども、

ここの不妊治療に力を入れていけば少子化対策の

一助にもなるのではないかというようなことを言

っている方もいらっしゃいますけれども、今後、

少し力を入れていくというような考えがあるかど

うかお伺いしたいというふうに思います。 

○武田浩一健康管理課長 不妊治療費の助成につ

きましては、子供が欲しいという御夫婦等の話に

対しまして経済的負担の軽減を図るというような

意味合いもありまして助成をしている部分でござ

います。 

 これにつきましては、北海道のほうの制度に基

づいた形でなっておりますので、北海道等と連携

をしながらやっていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○金兵智則委員 希望されている方には希望がか

なうような対応をとっていただきたいというふう

に思います。 

 次に、子宮頸がん予防接種事業でございます。

この子宮頸がん、いろいろと問題がありまして、

予算額に比べて決算額、非常に少ないということ

でありますけれども、この子宮頸がん予防接種事
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業の件数をお伺いしたいというふうに思います。 

○武田浩一健康管理課長 平成26年につきまして

は３人となっております。 

○金兵智則委員 子宮頸がんワクチンは、ちょっ

ともろもろあったということで件数が一気に減っ

たということなのだというふうに思います。 

 ちょっと、ちなみにお伺いしたかったのですけ

れども、成果等報告書の一番最後のほうに国の経

済対策関連事業一覧ということで、がん検診推進

事業というのがあります。ここ、事業内容、子宮

頸がん及び乳がん検診の未受診者に対し、受診勧

奨、無料クーポンの配付ということだったのです

けれども、これはこれで間違いがなかったでしょ

うか。 

○武田浩一健康管理課長 間違いございません。 

○金兵智則委員 わかりました。ちょっと子宮が

んの間違いだったかなと、ちょっと錯覚が、子宮

頸がんがこのような状況でありましたので、ちょ

っと錯覚がありましたのでお伺いをさせていただ

きました。 

 子宮頸がんについては禁止と、中止ということ

にはなっていないので受けたいと言われる方には

受けていただく、その際にはいろいろな注意喚起

もされているのかなというふうに思いますけれど

も、その辺の体制についてお伺いしたいというふ

うに思います。 

○武田浩一健康管理課長 子宮頸がんにつきまし

ては、ワクチン接種後の副反応等の因果関係調査

中ということでございまして、平成25年６月から

積極的勧奨を行っていないというような状況にな

っております。 

 定期の予防接種ということでありますので、希

望者は接種できますけれども、接種をする者は先

ほど申しましたけれどもほとんどいないというよ

うな状況になっているのが現実です。 

○金兵智則委員 受けた方には今のところ何もな

っていないので、何もなっていないのかなと思い

ますけれども、方々のケアというのは念頭に置い

て行ってほしい事業の一つであります。 

 続きまして、子どもインフルエンザ予防接種助

成事業をお伺いします。 

 端的に接種率をお伺いしたいというふうに思い

ます。 

○武田浩一健康管理課長 平成26年で子どもイン

フルエンザ70.4％になってございます。 

○金兵智則委員 たしか、これ予算立てするとき

に75％ぐらいを想定して予算組をされていると、

昨年度が71.何％だったというような、25年度で

すね、71.何％だったというふうに記憶している

のですけれども、70％を超えるとある程度、効果

が出てくるというふうに言われて、実施をされた

方がいらっしゃるというふうに言われております

けれども、これによってインフルエンザの蔓延罹

患率に効果があったかどうか、お伺いしたいとい

うふうに思います。 

○武田浩一健康管理課長 インフルエンザの関係

ですけれども、感染力ですとか、流行の度合いに

も左右されるという部分がございますけれども、

学校閉鎖ですとか、学級閉鎖の数については大き

く変化がないということがあります。 

 しかしながら、学校関係者等のお話を聞くと重

症となる罹患者が減ったというような声も聞いて

おりますので、予防の面では効果があるというふ

うに認識しております。 

○金兵智則委員 学校閉鎖、学級閉鎖に大きく変

化がないというのは、多分、平成25年から比べて

なのかなと思いますけれども、平成25年度、たし

かその前の年から見るとかなり減ったというふう

に私も記憶しております。それと変わりがないと

いうことは、それなりにきちっと効果が出ている

のかなというふうに思います。 

 できれば、この接種率、上げていかなければな

らないのかなというふうに思います。その方策に

ついてお伺いします。 

○武田浩一健康管理課長 接種率の向上に向けて

の対策でございますけれども、今後も学校関係機

関とも連携を図りながら、いろいろな形で周知を

して接種率を上げていくような方策をとっていき

たいと考えています。 

○金兵智則委員 これからもまた、もっと接種率

が上がるように取り組みを進めていただきたいと

いうふうに思います。 

 最後に１点、お伺いします。 

 国民健康保険特別会計で、特定健康診査等事業

ということで予算額から見ると少し低い数字なの

かなというふうに思います。特定健康診査の実施

ということで、平成26年の受診率45％ということ

になって、今の時点では11月に確定するというこ

とで成果等報告書には載っていないのですけれど

も、おおむねおおよそで構いません、もしわかり
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ましたらお願いをいたします。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの御質問のあ

りました特定健診の受診率でございますが、26年

度につきましては22.8％となっております。 

○金兵智則委員 26年度、22.8％でおおよそ間違

いないということなのだというふうに思います。 

 25年が目標40％の実績24.1％、それで目標が５

％上がって45％、実績としてはさらに下がってい

るというような状況であります。 

 ここは、生活習慣病の観点からも、ここは受診

率上げていかなければならないというふうに思い

ます。方策をお願いをいたします。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの特定健診の

受診率向上につきましては、やはり制度の周知が

一番必要であると考えております。 

 当然、市の広報やホームページ等でも受けられ

ますということで案内を出しておりますし、また

納付書とか保険証の更新のときにも健診のチラシ

等を入れております。 

 また、27年度に関しましては、市独自のポスタ

ーをつくりまして、市内医療機関等に配付させて

もらっております。 

 こういう地道な努力で多少なりとも健診率のア

ップを目指していきたいと考えております。 

○金兵智則委員 さまざまな方策をやられて多少

なりともと、目標値に近づけていくというような

ことなのだというふうに思いますけれども、以前

からインセンティブ、何かつけてやれば受診率の

アップにつながるのではないかということで検討

してみますということでしたけれども、今のとこ

ろはどうなっているのかお伺いしたいというふう

に思います。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの受診の向上

のためのインセンティブにつきましては、現在、

検討中ということでお答えさせていただきたいと

思います。 

○後藤利博市民部長 特定健診の受診率の向上に

ついてですけれども、これまでも何回か御質問を

いただいておりまして、国保でいいますと運営協

議会の中でこのテーマで御議論をしていただきま

した。 

 その中には薬剤師、歯科医師、それからいろい

ろな保険者の方お集まりをしていただいている中

で、一応、テーマとしてお話をしているのですけ

れども、やはりお医者さん方の立場からいいます

と、そのインセンティブを持って特定健診を上げ

るというのは、精神論的にそれはいかがなものか

なというような考えがございまして、ではほかに

かわるものってどんなものがあるだろうと、これ

は正直いってなかなかその場でも結論が出なかっ

たのですけれども、ただ一方では、網走を離れて

人間ドックなど、札幌とかによく受けに行かれて

いる方もいまして、そういう方々などは、そうい

う別な健診の中でも実は特定健診もあわせて受け

ている方がいると思います。 

 その数字をうまく取り込めれば、網走の特定健

診の数字に見えてくる部分があるのかなと思って

はいるのですけれども、今のところそのデータと

いいますか、それがなかなかお示しをいただけら

れる方法がないということで、委員おっしゃるよ

うに上げなければいけない、実際にどれぐらい受

けているかというのはつかみたいのですけれども、

現状としては今、そういうような状況で推移して

いるという状況でございます。 

○金兵智則委員 それでは、これはまたさまざま

な場面でまたお話させていただければなというふ

うに思います。 

 以上です。 

○井戸達也副委員長 次、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で、認定第１号中、市民部の所

管に関する細部質疑を終了しました。 

 本日の日程であります認定第１号中、水産港湾

部、建設部、企業会計を除く水道部及び市民部の

所管に関する細部質疑並びに認定第２号平成26年

度網走市水道事業会計の利益の処分及び決算につ

いての細部質疑を終了しました。 

 再開は、あす午前10時としますから、御参集願

います。 

 本日はこれで散会といたします。 

 お疲れさまでした。 

午後５時46分散会 


